
 

 

 

危機管理マニュアル 

（令和 8 年４月改訂版） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福島市幼保支援課 

福島市公立保育所・認定こども園 

 



はじめに 

 

このマニュアルは、従来の乳幼児の安全管理マニュアル、不審者侵入時の危機管

理マニュアル等の各種マニュアルを、幼保支援課、保育所長、主任保育士会が連携

して見直しを図り、新たに情報管理等必要な事項を加えて、「危機管理マニュアル」

として平成 29 年 4 月に策定しました。その後、2018 年に「保育所における感染

症対策ガイドライン」、2019 年に「アレルギー対応対策ガイドライン」の改訂と課名

変更、認定こども園開園より、この「危機管理マニュアル」も内容の見直しを図り、

令和元年７月改訂いたしました。 

本マニュアルは、福島市の公立保育所・認定こども園における全ての職員が火災、

災害、事故・事件等のあらゆる危機に対し、的確かつ迅速に対応または予防するた

めに必要な事項を定めて、入所（園）児・保護者・職員の生命及び健康を守ることを

目的とします。 

また、本マニュアルを、全ての職員で共有し、安全に対する意識を高めるととも

に、子どもの安全を脅かす様々なケースに適切に対応することにより、質の高い保

育を実現していくことを目指します。 

さらに、各職場で下記の「報
ほう

・連
れん

・相
そう

」を実践し、子どもの健やかな育ちを支援す

る安全な環境を整備していくことを期待します。 

 

報告・連絡・相談のポイント 

１ 指示された仕事がひと区切りついたとき、完了したとき 

２ 仕事が予定より長引くとわかったとき 

３ 日常の指導者以外から指示、命令を受けているとき 

４ 初めて経験する仕事にとりかかるとき 

５ 一度教えてもらった仕事でも理解できていないとき 

６ 自分の能力に不安を感じる仕事があったとき 

７ 子どもや保護者の様子が「いつもと違う」と感じたとき 

８ クレームがあったとき、クレームにならないまでも自分に落ち度や失礼が 

あったとき 

９ 備品を破損したとき 

10 事故が起きたとき 

11 行事の流れがいまひとつ理解できていないとき、不安なとき 

12 施設環境が「いつもと違う」と感じたとき、壊れていると気づいたとき 

13 施設を離れるとき、施設外へ出る仕事のとき（散歩、研修など） 

14 会議、打ち合わせなどに行くとき、帰ったとき 

15 職場の人間関係に悩みがあるときや個人的な悩みで仕事に打ち込めないとき 

16 職場管理に関わる出来事が発生したとき（婚姻、退職、病気、休暇など） 

17 時間に遅れそうなとき、遅れたとき 
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第１章．危機管理について 

１．保育所・認定こども園における危機管理とは 
                                                                                                                              

保育所・認定こども園における危機は、地震や台風など天災によるものから、 

保育活動などに伴って発生するものまで多肢にわたっている。その危機には予

知が可能なものから、全く予測できないものまで様々である。子どもの安全を確

保し、安心して預けられる保育所・認定こども園にすることは何よりも優先され

るべきで、それは保育の基本でもある。 

保育所・認定こども園における危機管理においては、保育中の子ども同士の

喧嘩や軽微なけがは、子ども自身の自己管理能力を育むためには許容すべきも

のであり、すべての危険を排除することは目指していない。子どもの生命を脅か

すような危険を排除することを目指している。また、万が一発生した場合におい

ても、その影響を最小限に食い止めることを目指している。 

 

２．危機管理体制 

 

（１）危機管理体制の確立 

 

   想定される災害・事故等に対処するための職員体制の確認を行うとともに、

施設・設備に関する定期点検の実施等により、防災・危機管理体制を確立する。 

 

（２）緊急時の体制 

 

① 指揮権順位 

各保育所・認定こども園は、あらかじめ緊急時の指揮権を明確にしておき、 

緊急時には定められた指揮者の指示のもとに、迅速に行動する。 

  ○ 指揮権順位 

   １．保育所長・認定こども園長 

   ２．主任保育士・主任保育教諭 

   ３．副主任保育士・副主任保育教諭 

   ４．保育士・保育教諭 

   ５．当番保育士・当番保育教諭 

  ○ 役割分担 

保育所長・認定こども園長 防災（火）責任者、関係機関への連絡調整、 

非常持ち出し 

主任保育士・主任保育教諭 通報、保護者への連絡、非常持ち出し 

保育士・保育教諭 避難誘導、応急手当、非常持ち出し 

調理・用務 初期消火、避難誘導補助、非常持ち出し 
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事故の一報 

幼保支援課 

現状把握担当 

・情報収集、記録 

・情報収集の一元化 

・他機関への連絡、調整 

 

現場担当 

・事故現場での対応 

・情報の収集 

メンタルケア担当 

・子どもや保護者へのケア 

・保育所・認定こども園業務の支援 

他の保育所・認定こども園への状況報告 マスコミ等対外対応 

（夜間・休日）  

【地震：震度４、震度５】        ・被害状況を確認（保育に支障ないか） 

【大雨・洪水・強風・大雪：警報】     ➡保育所長・認定こども園長から 課長に状況報告 

【火災】                 ・被害があった場合…対応策を幼保管理係と協議し、             

必要に応じて保護者や修繕業者へ連絡等する 

 

 

 
【洪水被害の危険性のある地域に立地している要配慮者利用施設】  

東浜保育所・杉妻保育所・御山保育所・渡利保育所・余目保育所・笹谷保育所 

 

 

② 幼保支援課の役割 

幼保支援課は、日頃より保育所・認定こども園をバックアップする立場とし

て、災害・事故発生時には下記の事項を行う。 

  ○ 保育所・認定こども園に対する対応の指示 

  ○ 必要に応じて、現状把握担当、現場担当、メンタルケア担当を編成し、保育

所・認定こども園への支援体制の整備 

  ○ 他保育所・認定こども園への状況報告 

  ○ 保育所・認定こども園と連携した保護者への報告等の対応 

  ○ 庁内関係部課及び県その他関係機関との連絡調整 

  ○ マスコミの対応 

・ 報道機関などの外部対応については、窓口を一本化し、情報の混乱が生じ

ないようにする。 
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第２章．危機の未然防止に向けた取り組み 

１．事故防止の活動 

 

  事故を未然に防ぐためには、子どもの特性を十分に理解した上で、職員一人

一人が事故防止に心がけ、気配りをしていくことにより、起こりうるリスクをで

きる限り減らしていくことが重要である。そのためには、保育所長・認定こども

園長と主任保育士・主任保育教諭を中心に、全職員が一体となって、事故に発展

する可能性のある問題点を把握して、事故防止に取り組んでいかなければなら

ない。 

 

（１）事故防止の手順 

 

リスクの把握       ・・・・事故報告やヒヤリハット報告等により、事故 

 に発展する可能性のある問題点を把握する。 

   

   リスクの評価・分析     ・・・・問題点、対応すべき課題の要因を分析する。 

 

 

   リスクの改善・対処     ・・・・事故予防対策を検討して、実行する。 

 

 

   リスクの再評価       ・・・・予防策の状況を確認して、不十分な場合は 

フィードバックして再検討する。 

 

（２）ヒヤリハット報告 

 

   「ヒヤリハット」とは、重大な事故やケガには至らないものの、一歩間違えば

大きな事故やケガになっていたかもしれない「ヒヤリ」としたり「ハッ」とした経

験を指すものである。 

   日常の保育の中には多くの危険が潜んでおり、保育室の環境を整備したり、

子ども同士の行動に細やかな気配りをするだけでも危険が避けられることも

多い。 

   「ヒヤリハット」の事例を報告書に記入し、分析して再発の防止を考えること

が重大な事故を未然に防ぐことにつながっていく。 
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ヒヤリハットした体験から、リスクの存在に気がつく 

 

ヒヤリハットした体験を報告し、体験を共有する 

 

リスクの存在に対し、保育所・認定こども園の共通理解を形成する 

事故防止に必要な対策を保育所・認定こども園として考え、実行する 
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２．事故防止に向けた環境作り 

 

（１） 職員間のコミュニケーション 

 

リスクマネジメントを進める上で、職員間のコミュニケーションが重要 

である。保育所・認定こども園内で、職種を超えて情報交換や意見交換が行え

るような環境を作っていく必要がある。 

 

（２） 情報の共有化 

 

子どもの体調の変化や留意点、発生した事故、ヒヤリハット事例等に関す 

る情報や対応策を、職場内で共有することが重要である。情報を共有すること

により、起こりうるリスクや対応策を学び、組織として事故防止への意識や対

応を向上させていく。 

 

（３） 苦情（意見・要望）解決への取り組み 

 

保護者等の苦情（意見・要望）は利用者の観点から発せられているため、 

保育所・認定こども園が見落としていた問題点を発見できる機会となるこ 

とが多く、謙虚に受け止めて早期対応を心がける。また、現状において改善 

が困難なものについては、出来ない理由を丁寧に説明し、理解してもらうよ 

う努める。 

 

（４） 安全教育 

 

全職員が常に事故防止についての高い意識を持つとともに、緊急時に適 

切な対応ができるよう、保育所・認定こども園は職員や子どもへの安全教育に

努める。 

 

① 各種訓練の実施 

   保育所・認定こども園自らが企画、立案し、警察・消防等の関係機関や保 

護者等の協力を得ながら、防災・防犯・事故対応などの各種訓練を計画的に 

実施する。 

 

② 子どもへの安全教育 

日常の活動や訓練等を通して、事故の予防や災害時の対応のための約束 

事や行動の仕方について、子どもの発達や能力に応じた方法で理解させる 

とともに、必要に応じて交通安全教室などの講習会を開催する。 
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事故発生 

保育所・認定こども園へ戻ってからの子どもの状況観察 

保護者への謝罪・説明（迎え時の対応） 

mu 

Mukaejinotaiou  

事後処理 

mu 

Mukaejin

otaiou  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章．危機発生時の対応について 

１．事故発生時・発生後の対応 

 

（１） 事故発生時の基本的な流れ 

 

  

 

①事故の状況を的確に把握する（傷病人、現場、周囲の状況） 

                

①傷病の状態を把握し、適切な救急処置をする 

②複数で処置をする 

 

①保育所長・認定こども園長、主任に連絡する 

②保育所長・認定こども園長（不在時は主任）が判断指示する 

 

①必要と判断した場合要請する 

②付き添った職員は保育所長・認定こども園長に診察した医師名、 

時間、診断結果、処置、今後の見通しについて連絡する 

 

①搬送手段はタクシーもしくは保育所長・認定こども園長、 

主任保育士・主任保育教諭の私用車 

②事故の状況を把握している職員または担任が付き添いをする 

                      ③事故現場を離れる際は他児への配慮と職員間の連携を図る 

                  

                       

 

 

 

                       ①必要に応じ幼保支援課に第一報を入れる 

 

                      

  

                                    

  

 

                                         ①事故の状況、経過、受診の内容、 

今後の通院対応を伝える 

 

 

①事故の発生状況とけがなどの状況説明を速やかに電話連絡する 

②受診する必要がある場合は、その了解と医院の確認を行う 

③必要に応じて保護者の来院、来所をお願いする 

 

①担任だけではなく、他の職員も子どもの 

観察をし、変化があれば対応協議する 

 



7 

 

（２）事故発生後の対応 

 

 ① 事故の原因分析と再発防止対策 

  ○ 事故報告書の作成 

    事故に関する報告は、事実に即して正確かつ詳細に行い、推測を交えた 

   表現にならないようにする。 

  ○ ヒヤリハット報告書の作成 

 

 ② 全職員による再発防止指導 

   職員会議、緊急打ち合わせ会等で事故の概要、再発防止について、全職員 

に徹底する。  

 

 ③ 必要に応じて家庭訪問 

 

 ④ 日本スポーツ振興センターへ災害共済給付金の支給手続きを行う 

   （詳細は保育所長事務必携参照） 

 

（３）保護者への対応 

 

 ① どんな小さなけが、事故でも速やかに伝え謝罪する。 

 

 ② 事故の発生状況やその後の処置など詳しく説明する。 

 

 ③ 医療機関の希望を聞いたり、同伴できるかなど確認する。 

 

 ④ 処置、その後の経過、対応について、保育所長・認定こども園長ととも 

に保護者に伝える。 
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事故発生 

保育所長・認定こども園長 

主任保育士・主任保育教諭 

保育者の応急手当 

・子どもを落ち着かせ、状況を把握する 

・周囲の子どもを遠ざけ、精神的安定を与える

よう冷静に対応する 

・応援を求めて複数で応急処置を行う 

幼保支援課へ連絡 

℡：５７２－３４１８ 

救急車 
保護者へ連絡 

・けがの状況を説明し、 

受診の承諾を取る 

・希望の病院の有無を聞く 

病院搬送 

保護者へ詳細報告 

救急車を要請する場合 

・意識がもうろうとしたり、うとうとし

ている 

・けいれん、ひきつけを起こしている 

・顔色が悪く、ぐったりしている 

・吐き気や嘔吐を繰り返す 

・化学物質を誤飲した 

・出血が止まらない 

・熱傷や火傷の面積が広い 

連絡 

連絡 

職員全体への伝達 

・全職員に事故の原因と経過を報告する 

・事故発生の原因を分析、考察し、環境や保育内容の改善点をあげ、同様の事故の防止

方法を検討する 

連絡 

・タクシー、もしくは保育所長・認定こども園長、 

主任保育士・主任保育教諭の私有車で 

搬送する 

・事故の状況を把握している職員または 

担任が付き添いをする 

・事故の発生状況や処置の内容など詳しく 

説明する 

・子ども同士のトラブルでけがをさせたときは、 

保育所・認定こども園側の責任を明確にし、 

双方の保護者同士がしこりにならないように 

配慮する 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

   

   

   

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

保育所長・認定こども園長、主任保育士・主

任保育教諭へ詳細を報告 



9 

 

火災発生 
発見者はあわてず大声で周囲に知らせる 

職員（自主防火組織体制） 

火元の確認・初期消火・ガス栓を閉める 

子どもへの注意 

○お さない 

○は しらない 

○し ゃべらない 

○も どらない 

保護者へ連絡 

☆可能ならお迎え 

☆必ず保護者に引き渡す 

☆子どもの人員点呼、健康観察 

★ドア・窓を閉める（空気が入ると火の回

りが早い） 

★照明・冷暖房を消す 

★速やかに外に出る（安全な場所へ） 

★避難誘導者が人員点呼（管理者へ報告） 

★煙を吸わないように、ハンカチで口を

押え、姿勢を低くして避難する 

★非常持ち出し 参照Ｐ10  

保育所長・認定こども園長 

主任保育士・主任保育教諭 

２．火災発生時の対応 

 

（１）保育所・認定こども園が火元の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもの避難 

 

☆避難場所を指示し、速やかに避難させる 

第１避難場所                 

第２避難場所                 

☆子どもの人員点呼、健康観察 

あわてさせず、 

不安がらせない 

１１９番へ通報 

○○保育所・認定こども園です。 

火事です。 

場所は                 

電話番号は              

目標物（目印）は           

通報者は                

出火場所の東西南北を知らせる。 

連絡 

指示 

 

 

指示 

幼保支援課へ連絡 

℡：５７２－３４１８ 

正確な情報を明確に 
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（２）保育所・認定こども園周辺が火災の場合 

 

① 情報の収集に努める 

  ○ 火災の規模はどの程度か 

  ○ 周辺に危険箇所はあるか 

  ○ 風向きはどうか 

 

② 消防署の指示に従う 

 

③ 避難が必要なら、避難場所へ子どもを誘導する 

 

④ 必要に応じて保護者へ連絡 

 

（３）災害時非常持ち出し品 

   

① 重要書類 

 ・ 児童名簿 

 ・ 緊急連絡簿 

 ・ 児童出席簿・登降所名簿 

 

 ② 非常用リュックの中身 

  ・ 児童名簿 

  ・ 救急薬品 

  ・ 筆記用具（紙、マジック、ガムテープ） 

  ・ ティッシュ、ウェットティッシュ、トイレットペーパー 

  ・ カイロ 

  ・ 懐中電灯、乾電池 

  ・ ゴミ袋（４５ℓ）、新聞紙、ナイロン袋 

  ・ 紙パンツ、紙オムツ、おんぶひも 

  ・ 軍手  

  ・ 水、紙コップ、携帯食、０歳児はミルク等 

  ・ アルコール（消毒用）、マスク 
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地震発生 

子どもの避難① 

 

☆落下物のない安全な場所に集める 

☆あわててすぐ外へ出さない！ 

子どもへの注意 

○お さない 

○は しらない 

○し ゃべらない 

○も どらない 

保護者へ周知 

☆あらかじめ緊急避難場所の周知徹底を図っておく 

☆所（園）内にも避難先を掲示しておく 

☆可能ならお迎え 

☆必ず保護者に引き渡す 

☆子どもの人員点呼、健康観察 

☆連絡が取れない場合は、あわてずに避難場所で 

待機する 

★出入り口の戸を開ける 

（避難路の確保） 

★照明・冷暖房を消す 

★避難路に毛布を敷くなど、

子どもの安全対策 

★靴を履かせる、または持た

せて避難させる 

★非常持ち出し 参照Ｐ10   

★一時避難から、より安全な

緊急避難場所への移動もあ

るので、的確な判断→指示

→行動をとる 

 

指示 

子どもの避難② 

☆避難場所を指示し、速やかに避難させる 

第１避難場所                   

第２避難場所                   

☆子どもの人員点呼、健康観察 

情報の収集に努める 

（判断材料） 

揺れがおさまってから、施設外へ避難が必要な場合 

保育所長・認定こども園長 

主任保育士・主任保育教諭 

３．地震発生時の対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あわてさせず、 

不安がらせない 

職員（自主防火組織体制） 

火元の確認・初期消火・ガス栓を閉める 

指示 

幼保支援課へ連絡 

℡：５７２－３４１８ 

正確な情報を明確に 
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風水害発生 

子どもの避難① 

☆まずは安全な場所へ 

☆子どもの人員点呼、健康観察 

あわてさせず、 

不安がらせない 

職員（自主防火組織体制） 

火元の確認・初期消火・ガス栓を閉める 

指示 

子どもへの注意 

○お さない 

○は しらない 

○し ゃべらない 

○も どらない 

保護者へ周知 

☆あらかじめ緊急避難場所の周知徹底を図っておく 

☆所（園）内にも避難先を掲示しておく 

☆可能ならお迎え 

☆必ず保護者に引き渡す 

☆子どもの人員点呼、健康観察 

☆連絡が取れない場合は、あわてずに避難場所で 

待機する 

★浸水・窓ガラスの破損などが 

起こりうることを想定（危険） 

★可能な範囲でクラスを合同に！ 

★建物や保育所・認定こども園 

周辺の被害の状況を把握（事故 

のないように） 

★所庭や周辺の物を整理する 

★非常持ち出し 参照Ｐ10  

★一時避難から、より安全な緊急避

難場所への移動もあるので、的

確な判断→指示→行動をとる 

 

子どもの避難② 

☆避難場所を指示し、速やかに避難させる 

第１避難場所                   

第２避難場所                   

☆子どもの人員点呼、健康観察 

情報の収集に努める 

（判断材料） 

施設外へ避難が必要な場合 

安全な場所での保育 

保育所長・認定こども園長 

主任保育士・主任保育教諭 

４．風水害への対応 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

指示 

幼保支援課へ連絡 

℡：５７２－３４１８ 

正確な情報を明確に 
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侵入者 
職員が発見 

刺激させないよう

に対応する 

応援職員 

子ども・保護者が発見 

用件を聞いて 

対応する 

☆一人での対応は避ける 

☆複数で現場確認 
安全と判断 

職員 

警察などへ通報 

☆ホットラインの使用 

☆負傷者がいる場合は１１９番通報 

所内連絡 

☆職員間のサインや絵カードを決めておく 

☆侵入者をむやみに刺激しない 

☆子どもを不安にさせない 

子どもの安全確保 

☆安全な場所に避難 

☆内側から鍵のかかる部屋 

☆子どもを不安にさせない 

不審と判断 

職員間の連携 

事後の安全管理 

☆保護者・地域への連絡 

☆登所・降所時の安全指導 

☆防犯体制の再確認 

☆職員会議で周知 

☆マスコミなどへの対応については、幼

保支援課と協議 

☆危機管理室への対応を幼保支援課に

依頼する 

 

相手を確認 

刺激させないよう

に対応する 

保育所長・認定こども園長 

主任保育士・主任保育教諭 

５．不審者への対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

連絡 

連絡 

連絡 
指示 

幼保支援課へ連絡 

℡：５７２－３４１８ 

正確な情報を明確に 
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（１） 不審者対策のポイント 

 

□ 不審者かどうか確認 

□ 不審者の場合退去を求める 

□ 危害を加える恐れの確認 

 

隔離・通報 

□ 職員へ緊急連絡 

□ 説得 

□ 県警ホットライン 

□ 救急１１９番 

□ 幼保支援課（直通：５７２－３４１８） 

 

 役割分担 だれが 

□ 全体指揮・外部対応（                        ） 

□ 不審者への対応 （                         ） 

□ 避難誘導、安全確保（                        ） 

□ 応急手当、医療機関への連絡（                  ） 

□ 保護者への連絡（                           ） 

□ 電話対応・記録（                            ） 

□ 安否確認（                                ） 

 

 子どもの安全を守る 

□ 防御対応・体制（どうする                      ） 

□ 避難誘導（どこに                           ） 

 

 負傷者の手当て 

□ 年齢・性別・氏名・負傷部位の確認 

 

 事後の対応 

□ 事件の概要（発生日時・場所・加害者・被害者・人数・被害の程度） 

□ 被害者への対応（応急手当・救急車・家庭訪問） 

□ 今後の対応（見舞い・心のケア・安全対策・関係機関との連携・不審者の情

報提供） 
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（２） 対策 

① 関係者以外の保育所・認定こども園への立ち入り 

正当な理由がなく保育所・認定こども園の敷地に立ち入ろうとする者を不

審者と呼ぶ。 

子どもたちを犯罪被害から守るため、施設整備の状況を踏まえ、必要な体

制などを整備し、不審者かどうか確実に確認する必要がある。 

なお、凶器を持ち暴力行為を働いた場合や、働く恐れがある場合には、迅速

な対応が必要である。 

 

② 不審者かどうか見分けるポイント 

〇 正規の出入り口を無視したり、不審な行動をしていないか。  

〇 用件が不明確でないか。 

〇 凶器や不審なものを持っていないか。 

 

③ 日頃から不審者の侵入防止のために備えておく 

〇 職員間のサインや絵カードを整備しておく。 

〇 出入り口を限定し、登降所時以外は施錠するなど適切に管理する。 

〇 防犯のための県警ホットライン、インターフォン、携帯用防犯ブザーなどを

設置、整備しておく。 

〇 保護者や地域の関係機関などから不審者の情報が得られるようにしてお

く。 

 

④ 役割分担や方法などの体制作り 

〇 不審者侵入時の職員の役割分担を明らかにしておく。 

・ 不審者への対応 

・ 避難誘導、安全確保 

・ 応急手当、医療機関など 

・ 保護者等への連絡 

・ 電話対応、記録 

・ 安否確認 

〇 日常及び緊急時に機能するように、通報や緊急連絡の仕方を訓練してお

く。 

 

⑤ 日頃から地域と連携し、子どもの安全を守る体制作りに努める。 

〇 地域の子どもの安全のためのネットワーク作りに努める。 

・ 子どもへの声かけや不審者情報の提供などのため、幼保支援課、保護者、

地域の関係機関などと連携を図る。 

〇 子どもに対する安全教育を計画的に進める。 

・ 犯罪被害にあわないための行動の仕方、犯罪被害が発生した場合やその恐

れがある場合の行動の仕方について指導しておく。 
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〇 防御の仕方については、警察などの専門家の指導を受け、安全かつ的確

にできるよう訓練する。 

 

⑥ 職員の共通理解と訓練の重要性 

   不審者の侵入などによる緊急事態に迅速・的確に対応し、子どもの安全を

確保するとともに、正常な保育活動を保つためには、職員一人ひとりがそ

れぞれの役割を十分に理解し、お互いに連携を図りながら、いかなる状況

にも落ち着いて臨機応変に対応できるようにしておくことが大切である。 

〇 職員が参画した訓練計画を作成し、各自の役割を明確化する。 

〇 職員研修の充実 

・ 危機管理の意義と目的 

・ 危機管理の基礎知識 

・ 実技研修（防御、応急手当等） 

・ 心のケア 

〇 訓練の繰り返し 

  ＜目的＞ 

・ 模擬体験により実践力を育てる。 

・ 時系列で他の担当と関連を図った任務遂行能力を育てる。 

・ 状況に応じて危機管理マニュアルの見直しを図る。 

  ＜配慮事項＞ 

・ 様々な場面を想定する。 

・ 時系列に各担当の任務がわかる一覧表を作成する。 

・ 家庭、地域、関係機関、幼保支援課などの参加を得る。 

子どもが恐怖心を抱かないようにする。 

 

（３）対応 

 

① 退去を求める 

    不審者かどうかの確認をし、正当な理由のない者には、職員自身の安全のた

め適当な距離をとるなど留意しながら、丁寧に退去を求める。 

退去しない場合、再び侵入しそうになった場合には、速やかに持ち物や暴力

的な言動の有無を確かめる。 

〇 不審者侵入時の役割分担に従い、事前に決められたサインを送るなど他の

職員に連絡し、協力を求める。 

〇 言葉や相手の態度に注意しながら、丁寧に退去するよう説得する。 

・ 暴力を行使しようとしていないか。 

・ 制止を聞かず、興奮状態でないか。 

・ 言動が不自然であったり、要領を得ないことを言っていないか。 

・ 凶器を所持していないか。 
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② 通報する 

丁寧かつ冷静に対応し、相手の心を落ち着かせるよう努力すると同時に、

警察１１０番（県警ホットライン）への通報や、職員への緊急連絡、幼保支援課

への緊急連絡、支援要請などを行う必要がある。 

〇 次のような場合は、不審者として警察１１０番（県警ホットライン）に通報す

る。 

・ 応対を無視して、無理に立ち入ろうとする。 

・ 退去の説得に応じようとしない。 

・ 暴力的な言動をする。 

・ 危害を加える恐れがある。 

〇 警察１１０番（県警ホットライン）への通報の仕方。 

・ 「○○保育所・認定こども園です。男が侵入して暴れています。」「子どもが

けがをしました。すぐに来てください。」 

・ 質問に答える形で 

    通報者氏名、場所、電話番号などを知らせる。 

〇 幼保支援課に緊急連絡し、支援を要請する。 

 

③ 子どもの安全を守る 

暴力行為を働き、抑止できない場合には、身近にある用具などを用いて適

当な距離をおき、複数の職員が周りを取り囲むなどして移動を制止し、全職

員に周知して、子どもに被害が発生したり、被害が拡大しないようにする必

要がある。 また、避難が必要な場合には、役割分担に応じて安全に誘導する

など、子どもの安全を第一にする。 

〇 防御に努める。 

・ 応援を求める。 

・ 机、椅子など身近な物で不審者との距離をとり、移動を阻止する。 

〇 子どもを掌握し、安全を守る。 

・ 担当保育者が掌握し、安全を守る。 

・ 保育室等に内鍵をかける。 

〇 避難の誘導をする。 

・  保育室への侵入の恐れがある場合は遊戯室などへ臨機応変に避難させる。 

 

④ 応急手当などをする 

負傷者が出た場合には、迅速に１１９番に通報し、救急車を要請するととも

に、到着するまでの間、負傷者の状態に応じて速やかに止血、心肺蘇生など

の応急手当てを行い、症状が重篤にならないようにする。 

   また、全体の子どもたちの心を落ち着かせるとともに、被害を受けたり、目

撃したりして強い衝撃を受け、心が傷ついたとみられる子どもには、心のケ

アに着手する。 
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〇 負傷者がいたら、まず容態を確認し、同時に応援を依頼する。 

・ 周囲の安全の確保 

・ 出血の観察 

・ 救急車の要請 

・ 口の中の異物の除去 

・ 気道の確保 

・ 呼吸の観察 

・ 循環のサインの観察 

〇 応急手当てに着手するとともに、他の者に依頼し１１９番通報する。 

・ 搬送者、搬送先を記録し、保護者に連絡する。 

〇 大出血をしている場合は、心肺蘇生法の前に、まず止血する。（p.54 参照） 

〇 呼吸をしていない場合は心肺蘇生法を実施する。（p.65 参照） 

〇 心のケアに着手する。 

  ・ 障害を負ったり強い恐怖や悲しみにあうと、精神的にも肉体的にも変調をき

たす。 

・ 事件・事故の直後から、全体の子どもの心を落ち着かせ、安心させる。 

 

（４）事後の対応 

  

    不審者の暴力行為等により、子どもや職員が死傷する事件・事故があった場

合は、速やかな情報の整理と提供、保護者などへの説明、報告書の作成、災害

共済給付の請求などが必要となる。 

 

○ 事後の対応や措置を各担当が機能的に行う。 

○ 情報を収集し、事件・事故の概要などについて把握・整理し、提供する。 

○ できるだけ速やかに保護者などに連絡や説明を行う。 

○ 事件・事故後の連絡、情報収集などのための通信方法を複数確保しておく。 

○ 保育再開の準備、事件・事故後の再発防止対策を講じる。 

○ 事故報告書を作成する。 

○ 災害共済給付などの請求をする。 

 

①  心のケア 

保育所・認定こども園の要請を受け、幼保支援課が専門家の対応を依頼

するなど、心のケアに着手する。 

〇 対象者 

子ども、職員、保護者 

 

②  情報提供 

警察や幼保支援課に報告し、パトロールの強化や近隣の学校などへの情

報提供をする。 
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記録の重要性 

 

緊急事態が発生した場合に、その状況や対応したこと、及びその結果等を記録

することは、適切な対応、保護者、関係機関等との連携を図る上で極めて重要な

ことである。 

 

  ＜記録の目的＞ 
 

・ 事実を客観的に把握し、対応、事後評価などの基礎資料とする 

・ 連絡、報告の資料とする 

 

  ＜記録の内容＞ 
 

・ 不審者の状況（人数、場所、凶器、何をしていたなど） 

・ 子どもの状況（負傷者の状況、避難の状況など） 

・ 職員の対応状況（避難誘導、防御、応急手当など） 

・ 負傷した職員の状況（誰が、どんな、応急手当など） 

・ 関係機関等への連絡、支援状況 

（警察、消防、病院、幼稚園・保育課、保護者などへ） 

・ 施設設備などの破損状況 

 

  ＜記録に当たっての配慮事項＞ 
 

・ 時系列で記録 

・ 正確な内容（事実と推察は区別する） 

・ 箇条書きで簡潔な文 

・ 重要な箇所にはアンダーライン 

・ 情報源を備考欄に明記 

 

  ＜その他＞ 
 

・ 記録者を決め、情報収集に努め、その都度状況を記録 

・ 状況が明瞭に把握できる記録用紙の工夫 

・ 記録は、緊急事態が発生した時には一か所で集中管理 

・ プライバシーに注意 
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J アラート作動 

ただちに避難 

子どもの避難① 

☆まずは安全な場所へ 

☆子どもの人員点呼、健康観察 

あわてさせず、 

不安がらせない 

職 員 

速やかに情報を収集する 

★屋外にいる場合は、できる限り頑丈な建物や地下に避難する 

★建物がない場合は、物陰に身を隠すか、地面に伏せて頭部を守る

（交通安全も確認する） 

★屋内にいる場合は、窓から離れるか、窓のない部屋に移動する 

★ミサイルの進路状況を把握 

★非常持ち出し 参照Ｐ10  

★一時避難から、より安全な緊急避難場所への移動もあるので、 

的確な判断→指示→行動をとる 

ミサイルの通過及び落下が

確認できたら、避難解除 
ミサイルが近くに落下！ 

★屋外にいる場合は、口と鼻をハンカチ

で覆い、現場から直ちに離れ、密閉性

の高い屋内または風上へ避難する 

★屋内にいる場合、換気扇を止め、窓を

閉め、目張りをして室内を密閉する 

６．J アラート（全国瞬時警報システム）作動時の対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幼保支援課へ連絡 

℡：５７２－３４１８ 

正確な情報を明確に 
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７．野生動物（クマ等）出没時の対応 

 

 １ 事前の対応 

 （１）所（園）の対応 

①情報収集 

 ・福島市のホームページや公式ＬＩＮＥ、福島県警察のポリスメール等を活

用し、情報収集に努める。 

②施設管理等 

・ゴミ（残飯）の管理を徹底し、野生動物（クマ等）の食べ物になるものを

無造作に捨てないようにする。 

・所（園）周辺の除草を定期的に行い、野生動物（クマ等）が隠れることが

できる状況を作らないようにする。 

・野生動物（クマ等）が出没する地域では、所（園）外保育の安全を確保す

るため、鈴や笛など音のするものを身に着け、人の存在を知らせながら

行動し、鉢合わせを避けるようにする。 

③緊急体制の構築 

・野生動物（クマ等）出没時の対応について、登降所（園）時及び所（園）地

内侵入時を想定し、職員の役割分担や避難方法を定め、全員で共通理

解を図るとともに、事務室及び保育室等の見やすい場所に掲示する。 

 

 （２）幼児への指導 

①出遭わないために 

・戸外では大人と一緒に行動する 

②出遭ってしまったら 

・さわがない（静かに大人・先生のそばに行く） 

・走って逃げない（背を向けずゆっくり下がる） 

・近づかない（かわいく見えても絶対に近寄らない） 

③向かってきたら 

・野生動物（クマ等）が攻撃してきたら頭、首を腕でかばい、顔を伏せること

で顔の大けがや致命傷を防ぐようにする。 

 

（３）保護者への指導 

・戸外では子どもだけで行動させない 

・近くに建物や車など逃げ込める場所があり、野生動物（クマ等）との距離が

確保できている場合は、速やかに避難する。 

・野生動物（クマ等）との距離が確保できていない場合は、背をむけたり、走っ

たりする行動を避け、目を離さず静かにゆっくり後退し、建物等の逃げ込め

る場所があれば避難する。 
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（４）保護者との連携 

・保護者が緊急メール等を受け取れるよう体制を整えておく。 

・近隣への野生動物（クマ等）出没情報を得た場合には、保護者へ情報提供

し、注意喚起する。 

・野生動物（クマ等）を目撃した場合は警察、保育所（園）等に連絡を入れる

ように依頼する。 
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２ 野生動物（クマ等）出没時の対応 

（１）登降所（園）時・保育中 

野生動物（クマ等）出没に関する所（園）への第一報 

※情報源を確認・出没地点と時間を確認 

 

 

                      必要なし 

   必要 

 

対応１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

対応２ 

 

 

 

 

 

 対応 3  

 

 

 

 

 

 

 

緊急対応が必要か 

状況によって、警察・幼保支援課

に通報及び地域との連携を図っ

た被害防止対策の強化 
 

【幼児の安全確保】 

・所（園）外保育、戸外遊びを中止

し室内での保育に切り替え、外

に出ない 

・所（園）内の安全な場所に避難 

・幼児の状況の掌握 

・施錠を行い窓、カーテンを閉め

る 

・応急手当 

・園の救急対応の支援 

 

【通報】 

①１１０番通報(未通報時) 

②１１９番通報(負傷者有かつ未通報時) 

③現場に急行し、情報収集と整理 

④負傷者の保護者へ連絡 

⑤幼保支援課への第一報と支援要請 

⑥緊急メール等で保護者へ通知 

 徒歩登降所（園）は中止し保護者の送迎

を依頼 

⑦近隣の施設への情報提供 

⑧遅番の職員へ連絡 

 

【登降所（園）の安全確保】 

・送迎の方法の掌握 

・安全確保を優先した引き渡し 

【事後の対応や措置】  

・情報の整理と提供 

・保護者等への説明 

・心のケア 

・再発防止対策の実施 

・災害共済給付請求 等 

野生動物（クマ等）が確保・駆除されているか 

いない 
いる 
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（２）所（園）内侵入時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【幼児の安全確保】  

・安全な場所へ誘導・応援の要請  ・所長・園長へ報告・職員へ報告 

・幼児の掌握               ・職員の役割分担と連携 

・防御体制の確保             

【情報の伝達・応急手当】  

・１１０番通報                 ・近隣の学校への情報提供 

・１１９番通報・応急手当（負傷者あり） ・地域との連携 

・幼保支援課へ緊急連絡、支援要請 

【事後対応】  

・情報の整理と提供             ・園児の心のケア 

・所（園）敷地内誘引物の点検など    ・災害共済給付の請求 等 

・保護者等への連絡・説明 
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野生動物出没 
職員が発見 子ども・保護者が発見 

保育所長・認定こども園長 

主任保育士・主任保育教諭 

保育施設へ連絡 

通報 

☆１１０番通報 

☆負傷者がいる場合は１１９番通報 

☆幼保支援課へ連絡 

☆緊急メール等で保護者に通知 

事後の安全管理 

☆保護者・地域への連絡 

☆登所（園）・降所（園）時の安全指導 

☆職員会議で周知 

☆避難訓練の実施 

 

連絡 
指示・所内連絡 

職員間の連携 

子どもの安全確保 

☆所（園）外保育、戸外遊びの中止 

☆所（園）内の安全な場所に避難 

☆施錠を行い窓、カーテンを閉める 

☆子どもの状況掌握 

☆安全確保を優先した引き渡し（状況による） 

★子どもを不安にさせない 

野生動物（クマ等）出没時対応 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

連絡 

幼保支援課へ連絡 

℡：５７２－３４１８ 

正確な情報を明確に 

 

幼保支援課より農業企画課へ連絡 
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８．災害時の給食対応について（公立保育所給食における災害時対応マニュアルより） 

 

（１）非常災害の種類と特徴、対応の方法 

 

※ 災害は気象などの自然現象の変化、あるいは人為的な原因などによって 

人命や社会生活に対する被害を生じる現象をいいますが、様々な種類の災 

害の特徴によって、給食の対応方法が求められます。 

 

 災害の特徴 状   況 対   応 

  

 

 

風水雪害 

道路、交通機関の混

乱、給水施設設備、送電

設備、ガス配管設備損

壊、浸水等が考えられ

る。 

 復旧は比較的早期。 

交通機関の混乱によ

り給水・送電・ガスなど

の設備が機能しない。 

 材料の入手困難や食

材搬入の遅れが予想さ

れ調理が困難である。 

衛生状態が確保でき

ない。 

①献立及び調理方法を 

変更する。 

②非常食で対応する。 

③給食を一時停止する。 

 

 

火 災 

建物の焼失。給水施

設設備、送電設備、ガス

配管設備の損壊。 

 被害は大きい。 

給水・送電・ガスなど

の設備が機能しない。衛

生状態が確保できない。 

①給食を一時停止する。 

地 震 交通機関の混乱、ガ

ス・水道等の地下埋設

施設や道路・送電設備

の損壊等。 

 被害の種類も多く、地

域も広範囲である。 

 局地的な地震であっ

ても、地下埋設施設が

損壊した場合は、復旧

までに長時間を要し、

給食施設にも被害が及

ぶ。 

交通機関の混乱によ

り、材料の入手困難や、食

材搬入の遅れが予想さ

れる。 

 衛生状態が確保できな

い。 

①献立及び調理方法を 

変更する。 

②非常食で対応する。 

③給食を一時停止する。 

渇 水 渇水の程度により、

断水時間が異なる。 

 長時間かつ長期間に

なる場合は、食事のみ

でなく生活全般に支障

をきたす。 

十分な洗浄ができな

いので、衛生管理が不十

分である。 

①給水状況に応じて対 

応する。（調理法の工夫） 

②非常食で対応する。 

③使い捨て食器を使用 

する。 

④給食を一時停止する。 
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（２）保育所・認定こども園における非常災害への備え 

 

  ＜非常食について＞ 

 

① 非常食の条件 

ア．そのまま食べられるか、調理の手間が最小限で済むものが望ましい。 

     （水や火がなくても食べられるものを主体とする。） 

イ．長時間の保存に耐えられるものが望ましい。 

（１年以上の賞味期間のあるもの。） 

ウ．取扱いに手間がかからず、１人分ずつ包装されていて、容器の不要な 

ものが望ましい。     

エ．ある程度の栄養が確保できるものが望ましい。 

オ．更新の容易なものが望ましい。 

 

② 保育所・認定こども園に保管している非常食及び非常用物品 

○ 幼保支援課より配布 

【 食品 】※約５年に１度配布 

・ ライスクッキー     ・ アルファ米     

・ 水（アルファ米用、２ℓ入）・水（飲料用） 

    

 

○ 各保育所・認定こども園にて準備 

  【 食品 】 

   ・ 魚の缶詰（缶切り不要なもの） 

   ・ 乳児用フリーズドライ 初期、中期、後期 

（手を加えなくても対応できる瓶タイプ） 

  【 食器等 】 

   ・ 割り箸 

   ・ 先割れスプーン 

   ・ 紙皿  

   ・ 紙コップ 

   ・ ラップ 

   ・ ビニール袋 

   ・ 使い捨て手袋 

  【 衛生管理用品 】 

   ・ ティッシュ 

   ・ウェットティッシュ 

   ・ アルコール消毒液 等 
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③ 飲料水・食糧の備蓄量 

ア．飲料水は、1 人あたり 200ｍｌ（コップ１杯程度）を目安とし、数カ所 

に分散して保存する。  

保育所・認定こども園で飲料水として保存することが望ましい量 

（200ml×人数分）÷ 2,000ml（市販のミネラルウォーター）＝（  ）本 

イ．食糧は、概ね１人あたり１回分程度を用意する。 

    水同様に分散して保存する。 

 

（３）非常食の保管場所 

 

災害によって、どこが損壊するかわからないので、給食室内の食品保管 

場所のほか、それ以外の数カ所に分散することが望ましい。 

 

（４）飲料水及び非常食の更新方法 

 

賞味期限切れとならないように、防災の日や避難訓練の時などに中身を 

点検し、１年ごとに更新する。交換後の備蓄品は、給食（昼食・おやつ）の中に組

み入れて使用し、無駄のないようにする。 
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第４章．衛生管理について 

１．保育所・認定こども園における衛生管理 

 

（１）施設内外の衛生管理  

 

○ 保育室  

・ 季節に合わせ適切な室温（夏期 26～28℃・冬期 20～23℃）、湿度（約 

60％）の保持と換気  

・ 冷暖房器、加湿器、除湿器等の清掃の実施 

・ 床、棚、窓、テラスの清掃  

・ 蛇口、水切り籠や排水口の清掃  

・ 歯ブラシは個人専用とし、他の子どもの歯ブラシを誤って使用させたり、保

管時に他の子どもの歯ブラシと接触させたりしないようにする。使用後は水

で十分にすすぎ、ブラシを上にして清潔な場所で乾燥させ、個別に保管する。 

・ 歯ブラシやタオル、コップなどの日用品は個人用とし、貸し借りのないように

する。 

・ 遊具等の衛生管理   

（直接口に触れる乳児の遊具は、その都度湯等で洗い流し、干す。 

また、午前・午後と遊具の交換を行う。その他の遊具は適宜、水（湯） 

洗いや水（湯）拭きを行う）  

・ ドアノブや手すり、照明のスイッチ（押しボタン）等は水拭きの後、アルコール

消毒を行うと良い。（ 11～2 月間は 0.02%濃度の次亜塩素酸ナトリウム液

を使用する。） 

○ 食事、おやつ 

・ 給食室の衛生管理の徹底 

・ 衛生的な配膳、下膳   

・ 手洗いの励行（個別タオル又はペーパータオルで手を拭く）   

・ テーブル等の衛生管理（清潔な台布巾で水（湯）拭きをする。必要に応じて消

毒液で拭く）  

・ 食後のテーブル、床等の清掃の徹底   

・ スプーン、コップなどの食器を共用しないようにする  

○ 調乳室  

・ 調乳マニュアルの作成と実行   

・ 室内の清掃    

・ 入室時の白衣（エプロン）の着用及び手洗い    

・ 調乳器具の消毒と保管    

・ ミルクの衛生的な保管と使用開始日の記入    

（参考）「児童福祉施設における食事の提供ガイド」 

     https://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/03/s0331-10a.html  
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○ おむつ交換 

・ 糞便処理の手順の徹底 

・ 交換場所の特定（手洗い場がある場所を設定し、食事の場等との交差を避け

る） 

・ 交換後の手洗いの徹底  

・ 使用後のおむつの衛生管理（蓋つきの容器に保管）及び保管場所の消毒  

○ トイレ    

・ 毎日の清掃と消毒  

（便器、ドア、ドアノブ、蛇口や水まわり、床、窓、棚、トイレ用サンダル等）  

・ ドアノブや手すり、照明のスイッチ（押しボタン）等は水拭きの後、アルコール

消毒を行うと良い。（11～2 月間は 0.02%濃度の次亜塩素酸ナトリウム液

を使用する。） 

・ トイレ使用後の手拭きは、個別タオル又はペーパータオルを使用  

・ 汚物槽の清掃及び消毒   

○ 寝具 

・ 衛生的な寝具の使用    

・ 個別の寝具にふとんカバーをかけて使用  

・ ふとんカバーの定期的な洗濯    

・ 定期的なふとん乾燥   

・ 尿、糞便、嘔吐物等で汚れた場合の消毒（熱消毒等を行う）  

○ 園庭  

・ 安全点検表の活用等による安全、衛生管理の徹底    

・ 動物の糞、尿等の速やかな除去    

・ 砂場の衛生管理（日光消毒、消毒、ゴミや異物の除去等）    

・ 樹木、雑草、害虫、水溜り等の駆除や消毒    

・ 小動物の飼育施設の清潔管理及び飼育後の手洗いの徹底  

○ プール  

・ 年少児が利用することの多い簡易用ミニプールも含めて、水質管理の徹底 

（遊離残留塩素濃度が 0.4 ㎎/L から 1.0 ㎎/L に保てるように１シーズ

ンに１回は水質検査を行い、濃度が低下している場合は消毒剤を追加するな

ど、適切に消毒する）  

・ プール遊びの前のシャワーとお尻洗いの徹底    

・ 排泄が自立していない乳幼児には、個別のたらいを用意する（共用しな 

い）などのプール遊びへの配慮    

・ プール遊び後のうがい、シャワーの徹底  
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（２）職員の衛生管理    

 

 清潔な服装と頭髪  

 爪は短く切る  

 日々の体調管理  

 発熱、咳、下痢、嘔吐がある場合の医療機関への速やかな受診と周りへの

感染対策   

 保育中及び保育前後の手洗いの徹底  

 感染源となりうる物（尿、糞便、吐物、血液等）の安全な処理方法の徹底  

 下痢、嘔吐の症状があったり、化膿創がある職員が食物を直接取り扱うこ

とを禁止  

 咳等の呼吸器症状を認める場合のマスク着用  

 予防接種歴、罹患歴の把握（感受性者かどうかの確認）  
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２．保育所・認定こども園における消毒 

 

 感染症流行時期（11 月～2 月）や、近隣で流行の兆しがみられるときは、次

亜塩素酸ナトリウム 0.02％消毒液を用いての消毒を行う。（インフルエン

ザの場合は、アルコール消毒も有効） 

 感染性胃腸炎の発症者が出た場合は、次亜塩素酸ナトリウム 0.1％濃度の

消毒を行う。 

 消毒液の種類や用途に応じた正しい使用方法を把握する。   

 消毒液の保管、安全管理の徹底。  

 

①  消毒薬の種類と用途 

薬品名 塩素系消毒薬 

次亜塩素酸ナトリウム等 

第４級アンモニウム塩 

（塩化ベンザルコニウム

等）※逆性石けん又は陽

イオン界面活性剤ともい

う 

アルコール類 

（消毒用エタノール等） 

消毒をする

場所・もの   

 

・調理及び食事に使用す

る用具（調理器具、歯ブラ

シ、哺乳瓶等）  

・室内環境（トイレ便座、ド

アノブ等） 

・衣類、シーツ等、遊具等 

・手指  

・室内環境、家具(浴槽、

木浴槽、トイレのドアノブ

等） 

・用具等（足浴バケツ等） 

 

・手指 

・遊具 

・室内環境、家具等（便

器、トイレのドアノブ等） 

消毒の濃度 

   

 

 

・0.02%（200ppm）～

0.1% （1,000ppm）液

での拭き取りや浸け置き  

・ 0.1 ％ （ 1,000ppm ）

液での拭き取り  

・ 食 器 の 漬 け 置 き ：

0.02％ （200ppm）液 

・原液（製品濃度 70～

80％ の場合 

留意点 ・酸性物質（トイレ用洗剤

等） と混合すると有毒な

塩素ガスが発生するので

注意する。 

・金属腐食性が強く、錆び

が 発生しやすいので、金

属には使えない。 

・汚れ（有機物）で消毒効

果が低下する。このため、

嘔吐物等を十分拭き取っ

た後に消毒する。また、哺

乳瓶は十分な洗浄後に消

毒を行う。  

・脱色（漂白）作用がある。 

・経口毒性が高いので誤

飲に注意する。 

･一般の石けんと同時に

使うと効果がなくなる。 

・刺激性があるので傷

や手荒れがある手指に

は用いない。  

・引火性に注意する。 

・ゴム製品・合成樹脂等

は、変質するので長時

間浸さない。  

・手洗い後、アルコール

を含ませた脱脂綿やウ

エットティッシュで拭き

自然乾燥させる。  
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※ 通常の衛生管理における消毒については、消毒をする場所等に応じ、医薬品・医薬部外品

として販売されている製品を用法・用量に従って使い分ける。ただし、糞便や嘔吐物、血液を

拭き取る場合等については、消毒用エタノール等を用いて消毒を行うことは適当でなく、次

亜塩素酸ナトリウムを用いる。 

 

② 次亜塩素酸ナトリウムの希釈方法  

 

○ 次亜塩素酸ナトリウムは、全ての微生物に有効である。次亜塩素酸ナトリウム

の希釈方法〈製品濃度が約 6％の場合〉は以下のとおりである。なお、使用す

る製品の濃度を確認の上、用法・用量に従って使用することが重要である。 

 

消毒対象 

 

濃度 

（希釈倍率） 

希釈方法 

 

・糞便や嘔吐物が付着した床  

・衣類等の浸け置き  

0.1％ 

（1000ppm） 

水１L に対して約 20mL  

（めやすとしては、500ml ペットボトルに 

キャップ２杯弱） 

・食器等の浸け置き  

・トイレの便座やドアノブ、 

手すり、床等  

0.02％ 

（200ppm） 

水１L に対して約４mL  

（めやすとしては、500ml ペットボトルに 

キャップ 0.5 杯弱） 

○ 次亜塩素酸ナトリウム消毒薬の希釈液は、時間が経つにつれ有効濃度が減少することに

留意する。 

○ 製品によっては、冷暗所に保管するよう指示があるものがあり、指示に従い適切に保 

管することが必要となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有効な病原

体  

 全ての微生物  

（ノロウイルス、ロタウイル 

ス等） 

一般細菌（ＭＲＳＡ等） 、 

真菌 

 一般細菌（ＭＲＳＡ等）

結核菌、真菌、ウイルス 

（ＨＩＶを含む。）等 

消毒薬が効

きにくい病

原体 

 結核菌、大部分のウイル

ス等 

ノロウイルス、ロタウイ

ルス等 

その他 

  

・直射日光のあたらない

涼しいところで保管する。 

・希釈液は毎日作りかえ

る。 
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③ 遊具の消毒  

 

※ 次亜塩素酸ナトリウムの希釈液の作成方法は、③の希釈方法を参照 

 

④ 手指の消毒  

 

通 常 ・石けんを用いて流水でしっかりと手洗いする。 

下痢・感染症発生時  ・石けんを用いて流水でしっかりと手洗いした後に、消毒用エタノ

ール等を用いて消毒する。 

・手指に次亜塩素酸ナトリウムは適さない。 

・糞便や嘔吐物の処理時には、使い捨て手袋を使用する。 

備 考 ・毎日、清潔な個別タオル又はペーパータオルを使う。  

・食事用のタオルとトイレ用のタオルを区別する。 

・利便性の観点から、速乾性手指消毒液使用も考えられる。 

・血液は使い捨て手袋を着用して処理をする。 

 

 

 普段の取扱い 消毒方法 

ぬいぐるみ  

布類  

 

・定期的に洗濯する。 

・陽に干す。（週１回程度 ）  

・汚れたら随時洗濯する。 

・糞便や嘔吐物で汚れたら、汚れを落

とし、0.02％（200ppm）の次亜塩

素酸ナトリウム液に十分浸し、水洗い

する。  

・色物や柄物には消毒用エタノールを

使用する。  

※汚れがひどい場合には処分する。 

洗えるもの  

 

 

・定期的に流水で洗い、陽に干す。 

・乳児がなめるものは毎日洗う。 

乳児クラス：週１回程度  

幼児クラス：３か月に１回程度 

・糞便や嘔吐物で汚れたものは、洗浄

後 に 0.02 ～ 0.1 ％ （ 200 ～

1000ppm）の次亜塩素酸ナトリウム

液に浸し、陽に干す。 

・色物や柄物には消毒用エタノールを

使用する。 

洗 え な い も

の  

・定期的に湯拭き又は陽に干す。 

・乳児がなめるものは毎日拭く。  

乳児クラス：週１回程度  

幼児クラス：３か月に１回程度 

・糞便や嘔吐物で汚れたら、汚れをよ

く拭き取り、0.05～0.1％（500～

1000ppm）の次亜塩素酸ナトリウム

液で拭き取り、陽に干す。 

砂場 ・砂場に猫等が入らないようにする。  

・動物の糞便・尿は速やかに除去す

る。  

・砂場で遊んだ後はしっかりと手洗

いする。 

・掘り起こして砂全体を陽に干す。 
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⑤ 消毒液の管理、使用上の注意点  

 

○ 消毒薬は、感染症予防に効果があるが、使用方法を誤ると有害になることも

ある。  

○ 消毒薬の種類に合わせて、用途、希釈法等の正しい使用方法を守ることが重

要である。 

・ 消毒薬は子どもの手の届かないところに保管する。 

・ 消毒薬は使用時に希釈し、毎日交換する。  

・ 希釈するものについては、濃度、消毒時間を守り使用する。  

・ ペットボトルを利用して希釈するときは、特に誤飲に気を付ける。  

・ 消毒の実施時は子どもを別室に移動させ、消毒を行う者はマスク及び手袋を

付ける。  

・ 使用時には換気を十分に行う。 

・ 血液、嘔吐物、下痢便等を十分に取り除いてから、消毒を行う。 

○ 消毒薬を間違えて使用しないように、容器の色分け等の工夫が重要である。 
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第５章．健康管理について 

 

保育所・認定こども園の保育において、子どもの健康及び安全は、子どもの生命

の保持と健やかな生活の基本であり、一人ひとりの子どもの生命の保持及び増進

並びに安全の確保とともに、保育所・認定こども園全体における健康及び安全の

確保に努めることが重要である。 

そのためには、一人ひとりの子どもの心身の状態や発育・発達状態を把握し、保

育所保育指針、幼保連携型認定こども園教育・保育要領の「保育に関するねらい及

び内容」の中で関連する事項に留意するとともに、日々健康で安全な保育を目指

すよう努めることが必要である。 

保育所・認定こども園の保健活動の基本理念は、子どもの健康の保持増進を図

り、そのＱОＬ（生活の質）を適切に向上させることである。保育現場での保健活動

は、子どもの状態の正確な把握を基盤に、健康の保持増進、栄養摂取と食育生活

対策、疾病発症時対応と予防対策、事故発生時対応と事故防止安全対策、精神保

健対策、環境保健対策などが実践される。 

 

１．日常保育での保健活動 

 

（１）子どもの健康状態の把握 

 

子どもの心身の状態に応じた保育を行うためには、子どもの状態を十分に把

握しておくことが望ましい。それには、嘱託医の指導の下、保護者からの情報とと

もに、母子健康手帳なども活用して、適切に把握するように努める。この場合、守

秘義務の徹底を図る。 

 

① 登所時において、子どもの健康状態を観察するとともに、保護者から子ど

もの状態について報告を受けるようにする。 

また、保育中は子どもの状態を観察し、何らかの異常が発見された場合に

は、保護者に連絡するとともに、嘱託医やその子どものかかりつけの医師な

どと適切な処置を講ずる。 

 

② 身体測定などで子どもの身体を観察するときに、不自然な傷、やけど、身体

や下着の汚れ具合などを併せて観察し、身体的虐待や不適切な養育の発見

に努める。 

 

（２）発育・発達状態の把握 

 

① 保育の方針の決定や子どもの健康状態を理解する上で必要なので、体重、

身長、頭囲、胸囲などの計測を定期的に行うとともに、バランスのとれた発育
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に配慮する。 

また、必要に応じて、精神や運動の機能の発達状態を把握することが望まし

い。 

 

（３）授乳・食事 

 

① 乳幼児期の食事は、生涯の健康にも関係し、順調な発育・発達に欠くことが

できない重要なものであり、一人ひとりの子どもの状態に応じて摂取法や摂

取量などが考慮される必要がある。 

 

② 調乳は、手を清潔に洗った後、消毒した哺乳瓶、乳首を用い、一人ひとりの

子どもに応じた分量で行う。 

 

③ 授乳は、必ず抱いて、子どもの楽な姿勢で行う。一人ひとりの子どもの哺乳

量を考慮して授乳し、哺乳後は必ず排気させ、吐乳を防ぐ。 

また、授乳後もその他の体の状態に注意する。 

 

④ 母乳育児を希望する保護者のために、冷凍母乳による栄養法などの配 慮

を行う。冷凍母乳による授乳を行うときには、十分に清潔で衛生的な処置が

必要である。 

 

⑤ 子どもの発育・発達状態に応じて、生後 5～6 ヵ月頃より離乳を開始する。 

離乳の進行にあたっては、一人ひとりの子どもの発育・発達状態、食べ方や

健康状態を配慮するとともに、次第に食品の種類や献立を豊富にし、栄養の

バランスにも気をつける。その際、嘱託医などにも相談し、家庭との連絡を十

分に行うことが望ましい。 

 

⑥ 栄養源の大部分が乳汁以外の食品で摂取できるようになるほぼ 1 歳から、

遅くとも 1 歳 6 ヵ月までに離乳を完了させ、徐々に幼児食に移行させる。 

また、飲料として牛乳を与える場合には、1 歳以降が望ましい。 

 

⑦ 離乳食を始め、子どもの食事の調理は清潔を保つように十分注意するとと

もに、子どもの発育・発達や食欲、さらに咀嚼や嚥下の機能の発達に応じて

食品の種類、量、大きさ、固さを増し、将来の良い食習慣の基礎を養うように

心がける。 

また、保育所・認定こども園での食事の状況について、家庭と連絡をとること

が大切である。離乳食、幼児食などを与えた際、嘔吐、下痢、発疹などの体の

状態の変化を常に観察し、異常が見られたときには、安易な食事制限などは

行わず、保護者や嘱託医などと相談して、食事について必要な処置を行う。 
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さらに、食事を与えるときには、その子どもの食欲に応じて、無理強いし 

ないように注意する。 

  

（４）排泄 

 

① 排尿・排便の回数や性状は健康状態を把握する指標となるので、その変化

に留意する。その際、家庭と密接な連携をとることが望ましい。 

 

② 発達状態に応じて、排泄の自立のための働きかけを行うが、無理なしつけは

自立を遅らせることもあり、精神保健上も好ましくないので、自立を急がせ

ないように留意する。 

 

（５）健康習慣・休養・体力づくり 

 

① むし歯の予防に努めるとともに、むし歯予防に関心を持たせる。  

 

② 歯ブラシ、コップ、タオル、ハンカチなどは、一人ひとりの子どものものを準

備する。 

 

③ 季節や活動状況に応じて、子どもの疲労に注意して、適切な休養がとれるよ

うに配慮する。 

また、休養の方法は、一人ひとりの子どもに適したものとし、必ずしも午睡に

限定することなく、心身の安静が保てるような環境の設定に配慮する。 

 

④ 午睡の時には、一人ひとりの子どもの状態に応じて、寝付きや睡眠中及び

起床時の状態を適宜観察するなどの配慮をする。 

睡眠時チェック表を用い、0 歳児と 1 歳児は 5 分ごと、2 歳児は 10 分ごと、

3・4・5 歳児は 30 分ごとに呼吸等を確認する。 

 

⑤ 子どもは、一人ひとりの状況に応じた健康の維持増進が必要であり、保育

の中で積極的に体力づくりを導入するように配慮する。体力づくりは、一人

ひとりの子どもの状態、季節・気候に応じてその項目・程度を決めて安全に注

意して実施する。 

 

２．健康診断 

 

健康診断は、医師や歯科医師が子どもの健康状態を判定し、その結果に基づ 

いて子どものＱОＬ（生活の質）を確立することである。子どもの疾病の有無を早

期発見し、健康状態に応じた生活の方向性を求める。そのためには、健康診断の

結果を保育と家庭生活にも反映させることが必要である。児童福祉施設 最低基
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準は、年間 2 回以上の健康診断の実施を定めている。 

 

① 子どもの健康状態の把握のため、嘱託医などにより定期的に健康診断 を

行う。また、子どもの日常の健康状態を適切に把握するためには、保育者

の日頃の観察が必要であるとともに、保護者との密接な連携が必要であ

る。 

 

② 入所（園）に関しては、健康診断を実施し事前に一人ひとりの健康状態や

疾病異常などの把握ができるように留意する。 

 

③ 診察、計測、検査、子どもの健康状態や発育・発達状態、疾病異常の有無

の把握などについては、嘱託医と話し合いながら実施し、年月齢に応じた

項目を考慮する。 

また、精神保健上の問題などについても把握できるようにする。 

 

④ 健康診断などの結果を記録し、保育に活用するように努めるとともに、家

庭に連絡し、保護者が子どもの状態を把握できるようにする。 

さらに、必要に応じて、嘱託医などによる保護者に対する相談指導を行う。 

 

⑤ 診察、計測、検査などの結果については、母子健康手帳を有効に活用し、

市や保健所が実施する健康診査、保健指導などの保健活動と相互に連携

する上で役立てるようにする。 

 

⑥ 結果に応じて市や保健所、医療機関と連携を取り、必要によっては協力を

求める。 

 

３．予防接種 

 

① 予防接種は、子どもの感染症予防上欠くことのできないものであり、予防接

種チェックシートを活用し、かかりつけの医師や嘱託医の指導の下に、できる

だけ標準的な接種年齢の内に接種を受けるように保護者に勧める。 

 

② 子どもが個々に予防接種を実施した場合は、保育所・認定こども園に連絡す

るように指導する。 

また、接種後は子どもの状態を観察するように努める。  
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４．食中毒予防対策 

 

子どもは、一般的に感染症や食中毒に対する抵抗力が弱く、衛生上の事故も

起きやすいので、衛生的で安全な給食を提供するために、衛生管理体制の整備

徹底が必要不可欠である。 

 

① 給食関係職員の健康・衛生管理 

定期的健康診断、検便、健康状態のチェック、手洗い・消毒の徹底、その他 

（作業衣、爪の衛生など）。 

 

② 給食施設設備の衛生管理 

   調理室の環境（排水、防湿、通風・換気、採光など）、衛生設備（はえ、昆虫等

の侵入を防ぎうる環境、食器・調理器具類の消毒・保管設備、給食業務従事

者の手洗い設備など）、給水点検、清掃の徹底など。 

 

③ 食品の衛生的取扱い 

  ア．食品購入時の注意：衛生状況の良好な信用のおける業者の選定 

  イ．原材料の納入：調理従事者が必ず立ち合い、品質、鮮度、品温、異物混入等

につき、点検を行い、その結果を記録すること。 

  ウ．調理加工、給食配膳の際の注意：加熱条件・加熱の仕方、生野菜の扱い、調

理済み食品の保管、盛り付け時の注意など。 

  エ．食品の保管：それぞれの食品の特性を理解した上で、適切に保管する。 

 

④ 検食・保存食 

 

文部科学省の「学校給食衛生管理の基準」に準じて、保育所・認定こども園に

おいても実施している。 

 

  ア．検食の留意点 

・ 子どもが食事をする 30 分前には検食をすること。 

・ 人体に有害な異物の混入がないか。 

・ 調理過程において加熱・冷却処理が適切に行われているか。 

・ 食品の異味、異臭、その他の異常がないか。 

・ 一食分の食品の量が適当か。 

・ 味付けや、香り、色彩、形態などが適切になされているか。 

・ 子どもの嗜好や、盛り付け等に十分な配慮はされているか。 

・ 検食を行った時間、検食者の意見などを検食記録簿に記入する。 

  イ．保存食の保存期間及び保存方法 

・ 保存食は原材料及び調理済食品を、食品ごとに 50ｇ程度ずつ清潔な容

器（ビニール袋等）に密封して入れ、専用冷凍庫に－20 度以下で 2 週間
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以上保存すること。 

・ 原材料は、特に洗浄、消毒等を行わず、購入した状態で、調理済み食 

品は配膳後の状態で保存すること。ただし、卵については、全てを割卵 

し、混合したものから 50ｇ程度採取し、保存すること。 

※「学校給食衛生管理の基準」（平成 21 年文部科学省告示第 64 号） 

「大量調理施設衛生管理マニュアル」（最終改正 平成 25 年 10 月 22 日 

 食安発 1022 第 10 号）などを参照のこと。 

 

５．感染症への対応（福島市公立保育所感染症対応マニュアルより） 

 

Ⅰ 職員の衛生管理  

 

１ 職員が感染源とならないために 

 

   調理担当者、乳児担当保育士は、毎月１回、便の細菌検査（病原性大腸菌 

O－157、O－26、サルモネラ、パラチフス、腸チフス、赤痢菌）を必ず受けなけ

ればならない。 

  また、全職員は、職場が乳幼児施設であることを認識し、自己の予防接種歴、

既往歴を確認し、不確実な時は、医療機関でその抗体の有無を調べ、早期に予

防接種を受けておくことが望ましい。職員は自らの健康に留意し、日々の生活の

中で体調が優れないときは早めに医療機関を受診する。 

 

２ 職員の服装及び衛生管理について 

 

（１）保育者 

① 毎日、清潔なジャージ、ズボン、Ｔシャツ、エプロン等の被服に取り替える。 

② 保育中に着用する被服は上下とも家から着用してこない。 

③ エプロンは衣類の汚染を防ぐだけでなく、清潔を守る上でも必要である。 

④ 保育者は、食事用スモック、保育用エプロン、おむつ交換用（トイレ介助用）、 

スモックを使い分けて使用する。 

※ 食事前には、テーブル、椅子の肘置き等を清潔な台布巾で水拭きし、必要に

応じて適切な方法で消毒する。 

 （その他の消毒については、2018 年改訂版 保育所における感染症対策ガ

イドライン P68、「保育所における消毒の種類と方法」を参照） 
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（２）調理担当者 

 

① 調理する際には調理服、帽子、マスクを着用し、調理室内用の靴を履く。 

② トイレに行く際には調理服、帽子は脱ぐ。 

③ 帽子には髪の毛を入れること。 

④ アクセサリー等の除去（ネックレス、イヤリング、ピアス、指輪等） 

⑤ 爪は短く切り、マニキュアはしない。 

⑥ 下痢症状があるときは、必ず保育所長・認定こども園長に報告する。保育所

長・認定こども園長はこれにより勤務を考慮する。 

 

（３）全職員 

 

 動きやすく、清潔な服装を着用し、汚れたら着替えられるように準備しておく

こと。 

 

３ 手指等の衛生管理 

 

（１）保育者 

 

① 爪は短く切る。勤務中はマニキュアをしない。 

② 手に傷があるときは食品に直接手を触れない。（手袋等使用） 

③ 石鹸で手洗い後、流水で洗う。 

④ 手拭タオルは個人別で所持し、毎日また汚れたらその都度交換する。 

 

（２）調理担当 

 

調理開始前、汚染作業後は必ず手を洗う。 

① 水で手を濡らし逆性石鹸液をつける。 

② 指、腕を洗う。特に指の間、指先、親指をよく洗う。（30 秒程度、ブラシを使

用する。） 

③ 逆性石鹸液を洗い流す。 

④ ペーパータオルで水気をよく拭きとり、アルコールを適量手にとり、手指が

乾燥するまで、手全体へ擦り込む。 

⑤ 手に傷があるときは、使い捨て手袋を使用する。 
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（３）入所（園）児 

 

① 爪の手入れは、週１回程度はしてもらうことを、担任、保育所・認定こど 

も園だよりを通して保護者に知らせる。 

② トイレ使用後、食事前、外遊び後等には必ず石鹸で手洗いをするよう指導す

る。 

③ 児童のタオルは個別とする。 

 

４ その他 

 

① 喉が痛いときや、風邪ぎみのときは、うがいをする。 

② 咳が出るときはマスクを着用する。 

 

Ⅱ 保育所・認定こども園で見られる感染症の登所基準  

 

以下に感染症ごとの入所（園）児の保育所・認定こども園登所基準を定める。 

 

 

○登所（園）に際し医師が記入した「医師の意見書」が必要です。 

 

・麻疹（はしか）           解熱した後３日を経過するまで 

・風疹（三日はしか）        発疹が消失するまで 

・水痘（みずぼうそう）      すべての発疹が痂皮化（かさぶたになる）するまで 

・流行性耳下腺炎         耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹（腫れ）が発現した 

 （おたふくかぜ）         後５日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで。 

・百日咳               特有の咳が消失、又は５日間の適正な抗生物質製剤 

                          による治療が終了するまで 

・咽頭結膜熱（プール熱）    主要症状が消退した後２日を経過するまで 

・流行性角結膜炎（はやり目） 

・腸管出血性大腸菌感染症   

（Ｏ157、Ｏ26、O111 等の大腸菌）   

・結核 

・髄膜炎菌性髄膜炎      

・急性出血性結膜炎      

  

 

 

 

 

症状により医師において感染の

おそれがないと認めるまで 
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○医師の診断を受け、医師または保護者が記入する「医師の意見書」が必要で

す。 

 

・インフルエンザ       発症後５日を経過し、かつ解熱した後２日（幼児は３日）

を経過するまで 

                 ※【発症後５日とは】…発症した日は「０」とし、翌日から５日 

                  【解熱した後３日とは】…解熱した日は「０」とし、翌日から３日 

・新型コロナウィルス感染症  発症後５日を経過し、かつ症状軽快後 24 時間を経過

するまで 

                 ※【発症後５日とは】…発症した日は「０」とし、翌日から５日 

・溶連菌感染症       症状により医師において感染のおそれがないと認めるまで 

・マイコプラズマ肺炎   症状により医師において感染のおそれがないと認めるまで 

・ウイルス性胃腸炎     嘔吐、下痢等の症状が治まり、普段の食事がとれること 

（ノロ、ロタ、アデノウイルス等）    

・ヘルパンギーナ      発熱がなく（解熱後１日以上経過し)、普段の食事がとれること 

・RS ウイルス感染症   重篤な呼吸器症状が消失し全身状態がいいこと 

・帯状疱疹          すべての発疹が痂皮化（かさぶたになる）するまで 

・手足口病          発熱がなく（解熱後１日以上経過し）、普段の食事がとれること 

 

 

 

○ その他の感染症（「医師の意見書」の提出は不要） 

 

・伝染性紅斑（リンゴ病）   全身状態が良いこと 

                   発疹が出現した頃にはすでに感染力は消失している 

・単純ヘルペス感染症   発熱がなく、よだれが止まり、普段の食事ができること 

・突発性発しん         解熱後１日以上経過し、全身状態が良いこと 

・伝染性膿痂疹（とびひ）  皮疹が乾燥しているか、浸潤部位が被覆できる程度の 

ものであること 

・アタマジラミ           駆除を開始していること 

・伝染性軟属腫（ミズイボ）  掻きこわし傷から滲出液が出ているときは被覆すること 

・A 型肝炎            肝機能が正常であること 

・B 型肝炎            急性肝炎：症状が消失し、全身状態が良いこと 

キャリア、慢性肝炎：登所（園）に制限はない 
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主治医の皆様へ 

 保育所（園）・認定こども園は乳幼児が集団で長時間生活を共にする場です。感染症の集団発症や

流行をできるだけ防ぐことで子どもたちが一日快適に生活できるよう、下記の感染症について意

見書の作成をお願いいたします。 

 感染力のある期間に配慮し、子どもの健康回復状態が集団での保育所（園）・認定こども園生活が

可能な状態となってからの登所（園）であるようご配慮ください。 
 

              保育所（園）・認定こども園長様    児童名                    
   

●病名（□にチェックを入れてください）               

１．医師の記入 ２．医師または保護者の記入 

□ 麻しん（はしか） □ インフルエンザ 

  ※必ず下記日付をご記入ください。 

発症：   月   日 

解熱：   月   日 

□ 風疹（三日ばしか） 

□ 水痘（水ぼうそう） 

□ 流行性耳下腺炎（おたふくかぜ） 

□ 腸管出血性大腸菌感染症 

 （Ｏ１５７、Ｏ２６、Ｏ１１１等） 

□ 咽頭結膜熱（プール熱） 

□ 流行性角結膜炎（はやり目） 

□ 新型コロナウイルス感染症 

  ※必ず下記日付をご記入ください。 

発症：   月   日 

症状軽快：   月   日 

□ 百日咳 

□ 結核 

□ 溶連菌感染症 

□ マイコプラズマ肺炎 

□ 髄膜炎菌性髄膜炎 

□ 急性出血性結膜炎 

□ ウイルス性胃腸炎 

  （ノロ、ロタ、アデノウイルス等） 

 □ ヘルパンギーナ 

□ ＲＳウイルス感染症  

 □ 帯状疱疹 

 □ 手足口病 

□ その他（            ） 

 

（医師記入欄）     

     上記の児童については、すでに症状も回復し裏面の「登所（園）のめやす」に基づき 

集団生活に支障がない状態になったので登所（園）可能と判断します。 
 

令和    年    月    日   医療機関                         
 

医師名                               

 

  （保護者記入欄）    

     症状が回復し、集団生活に支障がない状態と判断されたので登所（園）いたします。 
 

令和    年    月    日   医療機関                         
 

保護者名                              

(R７年４月～) 

医師の意見書 
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登所（園）のめやす 

百日咳
特有の咳が消失する、又は５日間の適正な抗生物質製剤による治療が終了する
まで

流行性耳下腺炎
（おたふくかぜ）

耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹（腫れ）が発現した後５日を経過し、かつ全
身状態が良好になるまで1

・
医
師
の
記
入

症状により医師において感染のおそれがないと認めるまで

咽頭結膜熱（プール熱） 主要症状が消退した後２日を経過するまで

急性出血性結膜炎

流行性角結膜炎（はやり目）

腸管出血性大腸菌感染症
(Ｏ157,Ｏ26,Ｏ111等）

結核

髄膜炎菌性髄膜炎

登所（園）のめやす

麻しん（はしか）

感染症の種類

水痘（水ぼうそう） 全ての発疹が痂皮化（かさぶたになる）するまで

解熱した後３日を経過するまで

風疹（三日ばしか） 発疹が消失するまで

 

インフルエンザ

新型コロナウィルス感染症

発症後５日を経過し、かつ解熱した後２日（幼児は３日）を経過するまで

※【発症後5日とは】…発症した日は「０」とし、翌日から5日
※【解熱した後3日とは】…解熱した日は「０」とし、翌日から3日

発症後5日を経過し、かつ症状軽快後1日を経過するまで

※【発症後5日とは】…発症した日は「０」とし、翌日から5日

2
・
医
師
ま
た
は
保
護
者
の
記
入

発熱がなく(解熱後１日以上経過し)、普段の食事がとれること

症状により医師において感染のおそれがないと認めるまで

手足口病

溶連菌感染症

マイコプラズマ肺炎

ウイルス性胃腸炎
(ﾉﾛ,ﾛﾀ,ｱﾃﾞﾉｳｲﾙｽ等)

ヘルパンギーナ

ＲＳウイルス感染症

帯状疱疹

嘔吐、下痢等の症状が治まり、普段の食事がとれること

発熱がなく(解熱後１日以上経過し)、普段の食事がとれること

重篤な呼吸器症状が消失し全身状態がいいこと

すべての発疹が痂皮化（かさぶたになる）するまで

感染症の種類 登所（園）のめやす

 
福島市幼保支援課 

(R７年４月～) 
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Ⅲ 感染症の対応  

 

１ 保育所・認定こども園内の状況把握と情報の共有 

 

保育所・認定こども園内では日頃から、入所（園）児及び職員の健康に留意し、

感染症の早期発見につとめる。感染症が発生した場合、正確な状況把握と二次

感染防止のための体制を速やかにとることが必要である。 

 まず、誰が、何の病気に感染し、どんな病状で、医師の診断や治療等がどうであ

るかについて、担任または他の職員が把握したことを保育所長・認定こども園長

に報告する。保育所長・認定こども園長（または主任）は他のクラスや職員の中に

も感染が疑われるものがいないか調べ、保育所・認定こども園全体の状況を把

握する。 

 感染者への対応を速やかにするとともに、保育所長・認定こども園長は各職員

が二次感染防止のため衛生管理や入所（園）児への指導等、必要な対応を指示す

る。 

 

２ 保育所・認定こども園で感染症が発生した場合の対応 

 

 感染症を疑う症状が見られ、必要と判断された場合は、他の子と部屋等を別に

し、ただちに保護者と連絡をとり、医療機関受診を勧める。感染症と診断された

ときは、医師の許可が出るまで自宅静養してもらう。発生状況は全職員で共有し、

他の保護者等にも感染症の発生状況や症状、受診のタイミングなどをお知らせ

し、迅速かつ的確に対応する。 

  感染症のために欠席したあと、登所（園）前に保護者から相談を受けた場合、そ

れぞれの症状により登所（園）を控えることが望ましい場合にそれを伝えるなど

の対応も必要である。 

 

（１） 発熱時の対応 

 

① 発疹や類似の感染症が発症している場合は、別室で保育し、保護者へ連絡す

る。 

② 水分補給をする。 

③ 熱が上がって暑がるときは薄着にし、涼しくする。氷枕などをあてる。 

手足が冷たい時、寒気がある時は保温する。 

④ 微熱のときは、水分補給や静かに過ごし 30 分くらい様子を見てから再検温

する。 

⑤ 保護者のお迎えまでの間 

・ １時間ごとに検温する。 

・ 水分補給を促す。（吐き気がなく発熱だけであれば、本人が飲みたいだけ与

える） 
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・ 汗をかいたらよく拭き、着替えさせる。 

⑥ 高熱があり嫌がらなければ、首のつけ根・わきの下・足のつけ根を冷やす。 

 

＜登所（園）前に保護者から相談を受けた場合の対応について＞ 

以下に該当する場合は、登所（園）を控えるよう保護者に伝えるなどの対応が必

要。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）下痢の時の対応 

 

① 感染予防のための適切な便処理と手洗いをしっかりと行う。（液体石鹸で 

30 秒以上） 

・ おむつ交換は決められた場所で行う。（激しい下痢の時は、保育室を避 

けるのが望ましい。） 

・ 処理者は必ず手袋と使い捨てエプロン・マスクを着用する。 

・ 使い捨ておむつ交換専用シートを敷き１回ずつ取り替える。 

・ 完治後も暫く便にウイルス排出があるため、お尻拭きは使い捨てのもの 

を使用する。 

・ 下痢便は刺激が強く、おしりがただれやすいので清潔にする。 

・ 汚れ物は次亜塩素酸ナトリウム液に浸し、ビニール袋に入れ、ふた付き 

汚物入れに処理する。 

・ 換気する。 

・ 処理後は丁寧に指先、親指、指の間、手首を意識して手洗い、うがいを 

する。 

・ おむつ交換をした付近は 0.1％濃度の次亜塩素酸ナトリウム液を含ませ 

た雑巾で拭き取る。 

・ 他児のオムツを交換する前に必ず手洗いをする。 

・ トイレを使用する場合は、専用トイレを設け、健康な児童の使用を禁止 

する。 

② 繰り返す下痢・発熱・嘔吐等他の症状を伴う時は、別室で保育する。 

③ 嘔吐や吐き気がなければ下痢で水分が失われるので水分補給を十分行う。 

湯冷まし、お茶等を少量ずつ頻回に与える。 

● 24 時間以内に 38℃以上の熱が出た場合や、又は解熱剤を使用している場合。 

● 朝から 37.5℃を超えた熱があることに加えて、元気がなく機嫌が悪い、食欲が

なく朝食・水分が摂れていないなど全身状態が不良である場合。 

※ 例えば、朝から 37.8℃の熱があることに加えて、機嫌が悪く、食欲がないなど

全身状態が不良な場合、登所（園）を控えるのが望ましいと考えられる。一方、

37.8℃の熱があるが、朝から食欲があり機嫌も良いなど全身状態が良好な 場

合、一律に登所（園）を控える必要はないと考えられる。 （例示した発熱時の体温は

めやすであり、個々の子どもの平熱に応じて、個別に判断が必要） 
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④ 食事の量を少なめにし、乳製品は控え消化の良い物にする。 

⑤ 診察を受けるときは、便の一部をもっていく。（便のついた紙おむつでも 

よい。） 

 

  【便の処理グッズ】 

   使い捨て手袋、ビニール袋、使い捨ておむつ交換専用シート、使い捨てマスク、

使い捨てエプロン着用 

   次亜塩素酸ナトリウム 0.1％液 

 

＜登所（園）前に保護者から相談を受けた場合の対応について＞  

以下に該当する場合は、登所（園）を控えるよう保護者に伝えるなどの対応が必

要。 

 

 

 

 

 

 

（３）嘔吐の時の対応 

 

◎ 嘔吐した子どもの対応、嘔吐物の処理、嘔吐した子ども以外の子どもの対応

を役割分担して対応する。 

① 何をきっかけに吐いたのか確認する。【担任】 

   （咳で吐いたのか、吐き気があったか等） 

② 感染症が疑われるときは、他の保育者の応援を呼ぶ。【担任】 

③ 他児を別の部屋に移動させる。【保育者Ａ】 

嘔吐した児童を別室で静養させる。【保育者Ｂ】 

・ 口腔内に残っている嘔吐物を丁寧に取り除く。  

・ うがいのできる子どもはうがいをさせてきれいにする。 

・ 繰り返し嘔吐がないか様子をみる。 

・ 嘔吐して 30 分～60 分程度後に吐き気がなければ、様子を見ながら 

経口補水液などの水分を少量ずつ摂らせる。 

・ 嘔吐した児童の汚染された衣服は、二重のビニール袋に密閉して家庭 

に返却する。      

※ 保育所・認定こども園では洗わない 

・ 家庭での消毒方法等について保護者に伝える。 

・ 別室で保育しながら、保護者の迎えを待つ。 

④ 換気をする。【担任】 

● 24 時間以内に複数回の水様便がある、食事や水分を摂るとその刺激で下痢

をする、下痢と同時に体温がいつもより高いなどの症状がみられる場合。 

● 朝に、排尿がない、機嫌が悪く元気がない、顔色が悪くぐったりしているなどの

症状 がみられる場合。 
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⑤ 嘔吐物を拭き取る。【担任】 

0.1％濃度の次亜塩素酸ナトリウム液を含ませた雑巾で嘔吐物を覆い拭き

取る。 

⑥ 嘔吐場所の消毒。【担任】 

   0.1％濃度の次亜塩素酸ナトリウム液を含ませた雑巾で嘔吐した付近を拭き

取る。その後は、床が乾いてから入室する。 

⑦ 処理に使用した物はすべて破棄する。【担任】 

   （マスク、エプロン、手袋、雑巾等） 

⑧ 処理後は手洗い、うがいの実施、状況により着替える。【担任】 

⑨ 食器が吐物で汚れた場合は、0.1％塩素系消毒液に 5～10 分浸してから、

すすいで調理室に戻す。 

 

【嘔吐物の処理グッズ】 

使い捨て手袋、使い捨てマスク、使い捨て袖付きエプロン、ビニール袋、 

使い捨て雑巾、消毒容器（バケツ等）、次亜塩素酸ナトリウム 0.1%液 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

＜登所（園）前に保護者から相談を受けた場合の対応について＞  

以下に該当する場合は、登所（園）を控えるよう保護者に伝えるなどの対応が必

要。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【次亜塩素酸ナトリウムの希釈方法（市販の漂白剤 塩素濃度約６％の場合）】 

糞便や嘔吐物が付着した床   0.1%濃度：１Ｌのペットボトル１本の水に 20ml 

衣類の浸け置き              （ペットボトルのキャップ４杯） 

食器等の浸け置き          

トイレの便座やドアノブ、      0.02％濃度：１Ｌのペットボトル１本の水に４ml 

手すり、床等                （ペットボトルのキャップ１杯） 

 

● 24 時間以内に複数回の嘔吐がある、嘔吐と同時に体温がいつもより高いな

どの症状がみられる場合。 

● 食欲がなく、水分も欲しがらない、機嫌が悪く元気がない、顔色が悪くぐった

りしているなどの症状がみられる場合。 
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（４）咳の時の対応 

 

 ＊ 発熱を伴う時、また類似の感染症が発症しているときは別室で保育をする。 

① 水分補給をする。（少量の湯冷まし、お茶等を頻回に与える。） 

② 咳き込んだら前かがみの姿勢をとらせ背中をさするか、軽いタッピングを行

う。 

③ 乳児は立て抱きにして背中をさするか軽いタッピングを行う。 

④ 部屋の換気、湿度、温度の調整をする。 

⑤ 安静にし、呼吸を整えさせる。（状態が落ち着いたら、保育に参加させる。 

⑥ 午睡中は上半身を高くする。 

⑦ 食事は消化の良い、刺激の少ないものをとらせる。 

※ 呼吸が苦しい時の観察のポイントは、感染症対策ガイドライン P75 参照 

 

＜登所（園）前に保護者から相談を受けた場合の対応について＞  

以下の該当する場合は、登所（園）を控えるよう保護者に伝えるなどの対応が必

要。 

 

 

 

 

（５）発しんの時の対応 

 

＊ 発熱を伴う時、また類似の感染症が発症しているときは別室で保育をする。 

 

① 体温が高くなったり、汗をかくとかゆみが増すので部屋の環境や寝具に気

をつける。 

   夏季 室温：26～28℃ 

   冬季 室温：２６～２８℃   湿度：高め 

② 爪が伸びている場合は短く切り（ヤスリをかけて）皮膚を傷つけないよう 

にする。 

③ 皮膚に刺激の少ない下着を着せる。（木綿等の材質） 

④ 口の中に水泡や潰瘍ができている時は痛みで食欲が落ちるので、おかゆ等

の水分の多いものや薄味で喉越しの良いものを与える。（プリン、ヨーグルト、

ゼリー等）。酸っぱいもの、辛いものなど刺激の強いものは避けて、薄味のも

のを与える。 

※ 発しんが出ている時の観察のポイントは、感染症対策ガイドライン P76参照 

● 夜間しばしば咳のために起きる、ゼイゼイ音、ヒューヒュー音や呼吸困難があ

る、呼吸が速い、少し動いただけで咳が出るなどの症状がみられる場合 
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＜登所（園）前に保護者から相談を受けた場合の対応について＞ 

以下に該当する場合は、登所（園）を控えるよう保護者に伝えるなどの対応が必

要。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 保護者等への周知 

 

  保育所長・認定こども園長は発生の日時、対応措置、患者の状況等を、文書に

て保護者へ速やかに情報を提供し、二次感染予防について協力を依頼する。 

 

４ 関係機関への連絡（届出） 

 

   届出が必要な感染症が発生した際には、幼保支援課へ迅速に報告し、必要な

措置を講じる。 

 

社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について 

（平成 17 年 2 月 22 日付健発第 022002 号ほか厚生労働省健康局長ほか通知） 

社会福祉施設等の施設長は、次のア、イ又はウの場合は、市町村等の社会福

祉施設等主管部局に迅速に感染症又は食中毒が疑われる者等の人数、症状、

対応状況等を報告するとともに、併せて保健所に報告し、指示を求めるなどの

措置を講ずること。 

ア 同一の感染症もしくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡 

者又は重篤患者が１週間内に２名以上発生した場合 

イ 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が 10 名 

以上又は全利用者の半数以上に発生した場合 

ウ ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症 

等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合 

 

 

 

 

 

 

● 発熱とともに発しんのある場合。  

● 感染症による発しんが疑われ、医師より登園を控えるよう指示された場合。  

● 口内炎がひどく食事や水分が摂れない場合。 

● 発しんが顔面等にあり、患部を覆えない場合。  

● 浸出液が多く他児への感染のおそれがある場合。  

● かゆみが強く手で患部を掻いてしまう場合。 
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５ インフルエンザなど感染症が集団発生した場合の臨時休業について 

 

   臨時休業について幼保連携型認定こども園の施設長又は設置者は、感染症の

予防上必要があるときは、学校教育法施行規則や学校保健安全法の規定に基づ

き、休業できることとされているが、保育施設においては法令による定めはな

い。保育施設等の役割が、家庭において必要な保育を受けがたい乳幼児を預か

ることに鑑みると、臨時休業の判断は、教育施設よりも慎重に行わなければなら

ないが、乳幼児の安全の確保のため、施設長、設置者の判断で臨時休業を行う

ことは妨げられていないとしている。国・県では明確な基準を示していないが、

県は感染拡大防止等公衆衛生上必要であると判断した場合、当該学校・保育施

設等に対し臨時休業を要請することもできる。また、臨時休業の要請がない場

合にあっても、学校・保育施設等の施設長、設置者は、必要に応じて臨時休業す

ることができることになっている。 

  施設長は、地域でのインフルエンザ等の感染症の流行状況や施設の利用状況、

職員の状況等により、また、嘱託医、設置者との協議により、感染拡大防止のた

めの措置として、臨時休業の手続きをとるようになる。 

 

（１）保育所・認定こども園における臨時休業措置の目安 

 

① クラス閉鎖   

クラス内で集団感染が確認され、感染者及び感染が疑われる症状の欠席者

が在籍数の 30％に達した場合。 

 

② 全クラス閉鎖 

   半数のクラスが閉鎖した場合で、感染の拡大が心配され、通常保育ができな

い場合。 

 

（２）臨時休業の決定 

 

   保育所・認定こども園長は、上記の目安により、所(園)内の感染状況を幼保

支援課長へ報告する。幼保支援課長は、報告書の内容を確認し、必要な措置

として臨時休業を決定する。 

 

（３）保護者への連絡 

 

臨時休業措置が決定したときは、保育所・認定こども園長は、保護者に対し

迅速かつ確実に連絡をとる。また、臨時休業を終了するときも同様とする。 
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（４）臨時休業中の保育 

  

   感染していない児童の保護者が保育できない場合には、可能な限り臨時的

な個別保育を行う。 

 

・児童及び保育士・保育教諭はマスクを着用する。 

・臨時的な保育なので、保育基準どおりでなくてもやむを得ない。 

 

（５）閉鎖期間 

 

流行の状況に応じて決定する。 

 

（６）終了時期 

 

保育所・認定こども園長は、閉鎖期間最終日の児童・職員の状況を幼保支援

課長に報告する。幼保支援課長は、報告書の内容を確認し、臨時休業の終

了又は延長を決定する。 

 

６ 学校等欠席者・感染症情報システム（感染症サーベイランス）の活用について 

 

保育所・認定こども園にて欠席・登所（園）体調不良児童がでた場合には

日々サーベイランスに人数を入力する。 

保育所・認定こども園は感染症の感染経験が少なく、体力もまだ十分では

ない乳幼児が毎日長時間に渡って集団生活をしている場であり、様々な感

染症が日常的に集団発生を繰り返しており、学校と並んで地域の感染流行

の中心であるといっても過言ではない。 

サーベイランスを活用し地域の感染症の状況を共有することによって、自分

のところの保育所・認定こども園で次にどんな感染症が流行するか予想し

て準備でき、入所（園）児が発症した場合にもすぐ対応できる。 
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Ⅳ 感染症拡大防止  

福島市公立保育施設感染症拡大防止フローチャート 

 

  

診察依頼                  

 

 

 結果連絡 

                                             

 

                                        連携 

 

  

    報告 

 

  

指示 

 

 

  

調査・指導 

    

  

 

                                              

 

  

  

 

 

 報告・相談 

  

 

指示  

 

 

 

 

 

                                                

               

感染症・食中毒の疑いのある子どもが目立つ 

 

 

       発熱、嘔吐、下痢、咳、皮膚の異常など 

 

 

 

 

 

 

 

保育所・認定こども園全体における 

状況の把握・記録 

◎人数・症状 

        ◎出席状況・欠席児理由確認・最近の健康状態 

        ◎職員の健康状態の把握・抗体の有無の確認 

             ◎兄弟や地域の情報収集と確認 

 

 

 

        

 

 

           

ホワイトボード お便り等 

          (個人名の特定はしない) 

 

                       

 

＜感染症の報告義務＞ 

                    ・同一の感染症で罹患者が１０名以上 

・インフルエンザ・麻疹の発症の場合 

                      

保護者 

保育者の気づき 

症状の確認 

保育所・認定こども園全体の 

発生状況を把握 

他の症状の確認 

全保護者へ周知徹底 

感染症拡大防止 

消毒・衛生管理 

福島市保健所 

ク
ラ
ス
担
任
保
育
士
、
保
育
教
諭 

保
育
所
長
・
認
定
こ
ど
も
園
長 

主
任
保
育
士
・
主
任
保
育
教
諭 

全
職
員
対
応 

嘱
託
医 

保育所・認定こども園 

かかりつけ医 

連
携 

消
毒
依
頼 

届
出
・
連
携 

 

福島市 

こども未来部 

幼保支援課 
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６．乳幼児突然死症候群（ＳＩＤＳ）の予防について 
  睡眠中に乳幼児が死亡する原因には、乳幼児突然死症候群（SIDS：Sudden 

Infant Death Syndrome）という病気のほか、窒息などによる事故があり

ます。 

  SIDS は、何の予兆や既往症もないまま乳幼児が死に至る原因のわからない病

気です。 

 

 

    

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 睡眠中のＳＩＤＳ及び窒息事故防止 

① 口の中に異物がないか確認する。 

   ② ミルクや食べたもの等の嘔吐物がないか確認する。 

③ やわらかい布団やぬいぐるみ等を使用しない。 

④ よだれかけや名札は、外して寝かせる。 

⑤ 枕元に不要な物を置かない。 

⑥ 寝かせる場合には、仰向けに寝かせる。  

⑦ 布団やバスタオル、毛布は胸のあたりまでかけ顔に

かからないようにする。 

⑧ 月齢の低い子どもほど眠ったら保育士・保育教諭の 

側に寝かせる。さらに、保護者に対しても、SIDS に関する情報の提供を

徹底するとともに、予防に努めるように指導する事が望ましい。 

   ⑨ 睡眠中の子どもの顔色、呼吸の状態等を 0 歳児と 1 歳児は 5 分ごと、2

歳児は 10 分ごと、3・4・5 歳児は 30 分ごとに観察し、睡眠時チェック表

に記録する。 
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７．保育所・認定こども園での与薬について 

 

薬  

□ 医師が処方した物 

□ １回分（水薬は１回分を別容器に移し替えたもの）を預かる 

□ 名前を明記（容器・個包装の袋）してもらう 

□ 投薬時間（食前・食後・どちらでもよい）を明記（容器・個包装の袋）してもら

う 

□ 依頼書を必ず添付してもらう 

受け取り 

□ ジッパー付きの袋に薬と依頼書が同封された状態で受け取る 

□ 必ず保護者から職員への手渡しで受け取る 

  （手渡しがなされない場合は与薬できないことを保護者に伝える） 

□ 受け取り時は、依頼書に基づき「クラス名」「名前」「与薬時間」を保護者に直

接確認する 

□ 職員間での薬の手渡し時には、依頼書に基づく確認を徹底する 

与薬 

□ 必ず、複数の職員間で依頼書に基づく確認のうえ投与する 

□ 依頼書に「投与月日」「投与時刻」「投与者名」を記入する 

□ 薬の容器は洗浄する 

□ 個包装の薬の袋は処分する 

保護者への返却 

□ ジッパー付きの袋に、洗浄した容器と依頼書を同封した状態で返却する 

依頼書 

□ 与薬期間内（最高６日間）は、同一用紙を使用する 

□ 依頼書の添付がない場合は与薬できないことを保護者に伝える 

□ 同一用紙の使用期間中も、薬の受け取り・容器の返却の際は、依頼書を 

必ず添付する 

□ 処方内容が変わった場合・与薬６日間を超える場合は新たに依頼書の提出

を求める 

□ 与薬完了・与薬期間を超えた依頼書については、保護者押印後、保育所・認

定こども園に１ヵ月間保管する 
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薬の保管 

□ 直射日光・高温・凍結・湿気を避ける 

  （常温・・15～25℃ 室温・・１～30℃ 冷所・・15℃以下をさす） 

□ ふたのある救急箱に入れ、子どもの手の届かない場所に保管する 
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８．応急処置、救命処置  

＊ マニュアル内のイラストや一部の文章は日本赤十字社に許可の上、同社ＨＰより転載

しております。（令和元年 11 月許可） 

 

出 血 

出血した場合は、出血している傷口をガーゼやハンカチなどで直接強く押さえ

て、しばらく圧迫することで止血を行う。  

ガーゼなどが血液で濡れてくるのは、出血部位と圧迫部位がずれている又は

圧迫する力が足りないため。このような場合は、新たなガーゼを重ね、より強く

圧迫し直す。 

この方法が最も基本的な止血法であり、多くの出血は、この方法で止血でき

る。 

 止血するときは、感染防止のため血液に直接触れないように、できるだけ 

ビニール手袋やビニール袋を使用する。 

                                           

                              ●ビニール手袋等を使用した 

                              直接圧迫止血法 

 

 

 

鼻出血 

  鼻出血の大部分は、鼻の入口に近い鼻中隔粘膜の細い血管が、外傷（ひっかく

ことやぶつかること）や血圧、気圧の変化などで腫れて出血する。 

 ＜手当＞  

① 座って軽く下を向き、鼻を強くつまむ。 

（これで大部分は止まる。） 

  ② 額から鼻の部分を冷やし、静かに座っている。  

  ③ ガーゼを切って軽く鼻孔に詰め、鼻を強くつまむ。 

  ④ 出血が止まっても、すぐに鼻をかまないようにする。 

  ⑤ このような手当てで止まらない場合は、もっと深い部分からの出血を考え

て、医師の診療を受ける。 

  ※ 頭を後ろにそらせると、温かい血液がのどに回り、 

苦しくなったり、飲み込んで気分を悪くすることが 

あるので、上を向かせないようにする。 

  ※ 頭を打って鼻出血のある場合は、止めようとむやみに 

時間をかけるのではなく、手当てとあわせて直ちに 

119 番通報する。 
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 すり傷・切り傷 

① 傷口を水道水で洗い、異物（砂やごみ）を取り除く。 

② タオルなどで軽く拭く程度で、消毒はしない。 

③ 適切な「創傷被覆材」を使用して患部を保護し、傷を乾かさないようにす

る。 

※ 傷口から滲出液（細胞を再生させ傷を治す）が出て、傷口がグチュグチュ

になる状態になり、それが、傷口の治りを早める 

※ 傷口から出る浸出液を消毒液でぬぐいとると、治りを遅らせてしまうの

で、消毒液は使わない。 

 

 

熱傷（やけど） 

  ① 急いで冷たい水、水道水を注いで痛みがとれるまで冷やす。 

  ② 衣服は無理に脱がさず、そのままの状態で急いで冷やす。 

  ③ 水ぶくれはつぶさないで、消毒した布か洗濯した布で覆い、その上から

冷やす。 

  ※ 熱傷範囲が広い場合、全体を冷やし続けることは、体温をひどく下げる

危険性があるので、低体温に注意する。 

  ※ 軟膏、油、消毒薬などはぬらない。（ぬると感染症を起こしたり、医師の診

療の妨げになる。） 

  ※ 成人は体の表面積の 20～30％以上、子どもは 10～15％以上にわた

る広い範囲をやけどすると重症。 
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 骨 折 

骨折とは強い外力により骨が折れたり（完全骨折）、ひびが入る（不完全骨折）

ことをいう。 

子どもの骨折は、その原因が、遊んでいる際の転倒や転落によるものが多い

ため、上肢（手、腕、肘など）に発生するものが大半である。 

＜骨折を疑う症状＞ 

・ 激しい痛みがある。 

・ 腫れたり変形している。 

・ 冷や汗が出たり、寒気がする。 

・ さわってみると骨がずれている。 

・ 傷口から骨のはしが出ている。  

・ 腕や足の向きがおかしい。 

＜手当＞ 

① 全身および患部を安静にする。（骨折した部分を動かさないようにして、安

全な場所に移動させる。） 

 ② 患部を固定する。（骨折した手足の末梢を観察できるように、手袋や靴、靴

下などをあらかじめ脱がせておく。） 

 副木（そえ木）を当て、痛くない位置で固定する。副木は骨折部分の上下の

関節より長くする。 

 ③ 骨折部が屈曲している場合、無理に正常位に戻そうとすると、鋭利な骨折

端が神経、血管などを傷つける恐れがあるので、そのままの状態で固定す

る。 

 ④ 固定後は、傷病者の最も楽な体位にする。腫れを防ぐために、できれば患

部を高くする。 

 ⑤ 全身を毛布などで包み、保温する。 

※ 骨折の固定 

・ 腕の骨折…骨折しているところに副木（そえ木）を当て、その上下を固定す

る。三角巾でつったあと、さらに胸部に固定する。 

  ・ 足の骨折…骨折しているところの両側から副木（そえ木）を当てる。 

皮膚と副木の間にはタオルなどを十分に入れ、末梢の手足の

血流を妨げない程度（皮膚が変色していない）に固定する。 
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捻 挫 

 関節に外から強い力が加わる事により、関節を支えている靭帯に損傷が起き

るものをいう。起こりやすい部位は足首、手首、指、膝。 

＜手当＞ 

  ① 患部を動かさないようにして、冷たいタオルなどで冷やす。 

② 関節がぐらつかないように副木（そえぎ）を当て、包帯や三角巾など 

で圧迫固定する。 

 

 

脱 臼 

脱臼は関節が外れたもので、特に肩、肘、指に起こりやすい。 

関節周囲の靭帯、筋、腱、血管の損傷を伴うことがよくある。適切な治療をし

ないと関節が動かなくなったり、脱臼が習慣になったりする恐れがある。 

＜症状＞ 

・ 関節が変形し、腫れて痛む。 

・ 脱臼したままの関節は、自分では動かせない。 

＜手当＞ 

① 患部をできるだけ楽にし、上肢ならば三角巾を利用して固定する。 

② できるだけ早く医師の診療を受ける。 

※ 脱臼をはめようとしたり、関節の変形を直そうとしてはいけない。関節周

囲の血管や神経などをいためる危険性がある。 

 

 

肘内障 

 子どもによく見られる肘関節の亜脱臼で、真の脱臼ではなく、手を強く引

っ張った時に起きる。肘の痛みのため、上腕をだらっと下げ動かさなくなる。 

 すぐに医師の診療を受ける。 
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打 撲 

■ 頭を打った 

  ① 静かなところに寝かせる。 

② 意識はあるか、呼吸、脈拍はしっかりしているか観察する。 

③ 以下の場合はすぐに救急車を要請する。 

・ 意識障害が見られる 意識がない、意識がもうろうとしている、反応が

鈍い 

・ けいれんをおこした 

・ 繰り返し嘔吐する 

・ 出血が止まらない 

④ 事故の情報を集める。 

□ 落ちた高さ？  □ 打った強さ？  □ 落ちた地面の硬さ？ 

□ 頭のどこを打ったか？ 

⑤ 出血がある場合はガーゼを当てて強く圧迫する。 

止血したらガーゼの上から強く包帯を巻いて病院に搬送する。 

⑥ 食べ物を与えず、静かに 30 分間以上寝かせる。 

⑦ 家族に頭を打ったことを伝えて、かかりつけ小児科への受診を勧める。 

⑧ 頭を打った後は 48 時間子どもの様子を観察して、以下の症状がある時

には医療機関を受診する必要があることを伝える。 

・ 頭痛が強くなる  

・ くりかえし吐く   

・ うとうとしている 

・ 歩けない     

・ ひきつけた 

  ※ 受診時に伝える情報を記録しておく。（④以外） 

□ 受傷時間   □ 受傷直後の状態 □ 意識がどうだったか？ 

□ 呼びかけへの反応はどうだったか？ □ 意識の変動 

□ 嘔吐、痙攣はあったか？ 

    

■ 体を打った 

腕や足などを打ったときは、冷たいタオルで打った部分を冷やす。 

又、おなかを強く打ったときは、衣類を緩めて、動かしたり揺すったりせ

ずに安静にして医師の診療を受ける。 
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咬 創 動物にかまれた・ハチに刺された 

＜動物にかまれた傷に対する共通の手当て＞ 

 動物の歯は不潔なので特殊な病気ばかりでなく、一般の感染にも注意する必

要がある。 

① どんなに小さな傷でも、石けんを使って水でよく洗い流す。傷の周りも唾

液がついているところはよく洗い流す。 

② 清潔なガーゼをあてて包帯をする。 

③ 動物による咬創は化膿しやすく、動物が病気に感染していることもあるの

で、必ず医師の診療を受ける。 

 

■ イヌにかまれた 

現在、日本では狂犬病の発生はない。 

しかし、感染の危険があるので、必ず医師の診療を受ける。 

飼い主のわからないイヌのときには、イヌの特徴などを保健所に届けて、

捕獲してもらう。 

 

■ ネコにかまれた 

ネコにひっかかれたり、かまれたりした数日から数週間後に、傷口の周囲

に赤紫色の隆起、リンパ節の痛みや腫れ、発熱がみられることがある。こ

れは、猫ひっかき病といって、特定の細菌がネコのみからネコ、人に感染

する人畜共通感染症で、夏から初冬に多く発生する。 

 

■ ヘビにかまれた  

  ＜手当＞ 

   ① 急いで医療機関に搬送する。（毒ヘビの場合、血清の投与など適切な治療

をしないと、死亡する危険がある。） 

② 安静にする。手足を曲げ伸ばしたり、走ったりしないようにする。 

③ ヘビの毒液が目に入ったときには、すぐに水でよく洗い流す。（ただし、水

で洗っただけでは、毒は取り除けない。） 

 ④ ヘビの毒素により脱水症状を起こしやすいので、水分を与える。 

   ⑤ かまれた傷口に口をつけて吸い出すことは、推奨されない。 

   ※ 野外活動などでかまれないようにするため、なるべく長ズボン、長袖、厚

手の靴下、手袋をつけ皮膚を露出しないようにする。 

   ※ ヘビは湿った陽の当たらない場所を好むため、倒れた枯木、岩かげ、川や

沼に近い草むらなど、じめじめしたところでの作業には特に注意が必要。 
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■ ハチ（スズメバチ、アシナガバチ）に刺された  

  ハチに刺されると痛みと腫れが起こり、ハチ毒に過敏な人は、一匹に刺

されてもショック状態になったり、呼吸停止を起こし死亡することがあ

る。 

  ＜手当＞ 

   ① 医師の診療を受ける。 

   ② 針が残っているものは、根元から毛抜きで抜くか、横に払って落とす。（針

をつかむと、針の中の毒がさらに注入されることがある）。 

   ③ 冷湿布をする。 

 

 

誤 飲 

飲んだものの種類により、手当ての方法が違うので、いずれの場合も、 

119 番、医療機関あるいは中毒 110 番等に連絡し、指示を受けることが基本と

なる。 

 

■ たばこ 

  ＜手当＞ 

   ① まず吐かせる。口の中にたばこが残っている場合はぬぐいとる。 

   ② たばこの葉や吸いがらを飲んだ場合には、水や牛乳などを飲ませてはい

けない。 

   ③ 水に浸っていたたばこを食べたり、その液を飲んだ場合には、からだを保

温し、直ちに医療機関へ連れていく。 

 

■ 家庭用医薬品 

  ＜手当＞ 

   ① 口の中を調べ、薬が残っていたら指を口の中に入れてぬぐいとる。 

   ② 水や牛乳を飲ませ、吐かせる。 

   ③ 薬の空き瓶、散らばっている薬、吐いたものは医師に見せる。 

 

  ■ 石けん 

  ＜手当＞ 

   ① 一口程度なら、水や牛乳を飲ませ、しばらく様子を見る。吐き気、嘔吐、の

どの痛み、口の中のただれなどの症状があれば、医療機関へ連れていく。 

② 大量に食べた場合はできるだけ吐かせて、医療機関へ連れていく。 
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■ マニュキュア液・マニュキュア除光液 

  ＜手当＞ 

   ① 吐かせない。 

   ② 少量（マニュキュア液 3ｍｌ、除光液１ｍｌ）でも飲んだ場合はすぐに医療機

関へ連れていく。 

   ③ 揮発性のものを吸入した場合は、新鮮な空気を吸わせて様子を見る。 

   ※ 身近な化粧品の中では最も毒性が高く、少量でも飲んだり、誤って気管

に入れると危険。また、揮発性のものを吸入しても中毒を起こすことがあ

る。 

   

  ■ ボタン型電池 

  ＜手当＞ 

   ① 電池の種類を確かめる。 

   ② 飲んだり鼻や耳に入れた場合、急いで医療機関へ連れていく。受診時に電

池の種類を伝え、同じ種類の電池があれば持参する。 

   ③ 飲んだことが確かでなくても、確認のため医療機関へ連れていく。 

   ※ 飲み込んだ電池は食道に詰まらなければ、ほとんどの場合便に出る。 

しかし一か所に長時間とどまると、放電により組織腐食をきたす。 

また、電池が消化管内で壊れると、漏れ出したアルカリによって潰瘍など

の危険もある。 

 

  ■ ナフタリン・しょうのう（防虫剤） 

  ＜手当＞ 

   ① なめただけなら、水を飲ませ（牛乳はだめ）様子を見る。 

   ② かけら程度でも食べている場合は急いで医療機関へ連れていく。 
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痙攣（ひきつけ） 

子どもは、脳をはじめとする神経系の発達が未熟であるため、痙攣を起こし

やすく、特に熱性けいれんが多くみられる。 

てんかんも子どもに起こりやすく、このほか嘔吐や下痢などに伴う脱水、髄

膜炎や脳炎、強い興奮、テレビの光刺激などによって起こる場合がある。 

 ＜手当＞ 

  ① 衣服をゆるめ、楽に呼吸ができるようにする。 

  ② けいれんを起こしている間は、強く揺さぶったり、無理に押さえつけたりし

ない。 

  ③ けいれんを起こしている間は、ベッドからの転落を防いだり、周りの玩具を

遠ざけるなど、子どもの安全を確保する。 

  ④ 吐くときは、吐いたものが気管に入らないように、体を横に向け、気道を確

保する。 

  ⑤ けいれんが短時間で治まり、機嫌がよく、意識がしっかりしていれば、静か

に休ませ、様子を見て受診する。 

  ⑥ 次のような場合には、119 番通報し救急車で直ちに医療機関に搬送する。 

   ・ けいれんが長時間続く。 

   ・ けいれんが繰り返す。 

   ・ けいれんが治まっても意識が戻らない。 など 

  ※ けいれんの発作中、歯の間に割りばしやタオルなどを入れると、舌や口内を

きずつけたり、舌を奥に押し込み、呼吸困難を起こすことがあるので、して

はいけない。 

 

 

・ どのようなけいれんか？ 

     （例）体が弓なりになり、手足を突っ張る。 

        手足を伸ばしたり縮めたりして、がたがた震わせる。 

        頭をこっくりするようなしぐさをする。 など 

・ どのくらいの時間続いたか？ 

     ・ たびたび起こったか？ 

     ・ どのような状況で起こったか？ 

 

観察のポイント 
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熱中症 

 ＜熱中症の症状＞ 

   「暑熱環境にさらされた」という条件が明らかで、立ちくらみ、こむら返り、倦

怠感といった症状がみられれば熱中症の疑いがある。 

  ひどくなると、意識がもうろうとしたり、体温は極端に高いなどの症状もみら

れる。また、気温が低く、湿度が高い場合は、体温が低くても同様の症状がみ

られる場合がある。 

 ＜手当＞ 

  ① できるだけ早く風通しのよい日陰や、冷房が効いている室内などに避難さ

せる。 

  ② 原則として水平にするが、本人が楽な体位にする。 

  ③ 厚い衣服は脱がせて、体から熱の放散を助ける。 

  ④ 意識があり、吐き気や嘔吐などがなければ、水分

補給をさせる。経口補水液、スポーツ飲料か、薄い

食塩水などを飲ませる。 

  ⑤ 胸や腹の体の表面に水をかけて、うちわや扇風機などで扇ぐことにより体

を冷やす。氷嚢などがあれば、それを頚部、わきの下、大腿の付け根、股関

節部に当てて皮膚の直下を流れている血液を冷やすことも有効である。ま

た、体温の冷却はできるだけ早く行う必要があり、重症者を救命できるか

どうかは、いかに早く体温を下げることができるかにかかっている。 

  ⑥ 水分補給ができない、症状に改善がみられない、様子がおかしい、全身の痙

攣があるなど、手当の判断に迷う場合は、直ちに 119 番通報する。 

  ⑦ 119 番通報後も、救急隊の到着前から冷却を開始することが求められる。 

  ⑧ 反応（意識）がなく、普段どおりの呼吸がない場合は、一次救命処置の手順

により手当を行う。 

 ＜事故防止＞ 

  ① 屋外では日陰を選び、屋内では扇風機や空調（エアコン）などを使用する。 

  ② ぬれたタオルなどでこまめに汗を拭き、吸汗・速乾素材や通気性のある衣

服、帽子を着用する。 

  ③ のどが渇く前からこまめに水分を補給する。 

  ④ 急に暑くなる日に屋外で過ごしたり、久しぶりに暑い環境で活動する場合

は、熱中症になりやすいので注意が必要。 

  ⑤ 日頃から運動で汗をかく習慣を身につけて、暑さに備えた体づくりを心が

ける。 

  ⑥ 疲労や睡眠不足、肥満、慢性疾患、薬剤服用など個人の条件も考慮する。 
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 気道異物の除去 

  子どもが咳をすることが可能であれば、咳をできるだけ続けさせる。咳が

できれば異物の除去に最も効果的。声が出ないか、十分に強い咳ができない

場合は 119 番通報をしたうえで以下の手当てを試みる。 

 

■ 幼児の場合 

   素早く抱きかかえるかまたは大腿部で支え、

頭を低くして平手で背中をたたく。 

 

 

 

 

 

 

 または、後ろから抱くような形で、上腹

部（へそのすぐ上、みぞおちより下方の位

置）に握りこぶしを当て、もう一方の手で

その握りこぶしを上から握り、手前上方に

突き上げる。 

（乳児におこなってはいけない。） 

 

 

 ■ 乳児の場合 

   自分の手で乳児のあごを支え、前腕にのせて頭の方を下げ、 

背中の真ん中を平手でたたく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ いずれの方法も力を加減して行わないと腹部臓器を損傷する可能性がある。 

 ※ トイレットペーパーの芯を通る大きさのものは、子どもの口の中に入る。 

誤飲してのどに詰まりやすいので、子どもの手の届かないところに置くことが

大切。 
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 心肺蘇生 

  ① 反応（意識）の確認 

   大きな声をかけ、肩を軽くたたき、反応（意識）の有無を確認する。反応（意

識）がなかったり鈍い場合は、まず協力者を求め、119 番通報とＡＥＤの手

配を依頼する。 

② 呼吸の確認 

  傷病者が心停止を起こしているかを判断するために呼吸を確認する。 

ア 傷病者の胸部と腹部の動きを観察する。 

イ 普段どおりの呼吸がない場合、あるいはその判断に自信が持てない場

合は、胸骨圧迫を開始する。このとき、呼吸を確認するのに 10 秒以上か

けないようにする。 

  ③ 胸骨圧迫 

   ○ 幼児の場合 

傷病者を固い床面に上向きで寝かせる。 

片手または両手で胸の厚さの約３分の１くぼむ程度押し下げる。 

手を胸骨から離さずに、速やかに力をゆるめて元の高さに戻す。 

胸骨圧迫は 1 分間当たり 100～120 回のテンポで 30 回続けて行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ○ 乳児の場合 

中指と薬指で胸の厚さの約３分の１くぼむ程度押し下げる。 

手を胸骨から離さずに、速やかに力をゆるめて元の高さに戻す。 

胸骨圧迫は 1 分間当たり 100～120 回のテンポで 30 回続けて行う。 
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④ 気道確保 

一方の手で額に、他方の手の人差し指と中指を下あごの先に当て、下

あごを引き上げるようにして、頭部を後ろに傾ける。 

  子どもの首はやわらかいので、後方に傾け過ぎないようにする。 

⑤ 人工呼吸 

  ア 気道を確保をしたまま、額に置いた手の親指と人差し指で傷病者の鼻を

つまむ。 

  イ 自分の口を大きく開けて、傷病者の口を覆う。 

  ウ 約１秒かけて傷病者の胸が上がるのがわかる程度の吹き込みを、２回続

けて行う。（１回吹き込んだら、いったん口を離し換気させる。） 

  ※ 子どもは肺容量が少ないので、吹き込む量の目安は、子どもの胸が上が

るのがわかる程度にする。 

  ⑥ 胸骨圧迫と人工呼吸 

心肺蘇生を効果的に行うために胸骨圧迫と人工呼吸を組み合わせて行

う。 

胸骨圧迫 30 回と人口呼吸 2 回を繰り返す。ＡＥＤを使用するとき以外

は、心肺蘇生（特に胸骨圧迫）を中断なく続けることが大切。 
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第６章．保育中の安全管理について 
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自
己

主
張

が
強

い
。

競
争

心
が

出
て

く
る

。

身
体

言
葉

身
体

腹
ば

い
で

頭
を

持
ち

上
げ

る
。

首
が

す
わ

る
。

音
の

出
る

も
の

、
動

く
も

の
を

目
で

追
う

。
手

に
触

れ
た

も
の

を
つ

か
む

。
手

指
を

も
て

あ
そ

ぶ
。

言
葉

泣
き

声
と

は
違

っ
た

声
(ク

ー
イ

ン
グ

)を
発

す
る

。
情

緒
特

定
の

保
育

士
と

愛
着

関
係

を
も

つ
。

睡
眠

の
リ

ズ
ム

が
少

し
ず

つ
一

定
に

な
っ

て
く

る
。第

１
期

（
２

～
４

か
月

）
第

２
期

（
５

～
８

か
月

）
第

３
期

（
９

～
１

１
か

月
）
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1
視

診
・

・
・

・
保

護
者

へ
の

聞
き

取
り

や
連

絡
ノ

ー
ト

で
確

認
を

す
る

。
・

ラ
ッ

ク
、

ベ
ビ

ー
ベ

ッ
ド

で
眠

る
。

・
ラ

ッ
ク

、
ベ

ビ
ー

ベ
ッ

ド
で

眠
る

。
・

探
索

活
動

（
ず

り
ば

い
、

は
い

は
い

、
つ

か
ま

り
・

玩
具

を
持

っ
た

り
、

口
に

く
わ

え
た

り
し

た
ま

ま

・
検

温
を

し
、

体
調

を
把

握
す

る
。

・
あ

お
向

け
で

活
発

に
手

足
を

動
か

す
。

・
玩

具
を

握
る

、
振

る
、

合
わ

せ
る

、
離

す
、

な
め

立
ち

、
伝

え
歩

き
、

よ
ち

よ
ち

歩
き

）
を

す
る

際
に

歩
く
。

2
身

支
度

の
確

認
・

腹
ば

い
の

姿
勢

で
遊

ぶ
。

る
、

口
に

入
れ

よ
う

と
す

る
。

バ
ラ

ン
ス

を
崩

し
て

転
倒

す
る

。
・

散
乱

し
た

玩
具

に
つ

ま
づ

い
て

転
倒

す
る

。

・
靴

下
を

脱
が

せ
る

。
　

・
す

そ
の

長
い

ズ
ボ

ン
は

ま
く
る

。
・

音
を

聞
く
、

物
を

見
る

、
握

る
。

・
寝

返
り

を
し

、
腹

ば
い

に
な

り
遊

ぶ
。

・
散

乱
し

た
玩

具
に

つ
ま

づ
い

て
転

倒
す

る
。

・
段

差
に

登
っ

た
り

、
高

い
所

に
あ

が
っ

た
り

・
フ

ー
ド

付
き

の
服

は
脱

が
せ

る
。

・
友

達
が

遊
ん

で
い

る
玩

具
が

ぶ
つ

か
る

。
・

探
索

活
動

（
ず

り
ば

い
、

は
い

は
い

）
を

す
る

。
・

扉
が

開
い

て
、

出
て

行
こ

う
と

し
た

り
、

開
閉

を
し

よ
う

と
す

る
。

・
気

温
に

応
じ

て
衣

服
を

調
節

す
る

。
・

ミ
ル

ク
を

吐
き

戻
す

。
・

お
座

り
の

姿
勢

か
ら

転
倒

す
る

。
し

て
手

を
挟

む
。

・
同

じ
物

を
使

い
た

く
て

、
取

り
合

い
に

な
る

3
人

数
確

認
・

抱
っ

こ
や

お
ん

ぶ
で

眠
る

。
・

テ
ー

ブ
ル

の
下

や
物

の
隙

間
に

は
さ

ま
る

。
・

友
達

の
髪

を
つ

か
ん

だ
り

引
っ

張
っ

た
り

す
る

。
こ

と
も

あ
る

。

・
活

動
前

後
や

活
動

中
な

ど
常

に
確

認
す

る
。

・
お

む
つ

交
換

時
、

突
然

動
く
。

・
友

達
が

気
に

な
り

、
手

を
出

す
。

・
隙

間
を

見
つ

け
て

入
っ

て
い

く
。

・
棚

や
テ

ー
ブ

ル
の

上
な

ど
高

い
所

に
あ

る
物

を

4
室

内
の

環
境

整
備

・
お

ん
ぶ

や
抱

っ
こ

で
眠

る
。

・
棚

や
テ

ー
ブ

ル
の

上
な

ど
の

高
い

所
に

あ
る

物
取

ろ
う

と
す

る
。

・
室

温
や

湿
度

の
調

節
や

換
気

を
す

る
。

を
取

ろ
う

と
す

る
。

・
室

内
に

危
険

な
物

が
な

い
か

確
認

を
す

る
。

・
何

で
も

口
に

入
れ

よ
う

と
す

る
。

・
落

下
防

止
の

確
認

を
す

る
。

（
高

い
と

こ
ろ

や
窓

の
近

く
に

物
を

置
か

な
い

）

・
転

ん
だ

り
、

つ
ま

づ
い

た
り

し
な

い
よ

う
に

玩
具

が
散

ら
か

っ
た

り

し
て

い
な

い
か

確
認

す
る

。
・

一
人

一
人

の
発

達
状

態
を

把
握

し
て

、
危

険
の

・
一

人
一

人
の

発
達

状
態

を
把

握
し

て
、

危
険

・
一

人
一

人
の

発
達

状
態

を
把

握
し

て
、

危
険

・
一

人
一

人
の

発
達

状
態

を
把

握
し

て
、

危
険

・
危

険
な

箇
所

に
ク

ッ
シ

ョ
ン

材
を

付
け

る
。

な
い

よ
う

に
そ

ば
で

見
守

る
。

の
な

い
よ

う
に

そ
ば

で
見

守
る

。
の

な
い

よ
う

に
そ

ば
で

見
守

る
。

の
な

い
よ

う
に

そ
ば

で
見

守
る

。

・
子

ど
も

の
手

の
届

く
所

に
危

険
な

物
を

置
か

な
い

。
・

睡
眠

と
活

動
の

ス
ペ

ー
ス

を
分

け
、

そ
れ

ぞ
れ

・
床

に
物

が
落

ち
て

い
た

り
、

障
害

物
が

な
い

よ
う

・
保

育
者

間
で

声
を

か
け

合
い

、
扉

が
閉

ま
っ

て
い

・
段

差
や

高
さ

が
あ

る
所

で
は

、
危

険
の

な
い

よ
う

・
隙

間
や

死
角

を
作

ら
な

い
よ

う
に

す
る

。
の

生
活

リ
ズ

ム
に

応
じ

た
環

境
を

整
え

る
。

に
片

付
け

る
。

る
か

確
認

す
る

。
に

そ
ば

に
付

く
。

・
玩

具
の

消
毒

、
破

損
の

確
認

を
す

る
。

・
抱

っ
こ

や
お

ん
ぶ

し
て

い
る

時
は

、
足

元
に

注
・

お
座

り
の

姿
勢

か
ら

の
転

倒
に

備
え

、
ク

ッ
シ

ョ
ン

・
椅

子
か

ら
立

ち
上

が
っ

た
り

、
ず

り
落

ち
る

こ
と

が
・

保
育

者
が

一
緒

に
遊

び
な

が
ら

、
玩

具
の

使
い

・
扉

に
ス

ト
ッ

パ
ー

を
付

け
る

。
意

し
、

急
い

だ
り

し
な

い
。

ま
た

、
し

っ
か

り
自

分
材

を
置

く
。

な
い

よ
う

に
す

る
。

方
を

知
ら

せ
て

い
く
。

5
玩

具
を

使
っ

た
遊

び
の

体
に

沿
わ

せ
て

お
ぶ

る
。

・
睡

眠
と

活
動

の
ス

ペ
ー

ス
を

分
け

、
そ

れ
ぞ

れ
・

後
追

い
し

て
く
る

子
ど

も
が

近
く
に

い
な

い
か

確
認

・
口

に
玩

具
を

く
わ

え
て

い
る

時
は

、
す

ぐ
に

・
保

育
者

の
配

置
を

確
認

す
る

。
・

溢
乳

や
嘔

吐
物

や
敷

物
等

で
、

口
や

鼻
が

の
生

活
リ

ズ
ム

に
応

じ
た

環
境

を
整

え
る

。
す

る
。

は
ず

す
。

・
玩

具
は

人
数

分
を

用
意

し
遊

ぶ
ス

ペ
ー

ス
を

作
る

。
ふ

さ
が

ら
な

い
よ

う
に

見
守

る
。

・
状

況
に

応
じ

た
言

葉
か

け
を

行
う

。
・

保
育

者
間

で
声

を
か

け
合

い
、

子
ど

も
の

状
況

を
・

保
育

者
間

で
声

を
か

け
合

い
、

子
ど

も
の

状
況

・
玩

具
の

大
き

さ
を

確
認

す
る

。
・

状
況

に
応

じ
た

言
葉

か
け

を
行

う
。

・
保

育
者

間
で

声
を

か
け

合
い

、
子

ど
も

の
状

況
を

共
有

す
る

。
を

共
有

す
る

。

（
ト

イ
レ

ッ
ト

ペ
ー

パ
ー

の
芯

を
通

る
サ

イ
ズ

の
玩

具
は

置
か

な
い

）
・

保
育

者
間

で
声

を
か

け
合

い
、

子
ど

も
の

状
況

共
有

す
る

。

・
玩

具
の

箱
を

片
付

け
る

。
を

共
有

す
る

。

6
体

を
使

っ
た

遊
び

・
大

型
遊

具
を

設
置

す
る

ス
ペ

ー
ス

を
確

保
す

る
。

・
設

置
の

際
に

は
周

り
に

マ
ッ

ト
を

敷
く
。

・
落

ち
つ

い
て

過
ご

せ
る

空
間

を
整

え
る

。
・

寝
返

り
が

で
き

る
よ

う
に

広
い

空
間

を
整

え
る

。
・

広
い

空
間

を
用

意
し

、
床

に
物

が
落

ち
て

い
た

・
広

い
空

間
を

用
意

し
、

床
に

物
が

落
ち

て
い

た
り

・
遊

具
を

使
用

す
る

際
に

は
必

ず
保

育
者

が
そ

ば
に

付
く
。

・
玩

具
は

水
洗

い
や

水
拭

き
を

し
て

清
潔

に
保

つ
。

・
床

に
凹

凸
が

な
い

か
確

認
を

す
る

。
り

、
障

害
物

が
な

い
よ

う
に

す
る

。
障

害
物

が
な

い
よ

う
に

す
る

。

・
休

憩
ス

ペ
ー

ス
を

確
保

す
る

。
・

安
全

な
玩

具
を

用
意

す
る

。
・

玩
具

は
水

洗
い

や
水

拭
き

を
し

て
清

潔
に

保
つ

。
・

つ
か

ま
り

立
ち

や
伝

い
歩

き
が

で
き

る
よ

う
に

・
散

ら
ば

っ
た

玩
具

は
こ

ま
め

に
片

付
け

る
。

7
授

乳
・

用
品

は
、

取
り

扱
い

説
明

書
を

読
み

、
安

全
に

・
安

全
な

玩
具

を
用

意
す

る
。

環
境

を
整

え
る

。
・

棚
や

机
の

上
な

ど
に

危
険

な
物

を
置

か
な

い
。

・
ミ

ル
ク

を
間

違
わ

な
い

よ
う

に
哺

乳
瓶

に
名

札
を

付
け

る
。

使
用

す
る

。
・

ト
イ

レ
ッ

ト
ペ

ー
パ

ー
の

芯
を

通
る

サ
イ

ズ
の

玩
・

散
ら

ば
っ

た
玩

具
は

こ
ま

め
に

片
付

け
る

。
・

椅
子

に
座

っ
た

時
に

体
が

安
定

す
る

よ
う

に

・
調

乳
温

度
に

注
意

す
る

。
・

安
心

し
て

眠
れ

る
よ

う
に

ベ
ッ

ト
の

位
置

に
配

慮
具

は
置

か
な

い
。

・
ト

イ
レ

ッ
ト

ペ
ー

パ
ー

の
芯

を
通

る
サ

イ
ズ

の
玩

ク
ッ

シ
ョ

ン
な

ど
を

利
用

し
す

き
間

を
塞

ぐ
。

・
授

乳
後

ゲ
ッ

プ
を

さ
せ

る
。

す
る

。
・

体
の

大
き

さ
に

合
う

テ
ー

ブ
ル

や
椅

子
を

準
備

具
は

置
か

な
い

。
・

隙
間

が
あ

る
所

は
塞

ぐ
。

8
食

事
・

安
全

な
環

境
の

中
で

睡
眠

が
で

き
る

よ
う

に
す

す
る

。
・

棚
や

机
の

上
な

ど
、

子
ど

も
の

手
の

届
く
所

に
・

必
要

な
物

を
用

意
し

て
か

ら
食

事
を

す
る

。

・
栄

養
士

、
担

任
、

保
護

者
と

連
携

を
取

り
な

が
ら

進
め

る
。

る
。

（
物

が
落

ち
て

こ
な

い
、

適
度

な
採

光
な

ど
）

・
安

全
な

環
境

の
中

で
睡

眠
が

で
き

る
よ

う
に

は
、

危
険

な
物

を
置

か
な

い
。

・
安

全
な

環
境

の
中

で
睡

眠
で

き
る

よ
う

に
す

る
。

・
水

分
を

取
り

、
の

ど
を

潤
わ

せ
て

か
ら

食
べ

さ
せ

る
。

・
室

内
の

物
が

落
ち

て
こ

な
い

よ
う

に
す

る
。

す
る

。
（
物

が
落

ち
て

こ
な

い
、

適
度

な
採

光
な

ど
）

・
椅

子
に

座
っ

た
時

に
ク

ッ
シ

ョ
ン

な
ど

を
利

用
し

て
（
物

が
落

ち
て

こ
な

い
、

適
度

な
採

光
な

ど
）

・
飲

み
込

め
ず

、
口

の
中

に
残

っ
て

い
る

時
は

口
か

ら
出

す
。

・
必

要
な

物
を

準
備

し
て

か
ら

お
む

つ
を

交
換

・
室

内
の

物
が

落
ち

て
こ

な
い

よ
う

に
す

る
。

体
を

安
定

さ
せ

る
。

・
室

内
の

物
が

落
ち

て
こ

な
い

よ
う

に
す

る
。

9
排

泄
す

る
。

・
必

要
な

物
を

準
備

し
て

か
ら

お
む

つ
を

交
換

・
隙

間
が

あ
る

所
は

塞
ぐ

。
・

必
要

な
物

を
準

備
し

て
か

ら
お

む
つ

を
交

換

・
お

む
つ

の
交

換
中

に
離

れ
な

い
。

・
交

換
時

に
物

に
ぶ

つ
か

ら
な

い
よ

う
に

す
る

。
す

る
。

・
必

要
な

物
を

用
意

し
て

か
ら

食
事

を
す

る
。

す
る

。

・
周

囲
に

物
を

置
か

な
い

。
・

交
換

時
に

物
に

ぶ
つ

か
ら

な
い

よ
う

に
す

る
。

・
安

全
な

環
境

の
中

で
睡

眠
で

き
る

よ
う

に
す

る
・

交
換

時
に

物
に

ぶ
つ

か
ら

な
い

よ
う

に
す

る
。

・
汚

物
は

速
や

か
に

処
理

す
る

。
（
物

が
落

ち
て

こ
な

い
、

適
度

な
採

光
な

ど
）

1
0

睡
眠

・
室

内
の

物
が

落
ち

て
こ

な
い

よ
う

に
す

る
。

・
顔

色
、

呼
吸

、
う

つ
ぶ

せ
、

体
温

、
周

囲
の

状
況

な
ど

を
、

5
分

・
必

要
な

物
を

準
備

し
て

か
ら

お
む

つ
を

交
換

お
き

に
確

認
す

る
。

睡
眠

時
チ

ェ
ッ

ク
表

に
記

入
す

る
。

す
る

。

1
1

そ
の

他
・

交
換

時
に

物
に

ぶ
つ

か
ら

な
い

よ
う

に
す

る
。

・
応

急
処

置
、

救
命

処
置

を
確

認
す

る
。

・
何

か
あ

っ
た

ら
自

己
判

断
せ

ず
、

施
設

長
、

主
任

に
伝

え
る

。

・
避

難
経

路
を

確
認

、
確

保
す

る
。

　
０

歳
児

　
室

内
保

育
の

確
認

事
項

・配
慮

事
項

　

室
内

保
育

の
確

認
事

項
（
０

歳
児

）
第

１
期

（
２

～
４

か
月

）
第

２
期

（
５

～
８

か
月

）
第

３
期

（
９

～
１

１
か

月
）

配 慮 事 項

物 的

第
４

期
（
１

２
～

１
４

か
月

）

人 的

予 想 さ れ る 子 ど も の 行 動
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1
視

診

・
保

護
者

へ
の

聞
き

取
り

や
連

絡
ノ

ー
ト

で
確

認
を

す
る

。
［
遊

び
］

・
・

必
要

が
あ

れ
ば

検
温

を
す

る
。

・
〇

一
人

一
人

の
発

達
状

態
を

把
握

し
て

危
険

の
な

い
・

広
い

空
間

を
用

意
し

、
床

に
物

が
落

ち
て

い
た

り
、

2
身

支
度

の
確

認
を

す
る

。
よ

う
に

そ
ば

で
見

守
る

。
障

害
物

が
な

い
よ

う
に

す
る

。

・
靴

下
を

脱
が

せ
る

。
・
す

そ
の

長
い

ズ
ボ

ン
は

ま
く
る

。
・
フ

ー
ド

付
き

の
服

は
・玩

具
の

取
り

合
い

で
叩

く
、

押
す

、
噛

み
つ

く
等

の
ト

ラ
ブ

ル
が

〇
一

緒
に

遊
び

な
が

ら
、

一
人

一
人

の
思

い
を

・
十

分
な

玩
具

を
確

保
す

る
。

脱
が

せ
る

。
・
気

温
に

応
じ

て
衣

服
を

調
節

す
る

。
発

生
す

る
。

汲
み

取
っ

て
い

く
。

3
人

数
確

認

・
活

動
前

後
や

活
動

中
な

ど
常

に
確

認
す

る
。

・
・

遊
び

の
中

で
歩

く
な

ど
の

行
動

に
誘

導
す

る
。

・
裸

足
に

す
る

。

・
子

ど
も

の
遊

ん
で

い
る

位
置

を
確

認
す

る
。

・
整

理
整

頓
を

す
る

。

4
室

内
の

環
境

整
備

・
・

床
が

濡
れ

た
ら

す
ぐ

に
拭

き
取

る
。

・
テ

ー
ブ

ル
は

使
用

す
る

時
に

出
す

。

・
室

温
や

湿
度

の
調

節
や

換
気

を
す

る
。

・
状

況
に

応
じ

た
言

葉
か

け
を

行
う

。
・

踏
み

台
に

な
る

よ
う

な
物

を
置

か
な

い
。

・
室

内
に

危
険

な
物

が
な

い
か

確
認

を
す

る
。

・
・

危
険

な
行

為
は

す
ぐ

に
止

め
る

。
・

棚
や

机
の

上
な

ど
に

は
危

険
な

物
を

置
か

な
い

。

・
落

下
防

止
の

確
認

を
す

る
。

（
高

い
と

こ
ろ

や
窓

の
近

く
に

物
を

置
か

な
い

）
所

に
あ

る
物

を
取

ろ
う

と
し

た
り

す
る

。

・
転

ん
だ

り
、

つ
ま

づ
い

た
り

し
な

い
よ

う
に

玩
具

が
散

ら
か

っ
て

い
な

い
か

確
認

・
玩

具
は

水
洗

い
や

水
拭

き
を

し
て

清
潔

に
保

つ
。

す
る

。
・

玩
具

を
投

げ
た

り
、

口
に

く
わ

え
た

ま
ま

歩
く
。

・
危

険
な

箇
所

に
ク

ッ
シ

ョ
ン

材
を

付
け

る
。

・
子

ど
も

の
手

の
届

く
所

に
危

険
な

物
を

置
か

な
い

。
・

・
保

育
者

間
で

声
を

か
け

合
い

、
扉

が
閉

ま
っ

て
い

る
・

扉
や

引
き

出
し

に
は

、
開

閉
で

き
な

い
よ

う
な

・
隙

間
や

死
角

を
作

ら
な

い
よ

う
に

す
る

。
開

閉
を

し
て

指
を

挟
む

。
か

確
認

す
る

。
ス

ト
ッ

パ
ー

を
付

け
る

。

・
玩

具
の

消
毒

、
破

損
の

確
認

を
す

る
。

・
机

の
位

置
や

向
き

を
工

夫
す

る
。

・
扉

に
ス

ト
ッ

パ
ー

を
付

け
る

。
・

戸
の

カ
ギ

を
開

け
閉

め
し

よ
う

と
す

る
。

5
玩

具
を

使
っ

た
遊

び

・
保

育
者

の
配

置
を

確
認

す
る

。
・

テ
ー

ブ
ル

の
下

や
物

の
隙

間
に

入
ろ

う
と

す
る

。
・

保
育

者
も

一
緒

に
遊

ぶ
こ

と
で

安
全

な
遊

び
方

を
・

死
角

と
な

る
ス

ペ
ー

ス
を

作
ら

な
い

。

・
玩

具
は

人
数

分
を

用
意

し
遊

ぶ
ス

ペ
ー

ス
を

作
る

。
伝

え
る

。
・

危
険

な
箇

所
に

ク
ッ

シ
ョ

ン
材

を
付

け
る

。

・
玩

具
の

大
き

さ
を

確
認

す
る

。
・

（
ト

イ
レ

ッ
ト

ペ
ー

パ
ー

の
芯

を
通

る
サ

イ
ズ

の
玩

具
は

置
か

な
い

）

・
使

用
し

て
い

な
い

玩
具

は
片

付
け

る
。

・
散

ら
ば

っ
た

玩
具

に
つ

ま
ず

い
て

転
倒

す
る

。
・

散
ら

ば
っ

た
玩

具
は

細
め

に
片

付
け

る
。

・
玩

具
の

箱
を

片
付

け
る

。
・

子
ど

も
た

ち
が

集
中

し
て

遊
べ

る
空

間
を

作
る

。

6
体

を
使

っ
た

遊
び

・
興

味
の

あ
る

遊
び

に
個

人
差

が
あ

る
。

・
様

々
な

玩
具

を
準

備
す

る
。

・
大

型
遊

具
を

設
置

す
る

ス
ペ

ー
ス

を
確

保
す

る
。

・
設

置
の

際
に

は
周

り
に

マ
ッ

ト
を

敷
く
。

［
食

事
］

・
遊

具
を

使
用

す
る

際
に

は
必

ず
保

育
者

が
そ

ば
に

付
く
。

・
ス

プ
ー

ン
や

フ
ォ

ー
ク

を
使

っ
て

食
べ

る
。

・
保

育
者

は
子

ど
も

の
様

子
が

見
や

す
い

位
置

に
・

食
事

に
使

用
す

る
物

（
台

拭
き

、
口

拭
き

、
エ

プ
ロ

ン

・
休

憩
ス

ペ
ー

ス
を

確
保

す
る

。
付

く
。

等
）
は

、
事

前
に

準
備

し
て

お
く
。

7
食

事
・

挨
拶

を
す

る
こ

と
で

区
切

り
を

つ
け

、
落

ち
着

い
て

・
水

分
を

取
り

、
の

ど
を

潤
わ

せ
て

か
ら

食
べ

さ
せ

る
。

食
事

が
で

き
る

よ
う

に
す

る
。

・
誤

飲
の

な
い

よ
う

に
、

食
べ

物
の

硬
さ

や
大

き
さ

、
量

等
を

考
え

て
食

べ
さ

せ
・

う
ま

く
使

え
ず

、
か

き
込

ん
で

食
べ

て
し

ま
う

。
・

一
口

の
適

量
を

知
ら

せ
る

。

る
。

・
喉

を
潤

し
な

が
ら

食
事

を
す

る
。

・
食

事
を

終
わ

り
に

す
る

時
は

、
口

に
物

が
入

っ
て

い
な

い
か

を
確

認
す

る
。

・
噛

ま
ず

に
飲

み
込

も
う

と
す

る
。

・
食

べ
物

を
か

き
込

ん
だ

り
、

詰
め

込
ん

だ
り

し
な

い

8
排

泄
よ

う
に

様
子

を
見

る
。

・
お

む
つ

の
交

換
中

に
離

れ
な

い
。

・
苦

手
な

物
や

食
べ

に
く
い

食
材

を
口

の
中

に
た

め
込

む
。

・
よ

く
噛

ん
で

食
べ

る
こ

と
を

声
か

け
す

る
。

・
周

囲
に

物
を

置
か

な
い

。
　

　
・
汚

物
は

速
や

か
に

処
理

す
る

。

9
睡

眠
・

食
事

中
眠

く
な

る
。

・
顔

色
、

呼
吸

、
う

つ
ぶ

せ
、

体
温

、
周

囲
の

状
況

な
ど

を
、

5
分

お
き

に
確

認
す

る
。

・
睡

眠
時

チ
ェ

ッ
ク

表
に

記
入

す
る

。
［
排

泄
］

1
0

そ
の

他
・

ト
イ

レ
の

中
で

遊
ぶ

。
・

ト
イ

レ
の

中
に

保
育

者
が

付
き

、
使

い
方

を
・

ト
イ

レ
の

中
の

整
理

整
頓

を
す

る
。

・
応

急
処

置
、

救
命

処
置

を
確

認
す

る
。

知
ら

せ
た

り
危

険
の

な
い

よ
う

に
し

た
り

す
る

。
・

床
が

濡
れ

て
い

な
い

よ
う

に
す

る
。

・
何

か
あ

っ
た

ら
自

己
判

断
せ

ず
、

施
設

長
、

主
任

に
伝

え
る

。
［
睡

眠
］

・
避

難
経

路
を

確
認

、
確

保
す

る
。

・
睡

眠
中

の
体

調
や

体
勢

が
変

化
す

る
。

・
午

睡
中

の
様

子
や

表
情

な
ど

を
把

握
す

る
。

・
午

睡
中

、
採

光
に

配
慮

し
様

子
を

確
認

す
る

。

・
保

育
者

間
で

連
携

を
す

る
。

個
別

の
カ

ゴ
や

引
き

出
し

等
を

引
っ

ぱ
り

出
し

て
遊

ぶ
。

よ
ち

よ
ち

歩
き

等
で

バ
ラ

ン
ス

を
崩

し
て

転
倒

す
る

。

走
り

回
っ

て
人

や
物

に
衝

突
す

る
。

滑
っ

て
転

倒
す

る
。

棚
や

テ
ー

ブ
ル

の
上

な
ど

の
高

い
所

に
登

ろ
う

と
し

た
り

、
高

い

扉
が

開
い

て
い

て
出

て
行

こ
う

と
し

た
り

、
扉

や
引

き
出

し
の

１
歳

児
　

室
内

保
育

の
確

認
事

項
・配

慮
事

項

室
内

保
育

の
確

認
事

項
（
 １

歳
児

）
予

想
さ

れ
る

子
ど

も
の

行
動

配
慮

事
項

人
的

物
的
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1
視

診

・
保

護
者

へ
の

聞
き

取
り

や
連

絡
ノ

ー
ト

で
確

認
を

す
る

。
［
自

由
遊

び
］

・
・

必
要

が
あ

れ
ば

検
温

を
す

る
。

・
玩

具
の

数
を

十
分

に
用

意
す

る
。

・
身

支
度

の
確

認
を

す
る

。
（
遊

び
に

適
し

た
服

装
か

確
認

す
る

）
・

噛
み

つ
く
。

・
引

っ
か

く
。

・
物

や
場

所
を

取
り

合
う

。
汲

み
取

っ
て

い
く
。

2
人

数
確

認
・

引
っ

張
り

合
う

。
・
押

す
。

・
叩

く
。

・
個

々
の

遊
び

の
ス

ペ
ー

ス
を

確
保

す
る

。

・
活

動
前

後
や

活
動

中
な

ど
常

に
確

認
す

る
。

・
相

手
の

気
持

ち
を

伝
え

、
仲

立
ち

を
し

な
が

ら
交

替
で

・
子

ど
も

の
遊

ん
で

い
る

位
置

や
人

数
を

確
認

す
る

。
使

え
る

よ
う

に
す

る
。

3
室

内
の

環
境

整
備

〇
走

り
回

る
。

・
室

温
や

湿
度

の
調

節
や

換
気

を
す

る
。

・
転

倒
す

る
。

・
衝

突
す

る
。

・
滑

る
。

・
狭

い
場

所
で

の
遊

び
を

工
夫

す
る

。
・

体
を

動
か

す
時

間
や

場
所

を
用

意
す

る
。

・
室

内
に

危
険

な
物

が
な

い
か

確
認

を
す

る
。

・
前

を
見

て
歩

く
よ

う
声

を
か

け
る

。
・

体
を

動
か

す
遊

び
を

提
供

す
る

。

・
落

下
防

止
の

確
認

を
す

る
。

（
高

い
と

こ
ろ

や
窓

の
近

く
に

物
を

置
か

な
い

）

・
転

ん
だ

り
、

つ
ま

づ
い

た
り

し
な

い
よ

う
に

玩
具

が
散

ら
か

っ
て

い
な

い
か

［
危

険
箇

所
に

触
れ

る
］

確
認

す
る

。
〇

テ
ー

ブ
ル

や
椅

子
等

高
い

所
に

登
る

。
・

テ
ー

ブ
ル

や
椅

子
は

、
登

る
と

危
険

で
あ

る
こ

と
を

・
登

れ
な

い
よ

う
、

椅
子

や
机

の
片

付
け

方
を

・
危

険
な

箇
所

に
ク

ッ
シ

ョ
ン

材
を

付
け

る
。

・
転

落
す

る
。

繰
り

返
し

伝
え

る
。

工
夫

す
る

。
（
場

所
や

重
ね

方
な

ど
）

・
子

ど
も

の
手

の
届

く
所

に
危

険
な

物
を

置
か

な
い

。
・

体
を

動
か

す
遊

び
が

で
き

る
場

所
や

道
具

を

・
隙

間
や

死
角

を
作

ら
な

い
。

準
備

す
る

。
（
跳

び
箱

な
ど

）

・
玩

具
の

消
毒

、
破

損
の

確
認

を
す

る
。

・
扉

に
ス

ト
ッ

パ
ー

を
付

け
る

。
〇

ヒ
ー

タ
ー

に
触

る
。

・
危

険
で

あ
る

こ
と

を
繰

り
返

し
伝

え
る

。
・

ス
ト

ー
ブ

の
周

り
に

物
を

置
か

な
い

。

・
子

ど
も

達
が

使
用

す
る

テ
ー

ブ
ル

や
椅

子
な

ど
の

確
認

を
す

る
。

・
ヒ

ー
タ

ー
の

柵
の

中
に

玩
具

を
入

れ
る

。
・

ヒ
ー

タ
ー

や
出

入
口

付
近

で
は

遊
ば

な
い

こ
と

を
・

近
付

か
な

い
場

所
を

明
確

に
示

す
。

（
ネ

ジ
の

緩
み

、
椅

子
の

キ
ャ

ッ
プ

の
は

ず
れ

、
テ

ー
ブ

ル
の

高
さ

）
伝

え
る

。

4
玩

具
を

使
っ

た
遊

び

・
保

育
者

の
配

置
を

確
認

す
る

。
〇

ド
ア

や
引

き
出

し
を

開
け

閉
め

す
る

。
・

開
け

閉
め

は
保

育
者

が
行

う
こ

と
を

繰
り

返
し

・
ド

ア
や

引
き

出
し

に
は

、
ス

ト
ッ

パ
ー

を
付

け
る

。

・
玩

具
は

遊
び

に
応

じ
た

数
を

用
意

し
、

遊
ぶ

ス
ペ

ー
ス

を
作

る
。

伝
え

る
。

・
指

は
さ

み
込

み
防

止
の

ク
ッ

シ
ョ

ン
を

付
け

る
。

・
玩

具
の

大
き

さ
を

確
認

す
る

。
〇

物
を

投
げ

る
。

・
飛

散
防

止
フ

ィ
ル

ム
を

貼
る

な
ど

環
境

を
整

え
る

。

（
ト

イ
レ

ッ
ト

ペ
ー

パ
ー

の
芯

を
通

る
サ

イ
ズ

の
玩

具
は

置
か

な
い

）

5
体

を
使

っ
た

遊
び

〇
水

道
付

近
の

濡
れ

た
床

で
滑

る
。

・
水

の
出

し
過

ぎ
の

時
は

、
遊

び
に

な
ら

な
い

よ
う

に
・

濡
れ

た
際

は
速

や
か

に
拭

く
。

・
大

型
遊

具
を

設
置

す
る

ス
ペ

ー
ス

を
確

保
し

、
周

り
に

マ
ッ

ト
を

敷
く
。

声
を

か
け

る
。

・
遊

具
を

使
用

す
る

際
に

は
必

ず
保

育
者

が
そ

ば
に

付
く
。

・
休

憩
ス

ペ
ー

ス
を

確
保

す
る

。
［
食

事
］

6
食

事
・

ス
プ

ー
ン

や
フ

ォ
ー

ク
を

使
っ

て
食

べ
る

。
・

保
育

者
は

子
ど

も
の

様
子

が
見

や
す

い
位

置
に

・
食

事
に

使
用

す
る

物
（
台

拭
き

、
口

拭
き

、
エ

プ
ロ

ン

・
水

分
を

取
り

、
の

ど
を

潤
わ

せ
て

か
ら

食
べ

さ
せ

る
。

付
く
。

等
）
は

、
事

前
に

準
備

し
て

お
く
。

・
誤

飲
の

な
い

よ
う

に
、

食
べ

物
の

硬
さ

や
大

き
さ

、
量

等
を

考
え

て
・

う
ま

く
使

え
ず

、
か

き
込

ん
で

食
べ

て
し

ま
う

。
・

挨
拶

を
す

る
こ

と
で

区
切

り
を

つ
け

、
落

ち
着

い
て

食
べ

さ
せ

る
。

食
事

が
で

き
る

よ
う

に
す

る
。

・
体

の
大

き
さ

に
合

っ
た

テ
ー

ブ
ル

や
椅

子
を

使
用

す
る

。

・
食

事
を

終
わ

り
に

す
る

時
は

、
口

に
物

が
入

っ
て

い
な

い
か

を
確

認
す

る
。

・
噛

ま
ず

に
飲

み
込

も
う

と
す

る
。

・
一

口
の

適
量

を
知

ら
せ

る
。

7
排

泄
・

喉
を

潤
し

な
が

ら
食

事
を

す
る

。

・
ト

イ
レ

の
内

に
保

育
者

が
付

き
、

危
険

の
な

い
よ

う
に

す
る

。
・

苦
手

な
物

や
食

べ
に

く
い

食
材

を
口

の
中

に
た

め
込

む
。

・
食

べ
物

を
か

き
込

ん
だ

り
、

詰
め

込
ん

だ
り

し
な

い

8
睡

眠
よ

う
に

様
子

を
見

る
。

・
顔

色
、

呼
吸

、
体

位
、

体
温

、
周

囲
の

状
況

な
ど

を
、

１
０

分
お

き
に

確
認

す
る

。
・

お
し

ゃ
べ

り
や

遊
び

食
べ

を
す

る
。

・
よ

く
噛

ん
で

食
べ

る
こ

と
を

声
か

け
す

る
。

・
睡

眠
時

チ
ェ

ッ
ク

表
に

記
入

す
る

。
・

口
の

中
に

食
べ

物
が

あ
る

時
は

、
お

し
ゃ

べ
り

を

9
そ

の
他

・
食

事
中

に
離

席
す

る
。

し
な

い
よ

う
声

を
か

け
る

。

・
応

急
処

置
、

救
命

処
置

を
確

認
す

る
。

・
何

か
あ

っ
た

ら
自

己
判

断
せ

ず
、

施
設

長
、

主
任

に
伝

え
る

。
［
排

泄
］

・
避

難
経

路
を

確
認

、
確

保
す

る
。

・
ト

イ
レ

の
中

で
遊

ぶ
。

・
ト

イ
レ

の
中

に
保

育
者

が
付

き
、

使
い

方
を

・
ト

イ
レ

の
中

の
整

理
整

頓
を

す
る

。

・
保

育
者

間
で

連
携

を
す

る
。

知
ら

せ
た

り
危

険
の

な
い

よ
う

に
し

た
り

す
る

。
・

床
が

濡
れ

て
い

な
い

よ
う

に
す

る
。

［
睡

眠
］

・
睡

眠
中

の
体

調
や

体
勢

が
変

化
す

る
。

・
午

睡
中

の
様

子
や

表
情

な
ど

を
把

握
す

る
。

・
午

睡
中

、
採

光
に

配
慮

し
様

子
を

確
認

す
る

。

〇
 玩

具
の

取
り

合
い

や
ト

ラ
ブ

ル
が

起
き

る
。

〇
 一

緒
に

遊
び

な
が

ら
、

一
人

一
人

の
思

い
を

〇
 言

葉
で

や
り

と
り

が
で

き
る

よ
う

に
経

験
さ

せ
て

い
く
。

物
的

２
歳

児
　

室
内

保
育

の
確

認
事

項
・配

慮
事

項

室
内

保
育

の
確

認
事

項
（
 ２

歳
児

）
予

想
さ

れ
る

子
ど

も
の

行
動

配
慮

事
項

人
的
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1
視

診

・
保

護
者

へ
の

聞
き

取
り

を
す

る
。

［
自

由
遊

び
］

・
必

要
な

時
は

検
温

を
す

る
。

・
お

互
い

の
気

持
ち

を
伝

え
仲

立
ち

を
す

る
。

・
遊

び
に

応
じ

た
数

の
玩

具
を

用
意

す
る

。

・
身

支
度

の
確

認
を

す
る

。
（
遊

び
に

適
し

た
服

装
か

確
認

す
る

）
・

噛
み

つ
く
。

・
引

っ
か

く
。

・
叩

く
。

・
言

葉
で

や
り

と
り

が
で

き
る

よ
う

に
促

す
。

・
順

番
が

わ
か

る
よ

う
に

す
る

。

2
人

数
確

認
・

押
す

。
・
泣

く
。

・
大

声
を

出
す

。
・

順
番

で
遊

べ
る

よ
う

に
具

体
的

な
方

法
を

示
す

。
（
時

計
の

針
で

示
す

・
数

を
数

え
る

）

・
活

動
の

前
後

や
活

動
中

な
ど

、
常

に
確

認
す

る
。

・
・

遊
ぶ

ス
ペ

ー
ス

を
分

け
る

。

・
子

ど
も

の
遊

ん
で

い
る

位
置

や
人

数
を

確
認

す
る

。
・

・
玩

具
の

出
し

過
ぎ

に
注

意
し

、
定

期
的

に
片

付
け

る
。

3
室

内
の

環
境

整
備

・
室

温
、

湿
度

の
調

整
や

換
気

を
す

る
。

〇
走

り
回

る
。

・
狭

い
場

所
で

の
遊

び
を

工
夫

す
る

。
・

体
を

動
か

す
時

間
や

場
所

を
用

意
す

る
。

・
室

内
に

危
険

な
物

が
な

い
か

確
認

す
る

。
・

転
倒

す
る

。
・
衝

突
す

る
。

・
滑

る
。

・
危

険
性

を
具

体
的

に
伝

え
る

。
・

体
を

動
か

す
遊

び
を

提
供

す
る

。

・
落

下
防

止
の

確
認

を
す

る
。

（
高

い
と

こ
ろ

や
窓

の
近

く
に

物
を

置
か

な
い

）

・
転

ん
だ

り
、

つ
ま

づ
い

た
り

し
な

い
よ

う
に

玩
具

が
散

ら
か

っ
て

い
な

い
か

確
認

す
る

。
[ 

一
斉

活
動

］

・
危

険
な

箇
所

に
ク

ッ
シ

ョ
ン

材
を

付
け

る
。

〇
制

作
遊

び

・
子

ど
も

の
手

の
届

く
所

に
危

険
な

物
を

置
か

な
い

。
・

・
は

さ
み

の
扱

い
方

や
使

い
方

を
知

ら
せ

る
。

・
は

さ
み

を
使

用
す

る
時

の
他

児
と

の
間

隔

・
隙

間
や

死
角

を
作

ら
な

い
。

（
座

る
位

置
）
に

配
慮

す
る

。

・
玩

具
の

消
毒

、
破

損
の

確
認

を
す

る
。

・
扉

に
ス

ト
ッ

パ
ー

を
付

け
る

。
・

使
用

後
は

保
育

者
が

子
ど

も
の

手
の

届
か

な
い

・
子

ど
も

達
が

使
用

す
る

テ
ー

ブ
ル

や
椅

子
等

の
確

認
を

す
る

。
所

に
片

付
け

る
。

（
ネ

ジ
の

緩
み

、
椅

子
の

キ
ャ

ッ
プ

の
は

ず
れ

、
テ

ー
ブ

ル
の

高
さ

）
〇

運
動

遊
び

・
・

落
下

す
る

。
・
衝

突
す

る
。

・
転

倒
す

る
。

・
子

ど
も

の
興

味
や

関
心

を
把

握
し

、
遊

び
の

様
子

を
・

安
全

に
遊

べ
る

ス
ペ

ー
ス

及
び

人
数

の
調

整
を

・
指

を
挟

む
。

見
守

る
。

行
う

。

・
壁

面
装

飾
、

掲
示

物
、

備
品

の
色

彩
な

ど
に

配
慮

し
、

子
ど

も
が

集
中

し
て

・
周

り
の

子
ど

も
達

の
状

況
に

気
付

け
る

よ
う

に
声

を
・

用
具

の
安

全
点

検
を

す
る

。

遊
び

や
活

動
に

取
り

組
め

る
環

境
を

作
る

。
か

け
る

。

・
子

ど
も

が
自

主
的

に
遊

び
、

片
付

け
が

で
き

る
工

夫
を

す
る

。
・

用
具

の
正

し
い

使
い

方
を

知
ら

せ
る

。
・

用
具

の
出

し
入

れ
を

し
や

す
く
し

て
お

く
。

・
個

人
の

持
ち

物
や

よ
く
使

う
玩

具
は

手
の

届
く
所

に
置

く
。

・
遊

び
の

コ
ー

ナ
ー

分
け

を
す

る
。

〇
集

団
遊

び

4
玩

具
を

使
っ

た
遊

び
・

友
達

と
ト

ラ
ブ

ル
に

な
る

。
・

一
緒

に
遊

び
な

が
ら

ル
ー

ル
を

教
え

る
。

・
遊

び
の

内
容

に
応

じ
た

場
所

を
設

定
す

る
。

・
保

育
者

の
配

置
を

確
認

す
る

。
・

衝
突

す
る

。

・
玩

具
の

数
や

種
類

は
、

子
ど

も
の

興
味

関
心

に
合

わ
せ

て
臨

機
応

変
に

対
応

す
る

。

5
体

を
使

っ
た

遊
び

［
生

活
習

慣
］

・
大

型
遊

具
を

設
置

す
る

ス
ペ

ー
ス

を
確

保
し

、
必

要
に

応
じ

て
周

り
に

マ
ッ

ト
を

敷
く

。
〇

歯
磨

き
・

歯
み

が
き

は
座

っ
て

行
い

、
歯

ブ
ラ

シ
を

口
に

く
わ

え

・
遊

具
を

使
用

す
る

際
に

は
、

必
ず

保
育

者
が

そ
ば

に
付

く
。

・
歯

ブ
ラ

シ
を

口
に

入
れ

た
ま

ま
歩

く
。

て
歩

か
な

い
こ

と
を

教
え

る
。

・
遊

び
の

約
束

事
を

丁
寧

に
伝

え
る

。
・

歯
ブ

ラ
シ

の
先

を
友

達
に

向
け

る
。

・
使

用
後

は
す

ぐ
保

育
者

が
片

付
け

る
。

6
食

事

・
食

べ
物

の
硬

さ
や

大
き

さ
、

量
な

ど
を

考
え

て
食

べ
さ

せ
る

。
［
危

険
箇

所
に

触
れ

る
］

・
魚

に
は

、
骨

が
あ

る
こ

と
を

伝
え

、
注

意
す

る
。

〇

・
箸

の
取

り
扱

い
を

教
え

る
。

（
持

っ
て

歩
か

な
い

、
振

り
回

さ
な

い
）

・
・

危
険

で
あ

る
こ

と
を

繰
り

返
し

伝
え

る
。

・
ヒ

ー
タ

ー
の

周
り

に
物

を
置

か
な

い
。

7
睡

眠

・
睡

眠
中

は
、

あ
る

程
度

の
明

る
さ

を
確

保
し

、
子

ど
も

の
眠

っ
て

い
る

様
子

や
〇

・
静

か
に

開
閉

す
る

よ
う

伝
え

る
。

・
扉

や
引

き
出

し
に

ス
ト

ッ
パ

ー
を

付
け

る
。

表
情

の
変

化
を

3
0
分

お
き

に
確

認
し

、
睡

眠
時

チ
ェ

ッ
ク

表
に

記
入

す
る

。
・

指
は

さ
み

防
止

の
ク

ッ
シ

ョ
ン

を
付

け
る

。

8
そ

の
他

・
物

を
投

げ
る

。

・
応

急
処

置
、

救
命

処
置

を
確

認
す

る
。

・
・

出
入

口
付

近
で

は
遊

ば
な

い
こ

と
を

伝
え

る
。

・
飛

散
防

止
フ

ィ
ル

ム
を

貼
る

な
ど

環
境

を
整

え
る

。

・
何

か
あ

っ
た

ら
自

己
判

断
せ

ず
、

施
設

長
、

主
任

に
伝

え
る

。

・
避

難
経

路
を

確
認

、
確

保
す

る
。

・
・

水
の

出
し

過
ぎ

の
時

は
声

を
か

け
、

遊
び

に
な

ら
な

・
濡

れ
た

際
は

速
や

か
に

拭
く
。

・
保

育
者

間
で

連
携

を
す

る
。

い
よ

う
に

す
る

。

物
的

〇
 玩

具
の

取
り

合
い

や
ト

ラ
ブ

ル
が

起
き

る
。

は
さ

み
の

先
を

友
達

に
向

け
る

。

ガ
ラ

ス
を

割
る

。

水
道

付
近

の
濡

れ
た

床
で

滑
る

。

ヒ
ー

タ
ー

に
触

れ
る

。

ヒ
ー

タ
ー

の
柵

の
中

に
玩

具
を

入
れ

る
。

扉
や

引
き

出
し

に
指

な
ど

を
挟

む
。

子
ど

も
の

動
線

に
配

慮
し

て
、

棚
、

オ
ル

ガ
ン

、
椅

子
、

机
、

用
品

、
玩

具
等

を
配

置
す

る
。

・
用

具
を

足
に

落
と

す
。

（
人

に
向

け
な

い
、

振
り

回
さ

な
い

、
座

っ
て

使
用

　
す

る
）

保
育

者
に

訴
え

る
。

物
を

投
げ

る
。

３
歳

児
　

室
内

保
育

の
確

認
事

項
・配

慮
事

項

室
内

活
動

の
確

認
事

項
（
３

歳
児

）
予

想
さ

れ
る

子
ど

も
の

行
動

配
慮

事
項

人
的

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

 

1
視

診

・
保

護
者

へ
の

聞
き

取
り

を
す

る
。

［
自

由
遊

び
］

・
必

要
な

時
は

検
温

を
す

る
。

〇
・

気
持

ち
を

言
葉

で
伝

え
る

よ
う

促
し

た
り

、
具

体
的

な
・

興
味

や
関

心
に

合
わ

せ
た

玩
具

を
用

意
す

る
。

・
身

支
度

の
確

認
を

す
る

。
（
遊

び
に

適
し

た
服

装
か

確
認

す
る

）
・

叩
く
。

・
押

す
。

・
蹴

る
。

言
葉

を
知

ら
せ

た
り

す
る

。

2
人

数
確

認
・

引
っ

張
る

。
・

相
手

の
気

持
ち

を
考

え
て

行
動

で
き

る
よ

う
に

す
る

。

・
活

動
の

前
後

や
活

動
中

な
ど

、
常

に
確

認
す

る
。

・
物

を
投

げ
る

。

・
子

ど
も

の
遊

ん
で

い
る

位
置

や
人

数
を

確
認

す
る

。

3
室

内
の

環
境

整
備

・
室

温
、

湿
度

の
調

整
や

換
気

を
す

る
。

〇

・
室

内
に

危
険

な
物

が
な

い
か

確
認

す
る

。
・

転
倒

す
る

。
・
衝

突
す

る
。

・
滑

る
。

・
室

内
で

の
遊

び
方

を
知

ら
せ

、
行

為
の

善
し

悪
し

を
・

体
を

動
か

す
時

間
や

場
所

な
ど

環
境

を
整

え
る

。

・
落

下
防

止
の

確
認

を
す

る
。

（
高

い
と

こ
ろ

や
窓

の
近

く
に

物
を

置
か

な
い

）
一

緒
に

考
え

る
。

・
体

を
動

か
す

遊
び

を
提

供
す

る
。

・
転

ん
だ

り
、

つ
ま

づ
い

た
り

し
な

い
よ

う
に

玩
具

が
散

ら
か

っ
て

い
な

い
か

確
認

す
る

。
・

走
る

こ
と

の
危

険
性

に
気

付
か

せ
る

。

・
危

険
な

箇
所

に
ク

ッ
シ

ョ
ン

材
を

付
け

る
。

・
周

囲
を

よ
く
見

て
行

動
す

る
よ

う
声

を
か

け
る

。

・
子

ど
も

の
手

の
届

く
所

に
危

険
な

物
を

置
か

な
い

。

・
隙

間
や

死
角

を
作

ら
な

い
。

・
玩

具
の

消
毒

、
破

損
の

確
認

を
す

る
。

[ 
一

斉
活

動
］

・
扉

に
ス

ト
ッ

パ
ー

を
付

け
る

。
〇

制
作

遊
び

・
子

ど
も

達
が

使
用

す
る

テ
ー

ブ
ル

や
椅

子
等

の
確

認
を

す
る

。
・

鉛
筆

の
先

を
友

達
に

向
け

る
。

・
は

さ
み

や
鉛

筆
の

扱
い

方
や

使
い

方
を

確
認

す
る

。
・

定
期

的
に

道
具

箱
の

整
理

整
頓

を
す

る
。

（
ネ

ジ
の

緩
み

、
椅

子
の

キ
ャ

ッ
プ

の
は

ず
れ

、
テ

ー
ブ

ル
の

高
さ

）
・

は
さ

み
や

テ
ー

プ
台

な
ど

で
手

指
を

切
る

。
（
人

に
向

け
な

い
、

振
り

回
さ

な
い

、
座

っ
て

使
用

・
子

ど
も

の
動

線
に

配
慮

し
て

、
棚

、
オ

ル
ガ

、
椅

子
、

机
、

用
品

、
玩

具
等

を
配

置
す

る
。

す
る

）

・
子

ど
も

が
自

主
的

に
遊

び
、

片
付

け
が

で
き

る
工

夫
を

す
る

。
〇

運
動

遊
び

・
個

人
の

持
ち

物
や

よ
く
使

う
玩

具
は

手
の

届
く
所

に
置

く
。

・
・

用
具

の
正

し
い

使
い

方
を

知
ら

せ
る

。
・

安
全

に
遊

べ
る

ス
ペ

ー
ス

及
び

人
数

の
調

整
を

・
遊

び
の

コ
ー

ナ
ー

分
け

を
す

る
。

・
指

を
挟

む
。

　
　

・
衝

突
す

る
。

　
　

・
転

倒
す

る
。

・
ル

ー
ル

や
約

束
を

確
認

す
る

。
行

う
。

4
玩

具
を

使
っ

た
遊

び
・

順
番

や
動

線
に

配
慮

す
る

。
・

用
具

の
安

全
点

検
を

す
る

。

・
保

育
者

の
配

置
を

確
認

す
る

。
・

用
具

の
出

し
入

れ
を

し
や

す
く
し

て
お

く
。

・
玩

具
の

数
や

種
類

は
、

子
ど

も
の

興
味

関
心

に
合

わ
せ

て
臨

機
応

変
に

対
応

す
る

。
〇

集
団

あ
そ

び

5
体

を
使

っ
た

遊
び

・
友

達
と

ト
ラ

ブ
ル

に
な

る
。

・
ル

ー
ル

の
確

認
を

す
る

。

・
大

型
遊

具
を

設
置

す
る

ス
ペ

ー
ス

を
確

保
し

、
必

要
に

応
じ

て
周

り
に

マ
ッ

ト
を

敷
く
。

・
衝

突
す

る
。

・
遊

び
の

内
容

に
応

じ
た

場
所

を
設

定
す

る
。

・
遊

具
を

使
用

す
る

際
に

は
、

必
ず

保
育

者
が

そ
ば

に
付

く
。

・
遊

び
の

約
束

事
を

丁
寧

に
伝

え
る

。
〇

調
理

活
動

6
食

事
・

包
丁

や
ピ

ー
ラ

ー
の

使
用

中
に

ケ
ガ

を
す

る
。

・
人

に
向

け
た

り
、

振
り

回
し

た
り

し
な

い
よ

う
に

伝
え

る
。

・
調

理
用

具
の

安
全

点
検

を
行

う
。

・
早

食
い

に
な

ら
な

い
よ

う
に

、
よ

く
噛

ん
で

食
べ

る
こ

と
を

伝
え

る
。

（
サ

ビ
、

歪
み

、
緩

み
）

・
魚

に
は

、
骨

が
あ

る
こ

と
を

伝
え

、
注

意
す

る
。

・
安

全
に

活
動

で
き

る
よ

う
子

ど
も

と
保

育
者

の
人

数

・
箸

の
取

り
扱

い
を

教
え

る
。

（
持

っ
て

歩
か

な
い

、
振

り
回

さ
な

い
）

を
調

節
す

る
。

7
睡

眠

・
睡

眠
中

は
、

あ
る

程
度

の
明

る
さ

を
確

保
し

、
子

ど
も

の
眠

っ
て

い
る

様
子

や
表

情
の

変
化

を
3
0
分

お
き

に
確

認
し

、
睡

眠
時

チ
ェ

ッ
ク

表
に

記
入

す
る

。
［
危

険
箇

所
に

触
れ

る
］

8
そ

の
他

〇

・
応

急
処

置
、

救
命

処
置

を
確

認
す

る
。

・
・

危
険

で
あ

る
こ

と
を

繰
り

返
し

伝
え

る
。

・
ヒ

ー
タ

ー
の

周
り

に
物

を
置

か
な

い
。

・
何

か
あ

っ
た

ら
自

己
判

断
せ

ず
、

施
設

長
、

主
任

に
伝

え
る

。

・
避

難
経

路
を

確
認

、
確

保
す

る
。

〇
・

静
か

に
戸

を
開

け
閉

め
す

る
よ

う
伝

え
る

。
・

扉
や

引
き

出
し

に
ス

ト
ッ

パ
ー

を
付

け
る

。

・
保

育
者

間
で

連
携

を
す

る
。

・
指

は
さ

み
防

止
の

ク
ッ

シ
ョ

ン
を

付
け

る
。

〇
物

を
投

げ
る

。
・

危
険

な
所

や
行

為
を

知
ら

せ
る

。

〇
・

出
入

口
付

近
で

は
遊

ば
な

い
こ

と
を

伝
え

る
。

・
飛

散
防

止
フ

ィ
ル

ム
を

貼
る

な
ど

環
境

を
整

え
る

。

ヒ
ー

タ
ー

に
触

れ
る

。

ヒ
ー

タ
ー

の
柵

の
中

に
玩

具
を

入
れ

る
。

戸
に

指
や

体
を

挟
む

。

ガ
ラ

ス
を

割
る

。

玩
具

の
取

り
合

い
や

ト
ラ

ブ
ル

が
起

き
る

。

・
言

い
合

い
を

す
る

。

保
育

室
や

廊
下

を
走

る
。

落
下

す
る

。
　

　
・
用

具
を

足
に

落
と

す
。

４
・５

歳
児

　
室

内
保

育
の

確
認

事
項

・配
慮

事
項

室
内

活
動

の
確

認
事

項
（
４

・
５

歳
児

）
予

想
さ

れ
る

子
ど

も
の

行
動

配
慮

事
項

人
的

物
的
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・ ・ ・ ・ ・

〇
・ ・

レ
ジ

ャ
ー

シ
ー

ト
の

上
で

腹
ば

い
や

あ
お

向
け

で
遊

ぶ
。

目
に

入
る

も
の

を
じ

っ
と

見
る

。
ま

ぶ
し

そ
う

に
す

る
。

外
気

に
ふ

れ
る

。
友

達
と

接
触

す
る

。

沐
浴

嫌
が

っ
た

り
、

怖
が

っ
た

り
し

て
泣

く
。

気
持

ち
よ

さ
そ

う
な

表
情

を
す

る
。

・ ・ ・ ・ ・

〇
・ ・ ・

砂
、

石
な

ど
を

口
に

入
れ

よ
う

と
す

る
。

滑
っ

て
友

達
と

接
触

す
る

。
お

座
り

の
姿

勢
か

ら
バ

ラ
ン

ス
を

崩
し

て
倒

れ
る

。
興

味
あ

る
物

を
目

で
追

う
。

ず
り

ば
い

や
は

い
は

い
で

動
く
。

水
遊

び
嫌

が
っ

た
り

、
怖

が
っ

た
り

し
て

泣
く
。

喜
ん

で
水

に
触

れ
る

。
お

座
り

か
ら

バ
ラ

ン
ス

を
崩

し
、

倒
れ

そ
う

に
な

る
。

・ ・ ・

〇
・ ・ ・ ・

砂
や

石
な

ど
を

つ
か

ん
だ

り
、

口
に

入
れ

よ
う

と
す

る
。

砂
場

道
具

等
、

口
に

入
れ

よ
う

と
す

る
。

バ
ラ

ン
ス

を
崩

し
て

転
倒

す
る

。

水
遊

び
ふ

ち
に

つ
か

ま
っ

て
立

つ
。

滑
っ

て
転

倒
す

る
。

水
を

嫌
が

る
。

熱
中

症
で

体
調

不
良

に
な

る
。

・ ・ ・ ・

〇
・ ・ ・ ・

興
味

の
あ

る
方

へ
歩

い
て

行
く
。

虫
、

草
花

等
に

さ
わ

ろ
う

と
し

た
り

、
口

に
入

れ
よ

う
と

し
た

り
す

る
。

砂
、

小
石

な
ど

を
つ

か
ん

だ
り

、
口

に
入

れ
た

り
す

る
。

道
具

な
ど

を
持

っ
た

ま
ま

歩
く
。

水
遊

び
ふ

ち
に

つ
か

ま
っ

て
立

つ
。

滑
っ

て
転

倒
す

る
。

水
を

嫌
が

る
。

熱
中

症
で

体
調

不
良

に
な

る
。

人 的

・ ・

〇
・ ・ ・ ・ ・

一
人

一
人

の
発

達
状

態
を

把
握

し
て

、
危

険
の

な
い

よ
う

に
そ

ば
で

見
守

る
。

状
況

に
応

じ
た

言
葉

か
け

を
す

る
。

沐
浴

滑
ら

な
い

よ
う

に
体

を
し

っ
か

り
支

え
る

。
子

ど
も

か
ら

目
を

離
さ

な
い

。
保

育
者

が
言

葉
が

け
を

し
な

が
ら

、
楽

し
い

雰
囲

気
の

中
で

沐
浴

で
き

る
よ

う
に

す
る

。
目

や
口

に
水

が
入

ら
な

い
よ

う
に

す
る

。
す

ぐ
に

拭
け

る
よ

う
に

タ
オ

ル
を

そ
ば

に
置

い
て

お
く
。

〇
・ ・ ・

〇
・ ・ ・ ・ ・

砂
遊

び
砂

、
石

な
ど

を
口

に
入

れ
な

い
よ

う
、

す
ぐ

近
く
で

見
守

る
。

一
人

一
人

の
発

達
状

態
を

把
握

し
て

、
危

険
の

な
い

よ
う

に
そ

ば
で

見
守

る
。

状
況

に
応

じ
た

言
葉

か
け

を
す

る
。

水
遊

び
滑

ら
な

い
よ

う
に

体
を

し
っ

か
り

支
え

、
足

か
ら

そ
っ

と
入

れ
、

だ
ん

だ
ん

上
の

方
へ

か
け

て
い

く
。

子
ど

も
か

ら
目

を
離

さ
な

い
。

保
育

者
が

言
葉

が
け

し
な

が
ら

、
楽

し
い

雰
囲

気
の

中
で

遊
べ

る
よ

う
に

す
る

。
目

や
口

に
水

が
入

ら
な

い
よ

う
に

す
る

。
す

ぐ
に

拭
け

る
よ

う
に

タ
オ

ル
を

そ
ば

に
置

い
て

お
く
。

・ ・

〇
・ ・ ・

〇
・ ・

子
ど

も
の

興
味

、
関

心
の

あ
る

事
を

把
握

し
、

危
険

の
な

い
よ

う
に

見
守

る
。

こ
ま

め
な

水
分

補
給

を
行

う
。

砂
遊

び
砂

、
石

な
ど

を
口

に
入

れ
な

い
よ

う
、

す
ぐ

近
く
で

見
守

る
。

一
人

一
人

の
発

達
状

態
を

把
握

し
て

、
危

険
の

な
い

よ
う

に
そ

ば
で

見
守

る
。

状
況

に
応

じ
た

言
葉

か
け

を
す

る
。

水
遊

び
必

ず
保

育
者

が
そ

ば
に

付
き

、
危

険
の

な
い

よ
う

に
見

守
る

。
体

調
確

認
を

必
ず

行
う

。

・ ・ ・ ・ ・

〇
・ ・

子
ど

も
の

興
味

、
関

心
の

あ
る

事
を

把
握

し
、

危
険

の
な

い
よ

う
に

様
子

を
見

守
る

。
虫

、
草

花
は

一
緒

に
観

察
し

、
子

ど
も

の
様

子
や

対
象

物
の

状
態

を
見

な
が

ら
、

触
れ

た
り

ち
ぎ

っ
た

り
と

感
覚

を
楽

し
む

。
危

険
な

時
は

す
ぐ

に
止

め
ら

れ
る

よ
う

に
、

保
育

者
が

そ
ば

に
付

く
。

こ
ま

め
な

水
分

補
給

を
行

う
。

水
遊

び
必

ず
保

育
者

が
そ

ば
に

付
き

、
危

険
の

な
い

よ
う

に
見

守
る

。
体

調
確

認
を

必
ず

行
う

。

物 的

・ ・

〇
・

直
射

日
光

が
当

た
ら

な
い

場
所

を
選

ぶ
。

レ
ジ

ャ
ー

シ
ー

ト
な

ど
を

敷
く
。

沐
浴

水
温

調
節

を
す

る
。

・ ・

〇
・ ・ ・

直
射

日
光

が
当

た
ら

な
い

場
所

を
選

ぶ
。

レ
ジ

ャ
ー

シ
ー

ト
な

ど
を

敷
く
。

水
遊

び
個

別
の

た
ら

い
を

用
意

す
る

。
水

温
調

節
を

す
る

。
十

分
な

玩
具

を
準

備
す

る
。

・ ・

〇
・

事
前

に
環

境
整

備
を

す
る

。
砂

場
の

点
検

、
目

視
を

す
る

。

水
遊

び
水

温
、

水
深

を
適

切
に

保
つ

。

・ ・

〇
・

事
前

に
環

境
整

備
を

す
る

。
固

定
遊

具
、

玩
具

の
点

検
、

目
視

を
す

る
。

水
遊

び
水

温
、

水
深

を
適

切
に

保
つ

。

１ ・ ・ ２ ・ ・ ・ ３ ・ ・ ４ ・ ・ ５ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ６ ・ ・ ・

準
備

物
帽

子
を

か
ぶ

る
。

レ
ジ

ャ
ー

シ
ー

ト
等

、
テ

ィ
ッ

シ
ュ

、
ゴ

ミ
箱

、
タ

オ
ル

、
避

難
袋

天
候

と
気

温
の

確
認

、
体

調
の

確
認

気
象

状
況

を
確

認
す

る
。

登
所

（
園

）
時

に
視

診
、

保
護

者
へ

の
聞

き
取

り
を

す
る

。
必

要
な

時
は

検
温

を
す

る
。

身
支

度
の

確
認

帽
子

、
靴

下
、

靴
（
左

右
、

マ
ジ

ッ
ク

テ
ー

プ
で

固
定

さ
れ

て
い

る
か

等
）

気
温

に
合

わ
せ

衣
服

の
調

節
を

す
る

。
人

数
確

認
活

動
前

後
や

活
動

中
な

ど
常

に
人

数
を

確
認

す
る

。
子

ど
も

の
遊

ん
で

い
る

位
置

を
確

認
す

る
。

環
境

整
備

・
設

定
遊

具
の

使
い

方
が

発
達

に
合

う
よ

う
に

工
夫

す
る

。
固

定
遊

具
の

点
検

を
す

る
。

　
遊

具
・
・
・
ね

じ
の

緩
み

、
歪

み
、

破
損

、
腐

食
な

ど
。

　
玩

具
・
・
・
破

損
、

危
険

な
使

い
方

を
し

て
い

な
い

か
。

　
鉄

棒
、

す
べ

り
台

、
ブ

ラ
ン

コ
下

の
マ

ッ
ト

・
・
・
砂

で
滑

ら
な

い
よ

う
　

に
し

て
お

く
。

　
雨

天
、

積
雪

後
は

濡
れ

て
い

る
遊

具
を

拭
く
。

　
積

雪
、

凍
結

時
は

段
差

に
注

意
す

る
。

所
（
園

）
庭

に
穴

（
凹

凸
）
は

な
い

か
確

認
す

る
。

危
険

な
物

が
な

い
か

よ
く
見

て
お

き
、

安
全

を
確

認
す

る
。

猫
の

糞
は

な
い

か
、

蜂
や

害
虫

は
い

な
い

か
確

認
す

る
。

季
節

に
合

っ
た

場
所

や
時

間
帯

を
設

定
す

る
。

門
扉

は
閉

め
る

。
そ

の
他

応
急

処
置

、
救

命
処

置
を

確
認

す
る

。
不

審
者

情
報

を
確

認
す

る
。

何
か

あ
っ

た
ら

自
己

判
断

せ
ず

、
施

設
長

、
主

任
に

伝
え

る
。

《
水

遊
び

》
①

準
備

物
　

た
ら

い
（
個

別
）
、

足
拭

き
タ

オ
ル

、
個

人
用

タ
オ

ル
、

水
温

計
、

　
水

遊
び

道
具

②
天

候
と

気
温

の
確

認
、

体
調

の
確

認
・
登

所
（
園

）
時

に
視

診
（
発

熱
、

下
痢

、
湿

疹
、

鼻
水

、
食

欲
）

・
水

遊
び

の
可

否
③

身
支

度
の

確
認

　
水

遊
び

用
パ

ン
ツ

、
帽

子
、

状
況

に
応

じ
て

上
着

④
人

数
確

認
・
水

遊
び

を
し

て
い

る
子

と
し

て
い

な
い

子
の

人
数

を
把

握
す

る
。

⑤
そ

の
他

・
首

が
し

っ
か

り
す

わ
っ

た
5
～

6
か

月
頃

か
ら

始
め

る
。

・
気

温
2
5
度

以
上

、
風

の
な

い
日

に
行

う
。

・
水

温
2
5
～

3
0
度

。
冷

め
た

時
は

ぬ
る

ま
湯

を
足

す
。

・
水

深
は

、
お

座
り

で
お

し
り

が
沈

む
く
ら

い
に

す
る

。
・
水

遊
び

の
時

間
は

1
5
分

前
後

と
す

る
。

・
水

遊
び

の
後

は
温

か
い

お
湯

で
洗

い
、

頭
ま

で
し

っ
か

り
拭

く
。

・
水

遊
び

の
終

了
後

は
、

体
温

が
低

下
し

て
い

る
の

で
、

冷
房

を
　

消
し

て
お

く
。

・
水

遊
び

の
終

了
後

、
水

分
補

給
を

す
る

。

予 想 さ れ る 子 ど も の 行 動

配 慮 事 項

０
歳

児
　

戸
外

保
育

の
確

認
事

項
・
配

慮
事

項
　

戸
外

保
育

の
確

認
事

項
（
０

歳
児

）
第

１
期

（
２

～
４

か
月

）
第

２
期

（
５

～
８

か
月

）
第

３
期

（
９

～
１

１
か

月
）

第
４

期
（
１

２
～

１
４

か
月

）
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［
探

索
活

動
］

・
伝

い
歩

き
、

よ
ち

よ
ち

歩
き

を
す

る
際

に
バ

ラ
ン

　
ス

を
崩

し
た

り
、

滑
っ

て
転

倒
す

る
。

・
人

目
の

届
か

な
い

所
に

行
く

。
・
門

や
扉

が
開

い
て

い
て

出
て

行
く
。

・
扉

を
開

閉
し

て
指

を
挟

む
。

・
草

花
や

虫
を

見
つ

け
る

。

・ ・ ・ ・

保
育

者
間

で
声

を
か

け
合

っ
て

目
の

届
く
と

こ
ろ

で
遊

べ
る

よ
う

に
す

る
。

一
人

一
人

の
発

達
状

態
を

把
握

し
て

危
険

の
な

い
よ

う
に

そ
ば

で
見

守
る

。
保

育
者

間
で

声
を

か
け

合
い

、
門

や
扉

が
閉

ま
っ

て
い

る
か

確
認

す
る

。
危

険
な

虫
や

植
物

を
把

握
し

、
触

ら
せ

な
い

よ
う

に
す

る
。

・ ・ ・ ・ ・

所
庭

の
凹

凸
や

段
差

に
注

意
す

る
。

石
や

危
険

物
を

撤
去

す
る

。
門

は
そ

の
都

度
開

閉
す

る
。

扉
は

開
閉

で
き

な
い

よ
う

に
す

る
。

門
や

扉
は

不
具

合
が

な
い

か
確

認
す

る
。

［
遊

具
］

〇
す

べ
り

台
（
未

満
児

用
）

・
後

ろ
向

き
で

滑
る

。
・
下

か
ら

昇
る

、
下

に
い

る
子

と
ぶ

つ
か

る
。

・
階

段
か

ら
落

ち
る

、
乗

り
出

し
て

落
ち

る
。

〇

・

危
険

の
な

い
よ

う
そ

ば
に

付
き

、
手

を
添

え
た

り
声

を
か

け
た

り
す

る
。

下
や

周
囲

に
子

ど
も

が
い

な
い

か
確

認
す

る
。

〇

・ ・

暑
い

日
は

遊
具

が
熱

く
な

っ
て

い
な

い
か

確
認

す
る

。
固

定
遊

具
の

点
検

、
目

視
を

す
る

。
服

装
な

ど
に

注
意

を
す

る
。

〇
ジ

ャ
ン

グ
ル

ジ
ム

・
頭

を
ぶ

つ
け

る
。

・
中

を
く
ぐ

り
抜

け
る

。
・
棒

を
握

る
。

〇
豆

自
動

車
・
三

輪
車

・
押

し
て

歩
い

た
り

、
ま

た
が

っ
た

り
し

て
転

倒
　

す
る

。
・
乗

っ
て

い
る

子
に

ぶ
つ

か
る

。

・ ・ ・

体
格

や
年

齢
に

応
じ

た
乗

り
物

に
す

る
。

平
ら

な
場

所
で

乗
れ

る
よ

う
に

す
る

。
凹

凸
を

な
く
す

。

〇
ボ

ー
ル

遊
び

・
転

倒
す

る
。

・ ・
危

険
の

な
い

よ
う

に
そ

ば
で

見
守

る
。

広
い

場
所

に
誘

導
す

る
。

・
十

分
に

遊
べ

る
ス

ペ
ー

ス
を

確
保

す
る

。

［
砂

遊
び

］
・
砂

を
口

に
入

れ
る

、
砂

を
か

け
る

。
・
道

具
の

取
り

合
い

を
す

る
。

・ ・ ・

玩
具

の
数

を
充

分
用

意
す

る
。

砂
場

道
具

に
ヒ

ビ
、

割
れ

は
な

い
か

点
検

す
る

。
砂

の
衛

生
管

理
汚

染
や

量
な

ど
、

注
意

点
検

を
す

る
。

（
猫

の
糞

尿
、

子
ど

も
の

お
も

ら
し

）

［
水

遊
び

］
・
た

ら
い

の
周

り
を

走
り

、
転

ん
だ

り
衝

突
す

る
。

・
水

遊
び

中
に

排
泄

す
る

。
・
た

ら
い

の
水

を
飲

む
。

・
自

分
や

友
達

に
水

を
か

け
る

。

・ ・
遊

び
の

様
子

を
注

意
深

く
見

守
る

。
保

育
者

同
士

、
声

を
か

け
合

い
、

危
険

行
動

を
す

ぐ
に

止
め

る
。

・ ・
清

潔
な

た
ら

い
を

用
意

す
る

。
た

ら
い

の
水

の
衛

生
管

理
に

気
を

付
け

る
。

１
歳

児
　

戸
外

保
育

の
確

認
事

項
・
配

慮
事

項

戸
外

保
育

の
確

認
事

項
（
１

歳
児

）
予

想
さ

れ
る

子
ど

も
の

行
動

配
慮

事
項

1 ・ ・ ２ ・ ・ ・ ３ ・ ・ ４ ・ ・ ５ ・ ・ ・ ・ ６ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ７ ・ ・

１
準

備
物

帽
子

を
か

ぶ
る

。
テ

ィ
ッ

シ
ュ

、
タ

オ
ル

、
ゴ

ミ
箱

、
救

急
用

品
、

誘
導

ロ
ー

プ
、

避
難

袋

天
候

と
気

温
の

確
認

、
体

調
の

確
認

気
象

情
報

を
確

認
す

る
。

登
所

（
園

）
時

に
視

診
、

保
護

者
へ

の
聞

き
取

り
を

す
る

。
必

要
な

時
は

検
温

を
す

る
。

身
支

度
の

確
認

帽
子

、
靴

下
、

靴
（
左

右
、

マ
ジ

ッ
ク

テ
ー

プ
で

固
定

さ
れ

て
い

る
か

等
）

気
温

に
合

わ
せ

て
衣

服
の

調
節

を
す

る
。

保
育

者
の

配
慮

、
確

認
活

動
前

後
や

活
動

中
な

ど
常

に
人

数
を

確
認

す
る

。
水

分
補

給
を

こ
ま

め
に

行
う

。
保

育
者

間
の

連
携

保
育

者
同

士
が

声
を

か
け

合
い

、
死

角
を

作
ら

な
い

よ
う

に
す

る
。

子
ど

も
が

一
人

で
出

て
い

く
こ

と
が

な
い

よ
う

に
す

る
。

歩
行

が
不

安
定

な
子

に
配

慮
を

す
る

。
全

体
を

把
握

す
る

人
を

決
め

て
お

く
。

環
境

整
備

・
設

定
遊

具
の

使
い

方
が

発
達

に
合

う
よ

う
に

工
夫

す
る

。
固

定
遊

具
の

点
検

を
す

る
。

　
遊

具
・
・
・
ね

じ
の

緩
み

、
歪

み
、

破
損

、
腐

食
な

ど
。

　
玩

具
・
・
・
破

損
、

危
険

な
使

い
方

を
し

て
い

な
い

か
。

　
鉄

棒
、

す
べ

り
台

、
ブ

ラ
ン

コ
下

の
マ

ッ
ト

・
・
・
砂

で
滑

ら
な

い
　

よ
う

に
し

て
お

く
。

　
雨

天
、

積
雪

後
は

濡
れ

て
い

る
遊

具
を

拭
く
。

　
積

雪
、

凍
結

時
は

段
差

に
注

意
す

る
。

所
（
園

）
庭

に
穴

（
凹

凸
）
は

な
い

か
確

認
す

る
。

危
険

な
物

が
な

い
か

よ
く
見

て
お

き
、

安
全

を
確

認
す

る
。

猫
の

糞
は

な
い

か
、

蜂
や

害
虫

は
い

な
い

か
確

認
す

る
。

季
節

に
合

っ
た

場
所

や
時

間
帯

を
設

定
す

る
。

門
扉

は
閉

め
る

。
そ

の
他

応
急

処
置

、
救

命
処

置
を

確
認

す
る

。
何

か
あ

っ
た

ら
自

己
判

断
せ

ず
、

施
設

長
、

主
任

に
速

や
か

に
伝

え
る

。
《
水

遊
び

》
①

準
備

物
　

水
着

、
た

ら
い

、
足

拭
き

タ
オ

ル
、

個
人

用
タ

オ
ル

、
水

遊
び

  
道

具
②

天
候

と
気

温
、

体
調

の
確

認
　

・
登

所
（
園

）
時

に
視

診
（
発

熱
、

下
痢

、
湿

疹
、

鼻
水

、
食

欲
）

　
・
水

遊
び

の
可

否
③

人
数

確
認

　
・
水

遊
び

を
し

て
い

る
子

と
し

て
い

な
い

子
の

人
数

を
把

握
　

  
す

る
。

④
そ

の
他

　
・
気

温
2
5
度

以
上

、
風

の
な

い
日

に
行

う
。

　
・
水

遊
び

の
時

間
は

2
0
分

程
度

と
す

る
。

　
・
水

温
は

2
5
～

3
0
度

。
　

・
水

遊
び

の
後

は
体

を
し

っ
か

り
拭

く
。

　
・
水

遊
び

の
終

了
後

は
、

体
温

が
低

下
し

て
い

る
の

で
、

　
　

冷
房

を
消

し
て

お
く
。

人
的

物
的
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〇 〇

・

保
育

者
が

一
緒

に
遊

び
、

遊
び

方
を

知
ら

せ
る

。
危

険
の

な
い

よ
う

そ
ば

に
付

き
、

手
を

添
え

た
り

声
を

か
け

た
り

す
る

。
手

に
は

物
を

持
た

な
い

で
遊

具
で

遊
ぶ

よ
う

に
知

ら
せ

る
。

〇 〇 〇

遊
ぶ

前
に

安
全

点
検

を
行

う
。

雨
上

が
り

に
は

雑
巾

で
濡

れ
て

い
る

箇
所

を
拭

く
。

暑
い

日
は

遊
具

が
熱

く
な

っ
て

い
な

い
か

確
認

す
る

。

・ ・

柵
の

中
に

入
っ

た
り

、
ブ

ラ
ン

コ
の

前
後

を
通

っ
た

り
し

な
い

よ
う

に
周

囲
の

安
全

に
留

意
す

る
。

バ
ラ

ン
ス

を
崩

し
た

時
す

ぐ
に

支
え

ら
れ

る
よ

う
、

そ
ば

で
見

守
る

。

・ ・

保
育

者
が

仲
介

と
な

り
、

互
い

の
思

い
を

汲
み

取
り

、
交

代
で

使
え

る
よ

う
に

す
る

。
そ

の
都

度
、

正
し

い
乗

り
方

を
教

え
る

。

・ ・
平

ら
な

場
所

で
乗

れ
る

よ
う

に
す

る
。

乗
り

物
の

台
数

を
十

分
に

用
意

し
て

お
く
。

・
広

い
場

所
に

誘
導

す
る

。
・

十
分

に
遊

べ
る

ス
ペ

ー
ス

を
確

保
す

る
。

・ ・ ・

砂
場

道
具

に
ヒ

ビ
、

割
れ

は
な

い
か

点
検

す
る

。

衛
生

管
理

、
点

検
を

す
る

。
（
猫

の
糞

尿
、

子
ど

も
の

お
も

ら
し

）
防

護
ネ

ッ
ト
、

シ
ー

ト
の

破
損

が
な

い
か

点
検

を
す

る
。

・ ・
子

ど
も

の
行

動
に

目
を

配
る

。
危

険
な

虫
や

植
物

を
把

握
し

触
ら

せ
な

い
よ

う
に

す
る

。

・
危

険
な

虫
（
毛

虫
、

蜂
、

ヘ
ビ

な
ど

）
を

駆
除

す
る

。

・
足

元
や

周
囲

に
気

を
付

け
る

よ
う

声
を

か
け

る
。

・ ・
石

や
危

険
物

を
撤

去
す

る
。

十
分

に
走

れ
る

ス
ペ

ー
ス

を
確

保
す

る
。

・ ・
遊

び
の

様
子

を
注

意
深

く
見

守
る

。
保

育
者

同
士

、
声

を
か

け
合

い
、

危
険

な
行

動
を

す
ぐ

に
止

め
る

。

・ ・
清

潔
な

た
ら

い
を

用
意

す
る

。
た

ら
い

の
水

の
衛

生
管

理
に

気
を

付
け

る
。

・ ・

遊
ぶ

前
に

所
（
園

）
庭

の
状

態
を

点
検

し
、

安
全

な
場

所
で

遊
ば

せ
る

。
保

育
者

同
士

、
声

を
か

け
合

い
、

危
険

な
行

動
を

す
ぐ

に
止

め
る

。

・ ・

凍
結

、
落

雪
の

お
そ

れ
の

あ
る

場
所

を
確

認
し

、
行

か
な

い
よ

う
に

目
印

を
置

く
。

（
三

角
コ

ー
ン

、
コ

ー
ン

バ
ー

等
）

遊
び

が
楽

し
め

る
よ

う
に

、
防

寒
具

の
準

備
を

保
護

者
に

お
願

い
す

る
。

（
防

水
の

手
袋

、
ジ

ャ
ン

バ
ー

、
ブ

ー
ツ

等
）

２
歳

児
　

戸
外

保
育

の
確

認
事

項
・
配

慮
事

項

［
遊

具
］

〇
 複

合
遊

具
・
 手

に
玩

具
を

持
っ

た
ま

ま
登

る
子

が
い

る
。

・
 高

い
所

か
ら

飛
び

降
り

る
。

・
 手

を
滑

ら
せ

た
り

、
足

を
踏

み
外

し
た

り
す

る
。

〇
 砂

遊
び

・
 お

も
ち

ゃ
で

叩
く
。

  
 ・

 砂
を

か
け

る
。

・
 砂

を
口

に
入

れ
る

。
・
 砂

場
の

端
か

ら
落

ち
て

し
ま

う
。

〇
 ブ

ラ
ン

コ
・
 ブ

ラ
ン

コ
の

前
後

を
通

る
。

・
 座

っ
て

い
る

時
に

手
を

離
し

た
り

バ
ラ

ン
ス

を
崩

し
た

　
 り

し
て

、
転

倒
す

る
。

・
 柵

の
中

に
入

る
。

戸
外

保
育

の
確

認
事

項
（
２

歳
児

）
配

慮
事

項
予

想
さ

れ
る

子
ど

も
の

行
動

人
的

〇
 ジ

ャ
ン

グ
ル

ジ
ム

・
 頭

を
ぶ

つ
け

る
。

　
  
・
 足

を
踏

み
外

す
。

・
 高

い
と

こ
ろ

に
登

り
、

降
り

ら
れ

な
く
な

る
。

〇
 ボ

ー
ル

遊
び

・
 転

倒
す

る
。

〇
 鬼

ご
っ

こ
・
 転

ぶ
。

　
  
 ・

ぶ
つ

か
る

。

準
備

物
帽

子
を

か
ぶ

る
。

テ
ィ

ッ
シ

ュ
、

ゴ
ミ

箱
、

雑
巾

、
避

難
袋

天
候

と
気

温
の

確
認

、
体

調
の

確
認

気
象

情
報

を
確

認
す

る
。

登
所

（
園

）
時

に
視

診
、

保
護

者
へ

の
聞

き
取

り
を

す
る

。
必

要
な

時
は

検
温

を
す

る
。

身
支

度
の

確
認

帽
子

、
靴

下
、

靴
（
左

右
、

マ
ジ

ッ
ク

テ
ー

プ
で

固
定

さ
れ

て
い

る
か

等
）

気
温

に
合

わ
せ

て
衣

服
の

調
節

を
す

る
。

保
育

者
の

配
慮

、
確

認
活

動
前

後
や

活
動

中
な

ど
常

に
人

数
を

確
認

す
る

。
水

分
補

給
を

こ
ま

め
に

行
う

。
保

育
者

間
の

連
携

保
育

者
同

士
が

声
を

か
け

合
い

、
死

角
を

作
ら

な
い

よ
う

に
す

る
。

そ
の

場
を

離
れ

る
時

に
は

、
声

を
か

け
合

う
。

保
育

者
同

士
で

遊
び

方
、

遊
具

の
使

い
方

を
確

認
し

同
じ

意
識

を
持

つ
。

環
境

整
備

・
設

定
遊

具
の

使
い

方
が

発
達

に
合

う
よ

う
に

工
夫

す
る

。
固

定
遊

具
の

点
検

を
す

る
。

　
遊

具
・
・
・
ね

じ
の

緩
み

、
歪

み
、

破
損

、
腐

食
な

ど
。

　
玩

具
・
・
・
破

損
、

危
険

な
使

い
方

を
し

て
い

な
い

か
。

　
鉄

棒
、

す
べ

り
台

、
ブ

ラ
ン

コ
下

の
マ

ッ
ト

・
・
・
砂

で
滑

ら
な

い
　

よ
う

に
し

て
お

く
。

　
雨

天
、

積
雪

後
は

濡
れ

て
い

る
遊

具
を

拭
く
。

　
積

雪
、

凍
結

時
は

段
差

に
注

意
す

る
。

所
（
園

）
庭

に
穴

（
凹

凸
）
は

な
い

か
確

認
す

る
。

危
険

な
物

が
な

い
か

よ
く
見

て
お

き
、

安
全

を
確

認
す

る
。

猫
の

糞
は

な
い

か
、

蜂
や

害
虫

は
い

な
い

か
確

認
す

る
。

季
節

に
合

っ
た

場
所

や
時

間
帯

を
設

定
す

る
。

門
扉

は
閉

め
る

。
そ

の
他

応
急

処
置

、
救

命
処

置
の

確
認

を
す

る
。

不
審

者
情

報
を

確
認

す
る

。
何

か
あ

っ
た

ら
自

己
判

断
せ

ず
、

施
設

長
、

主
任

に
速

や
か

に
伝

え
る

。

《
水

遊
び

》
①

準
備

物
　

 水
着

、
た

ら
い

、
足

拭
き

タ
オ

ル
、

個
人

用
タ

オ
ル

、
水

遊
び

道
具 ②

天
候

と
気

温
、

体
調

の
確

認
　

・
登

（
園

）
所

時
に

視
診

（
発

熱
、

下
痢

、
湿

疹
、

鼻
水

、
食

欲
）

　
・
水

遊
び

の
可

否
③

人
数

確
認

　
・
水

遊
び

を
し

て
い

る
子

と
し

て
い

な
い

子
の

人
数

を
把

握
す

る
。

④
そ

の
他

　
・
気

温
2
5
度

以
上

、
風

の
な

い
日

に
行

う
。

　
・
水

遊
び

の
時

間
は

2
0
分

程
度

と
す

る
。

  
・
水

温
の

確
認

を
す

る
。

　
・
水

遊
び

の
終

了
後

は
、

体
温

が
低

下
し

て
い

る
の

で
、

冷
房

を
　

 消
し

て
お

く
。

1 ・ ・ ２ ・ ・ ・ ３ ・ ・ ４ ・ ・ ５ ・ ・ ６ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ７ ・ ・ ・

［
雪

遊
び

］
・
 滑

っ
て

転
倒

す
る

。
・
 氷

を
投

げ
る

。
・
 雪

や
氷

を
口

に
入

れ
る

。

物
的

〇
 三

輪
車

・
 乗

り
物

の
取

り
合

い
を

す
る

。
・
 前

を
見

ず
、

友
達

と
ぶ

つ
か

る
。

・
 転

倒
す

る
。

［
自

由
遊

び
］

〇
 探

索
活

動
・
 草

花
や

虫
を

見
つ

け
て

触
ろ

う
と

す
る

。
・
 異

年
齢

児
の

遊
び

を
真

似
た

り
、

後
を

つ
い

て
歩

い ［
水

遊
び

］
・
 滑

っ
て

転
倒

す
る

。
　

 ・
 友

達
を

押
す

。
・
 玩

具
の

取
り

合
い

を
す

る
。

・
 た

ら
い

の
水

を
飲

む
。

・
 遊

ん
で

い
る

途
中

で
排

泄
を

す
る

。
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〇 〇 〇

保
育

者
が

遊
具

の
そ

ば
や

危
険

な
箇

所
に

付
く
。

そ
れ

ぞ
れ

の
遊

具
の

使
い

方
や

遊
び

方
の

約
束

を
繰

り
返

し
伝

え
る

。

順
番

で
交

代
が

で
き

る
よ

う
に

す
る

。

〇 〇 〇

遊
ぶ

前
に

安
全

点
検

を
行

う
。

雨
上

が
り

に
は

雑
巾

で
濡

れ
て

い
る

箇
所

を
拭

く
。

暑
い

日
は

遊
具

が
熱

く
な

っ
て

い
な

い
か

確
認

す
る

。

・
待

つ
場

所
を

決
め

て
、

柵
の

中
に

入
ら

な
い

よ
う

に
声

を
か

け
る

。

・
待

つ
場

所
や

乗
り

降
り

の
方

向
を

わ
か

り
や

す
く
す

る
。

・ ・ ・

平
ら

な
場

所
で

乗
れ

る
よ

う
に

す
る

。

遊
具

の
近

く
に

三
輪

車
や

ス
ク

ー
タ

ー
を

置
か

な
い

。

乗
り

物
の

台
数

を
十

分
に

用
意

し
て

お
く
。

・
広

い
場

所
に

誘
導

す
る

。
・

十
分

に
遊

べ
る

ス
ペ

ー
ス

を
確

保
す

る
。

・ ・ ・

砂
場

道
具

に
ヒ

ビ
、

割
れ

は
な

い
か

点
検

す
る

。

衛
生

管
理

、
点

検
を

す
る

。

（
猫

の
糞

尿
、

子
ど

も
の

お
も

ら
し

）

防
護

ネ
ッ

ト
、

シ
ー

ト
の

破
損

が
な

い
か

点
検

を
す

る
。

・ ・ ・ ・ ・ ・

石
や

泥
、

玩
具

を
投

げ
て

は
い

け
な

い
こ

と
を

伝
え

る
。

危
険

な
虫

や
植

物
を

把
握

し
、

触
ら

な
い

こ
と

を
伝

え
る

。

全
体

が
見

渡
せ

る
場

所
で

子
ど

も
を

見
守

る
。

熱
中

症
対

策
（
休

憩
、

水
分

補
給

）
を

す
る

。

活
動

中
に

室
内

に
戻

る
と

き
は

、
保

育
者

に
声

を
か

け
る

よ

う
伝

え
る

。

付
き

添
う

場
合

は
、

他
の

保
育

者
に

声
を

か
け

る
。

・ ・ ・

危
険

な
虫

（
毛

虫
、

蜂
、

ヘ
ビ

な
ど

）
を

駆
除

す
る

。

石
や

危
険

物
を

撤
去

す
る

。

遊
ぶ

エ
リ

ア
を

明
確

に
す

る
。

（
柵

や
プ

ラ
ン

タ
ー

を
境

目
に

置
く
、

白
線

を
引

く
）

・
足

元
や

周
囲

に
気

を
付

け
る

よ
う

声
を

か
け

る
。

・
十

分
に

走
れ

る
ス

ペ
ー

ス
を

確
保

す
る

。

・ ・

プ
ー

ル
で

の
遊

び
方

と
約

束
事

を
確

認
す

る
。

指
導

役
、

監
視

役
を

分
け

、
死

角
を

作
ら

な
い

。

・ ・

プ
ー

ル
サ

イ
ド

が
熱

く
な

っ
て

い
な

い
か

確
認

し
、

水
を

撒

く
。

プ
ー

ル
の

衛
生

管
理

を
す

る
。

・ ・

遊
ぶ

前
に

保
育

者
が

所
（
園

）
庭

の
状

態
を

点
検

し
、

安
全

な
場

所
で

遊
ば

せ
る

。

保
育

者
同

士
、

声
を

か
け

合
い

、
危

険
な

行
動

を
す

ぐ
に

止
め

る
。

・ ・

凍
結

、
落

雪
の

お
そ

れ
の

あ
る

場
所

を
確

認
し

、
行

か
な

い

よ
う

に
目

印
を

置
く
。

（
三

角
コ

ー
ン

、
コ

ー
ン

バ
ー

等
）

遊
び

が
楽

し
め

る
よ

う
に

、
防

寒
具

の
準

備
を

保
護

者
に

お

願
い

す
る

。
（
防

水
の

手
袋

、
ジ

ャ
ン

バ
ー

、
ブ

ー
ツ

等
）

３
歳

児
　

戸
外

保
育

の
確

認
事

項
・
配

慮
事

項

戸
外

保
育

の
確

認
事

項
（
３

歳
児

）
予

想
さ

れ
る

子
ど

も
の

行
動

配
慮

事
項

1 ・ ・ ２ ・ ・ ・ ３ ・ ・ ４ ・ ・ ５ ・ ・ ・ ６ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ７ ・ ・ ・ ・ ・

準
備

物

帽
子

を
か

ぶ
る

。

テ
ィ

ッ
シ

ュ
、

ゴ
ミ

箱
、

雑
巾

、
避

難
袋

天
候

と
気

温
の

確
認

、
体

調
の

確
認

気
象

状
況

を
確

認
す

る
。

登
所

（
園

）
時

に
視

診
、

保
護

者
へ

の
聞

き
取

り
を

す
る

。

必
要

な
時

は
検

温
を

す
る

。

身
支

度
の

確
認

帽
子

、
靴

下
、

靴
（
左

右
、

マ
ジ

ッ
ク

テ
ー

プ
で

固
定

さ
れ

て
い

る
か

等
）

気
温

に
合

わ
せ

て
衣

服
の

調
節

を
す

る
。

保
育

者
の

配
慮

、
確

認

活
動

前
後

や
活

動
中

な
ど

常
に

人
数

を
確

認
す

る
。

水
分

補
給

を
こ

ま
め

に
行

う
。

保
育

者
間

の
連

携

保
育

者
同

士
が

声
を

か
け

合
い

、
死

角
を

作
ら

な
い

よ
う

に
す

る
。

そ
の

場
を

離
れ

る
時

に
は

、
声

を
か

け
合

う
。

保
育

者
同

士
で

遊
び

方
、

遊
具

の
使

い
方

を
確

認
し

同
じ

意
識

を
持

つ
。

環
境

整
備

・
設

定

遊
具

の
使

い
方

が
発

達
に

合
う

よ
う

に
工

夫
す

る
。

固
定

遊
具

の
点

検

　
遊

具
・
・
・
ね

じ
の

緩
み

、
歪

み
、

破
損

、
腐

食
な

ど
。

　
玩

具
・
・
・
破

損
、

危
険

な
使

い
方

を
し

て
い

な
い

か
。

　
鉄

棒
、

す
べ

り
台

、
ブ

ラ
ン

コ
下

の
マ

ッ
ト

・
・
・
砂

で
滑

ら
な

い
よ

う
に

　
し

て
お

く
。

　
雨

天
、

積
雪

後
は

濡
れ

て
い

る
遊

具
を

拭
く
。

　
積

雪
、

凍
結

時
は

段
差

に
注

意
す

る
。

所
（
園

）
庭

に
穴

（
凹

凸
）
は

な
い

か
確

認
す

る
。

危
険

な
物

が
な

い
か

よ
く
見

て
お

き
、

安
全

を
確

認
す

る
。

猫
の

糞
は

な
い

か
、

蜂
や

害
虫

は
い

な
い

か
確

認
す

る
。

季
節

に
合

っ
た

場
所

や
時

間
帯

を
設

定
す

る
。

門
扉

は
閉

め
る

。

そ
の

他

応
急

処
置

、
救

命
処

置
の

確
認

を
す

る
。

不
審

者
情

報
を

確
認

す
る

。

フ
ェ

ン
ス

越
し

に
声

を
か

け
て

く
る

通
行

人
と

は
、

一
定

の
距

離
を

取

る
よ

う
に

伝
え

て
お

く
。

（
大

人
が

手
を

伸
ば

し
て

届
か

な
い

程
度

）

所
（
園

）
庭

周
囲

に
駐

停
車

し
て

い
る

車
に

は
、

近
づ

か
な

い
よ

う
知

ら

せ
る

。

何
か

あ
っ

た
ら

自
己

判
断

せ
ず

、
施

設
長

、
主

任
に

速
や

か
に

伝
え

る
。

《
水

遊
び

》

①
準

備
物

　
水

着
、

た
ら

い
、

足
ふ

き
タ

オ
ル

、
個

人
用

タ
オ

ル
、

水
遊

び
道

具

②
天

候
と

気
温

、
体

調
の

確
認

を
す

る
。

③
破

損
箇

所
は

な
い

か
確

認
す

る
。

④
玩

具
の

点
検

を
す

る
。

　
　

⑤
水

温
、

水
深

、
水

質
の

調
節

を
す

る
。

⑥
指

導
役

と
監

視
役

の
役

割
を

明
確

に
す

る
。

⑦
シ

ャ
ワ

ー
の

使
用

法

　
１

）
脚

の
部

分
、

水
着

を
開

い
て

局
部

に
水

を
注

ぐ
よ

う
に

し
て

洗

う
。

　
２

）
水

泳
帽

を
取

っ
て

頭
を

十
分

に
洗

う
。

　
３

）
最

後
に

全
身

に
水

が
当

た
る

よ
う

に
す

る
。

⑧
プ

ー
ル

サ
イ

ド
や

水
の

中
で

走
ら

な
い

よ
う

伝
え

る
。

⑨
プ

ー
ル

、
た

ら
い

の
水

は
、

使
用

後
す

ぐ
に

排
水

す
る

。
⑩

着
替

え
の

仕
方

に
配

慮
す

る
。

（
着

替
え

や
シ

ャ
ワ

ー
 を

浴
び

る

　
時

は
、

周
囲

か
ら

見
え

な
い

よ
う

に
す

る
）

⑪
水

遊
び

の
終

了
後

は
、

体
温

が
低

下
し

て
い

る
の

で
、

　
冷

房
を

消
し

て
お

く
。

　

人
的

物
的

［
遊

具
］

〇
 複

合
遊

具

・
 遊

具
か

ら
転

落
す

る
。

・
 高

い
所

か
ら

飛
び

降
り

る
。

・
 手

を
滑

ら
せ

た
り

、
足

を
踏

み
外

し
た

り
す

る
。

〇
 ブ

ラ
ン

コ

・
 ブ

ラ
ン

コ
の

前
後

を
通

る
。

・
 遊

具
の

取
り

合
い

を
す

る
。

・
 柵

の
中

に
入

る
。

［
プ

ー
ル

遊
び

］

・
 滑

っ
て

転
倒

す
る

。
　

  
・
 プ

ー
ル

サ
イ

ド
を

走
る

。

・
 友

達
を

押
す

、
引

っ
張

る
。

・
 プ

ー
ル

に
飛

び
込

む
。

・
 コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

暑
さ

で
足

の
裏

を
痛

め
る

。

［
雪

遊
び

］

・
 滑

っ
て

転
倒

す
る

。

・
 氷

を
投

げ
る

。

〇
 ジ

ャ
ン

グ
ル

ジ
ム

・
 遊

具
か

ら
手

を
離

し
て

落
ち

る
。

・
 足

を
踏

み
外

す
。

〇
 三

輪
車

・
 乗

り
物

の
取

り
合

い
を

す
る

。

・
 衝

突
、

転
倒

す
る

。

〇
 ボ

ー
ル

遊
び

・
 転

倒
す

る
。

［
砂

遊
び

］

・
 砂

を
か

け
る

。
  

　
・
 砂

が
か

か
る

。

［
自

由
遊

び
］

〇
 探

索
活

動

・
 草

花
や

虫
を

見
つ

け
て

収
集

す
る

。

・
 死

角
で

遊
ぶ

。

・
 石

や
泥

、
玩

具
を

投
げ

る
。

・
 体

調
が

悪
く
な

る
。

　
（
顔

の
赤

み
、

の
ど

の
渇

き
、

息
切

れ
、

汗
）

・
 活

動
中

に
室

内
に

戻
る

。
（
ト

イ
レ

、
水

飲
み

）

〇
 鬼

ご
っ

こ

・
 転

ぶ
。

　
　

・
ぶ

つ
か

る
。
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・
前

を
見

て
鉄

棒
の

高
さ

に
気

付
く
よ

う
知

ら
せ

る
。

・ ・ ・

遊
具

の
近

く
に

三
輪

車
や

ス
ク

ー
タ

ー
を

置
か

な
い

。

平
ら

な
場

所
で

乗
れ

る
よ

う
に

す
る

。
乗

り
物

の
台

数
を

十
分

に
用

意
し

て
お

く
。

・ ・

遊
ぶ

ス
ペ

ー
ス

を
分

け
る

。

ボ
ー

ル
の

硬
さ

に
気

を
付

け
る

。

・ ・
縄

跳
び

の
遊

び
方

や
縄

の
正

し
い

使
い

方
を

教
え

る
。

周
囲

に
友

達
が

い
る

こ
と

を
知

ら
せ

、
遊

び
方

を
考

え
る

。

・
遊

ぶ
際

の
約

束
を

す
る

。
・ ・ ・

砂
場

道
具

に
ヒ

ビ
、

割
れ

は
な

い
か

点
検

す
る

。
衛

生
管

理
、

点
検

を
す

る
。

（
猫

の
糞

尿
、

子
ど

も
の

お
も

ら
し

）

防
護

ネ
ッ

ト
、

シ
ー

ト
の

破
損

が
な

い
か

点
検

を
す

る
。

・ ・ ・ ・ ・

危
険

な
虫

・
植

物
を

把
握

し
、

触
ら

な
い

こ
と

を
伝

え
る

。
全

体
が

見
渡

せ
る

場
所

で
子

ど
も

を
見

守
る

。

目
が

届
か

な
い

場
所

に
は

、
行

か
な

い
よ

う
に

声
か

け
す

る
。

熱
中

症
対

策
（
休

憩
、

水
分

補
給

）
を

す
る

。

活
動

中
に

室
内

に
戻

る
と

き
は

、
保

育
者

に
声

を
か

け
る

よ
う

伝
え

る
。

・ ・ ・ ・

危
険

な
虫

（
毛

虫
、

蜂
、

ヘ
ビ

な
ど

）
を

駆
除

す
る

。
石

や
危

険
物

を
撤

去
す

る
。

遊
ぶ

エ
リ

ア
を

明
確

に
す

る
。

（
柵

や
プ

ラ
ン

タ
ー

を
境

目
に

置
く
、

白
線

を
引

く
）

日
陰

や
室

内
に

移
動

す
る

。

・ ・

足
元

や
周

囲
に

気
を

付
け

る
よ

う
声

を
か

け
る

。

危
険

な
箇

所
を

把
握

し
、

行
か

な
い

よ
う

伝
え

る
。

・
十

分
に

走
れ

る
ス

ペ
ー

ス
を

確
保

す
る

。

・ ・

プ
ー

ル
で

の
遊

び
方

と
約

束
事

を
確

認
す

る
。

指
導

役
、

監
視

役
を

分
け

、
死

角
を

作
ら

な
い

よ
う

に
す

る
。

・ ・

プ
ー

ル
サ

イ
ド

が
熱

く
な

っ
て

い
な

い
か

確
認

し
、

水
を

撒
く
。

プ
ー

ル
の

衛
生

管
理

を
す

る
。

・ ・

遊
ぶ

前
に

保
育

者
が

所
（
園

）
庭

の
状

態
を

点
検

し
、

凍
結

し
て

い
る

場

所
を

知
ら

せ
る

。

雪
遊

び
の

約
束

を
確

認
す

る
。

・ ・

屋
根

か
ら

の
落

雪
や

つ
ら

ら
の

あ
る

場
所

を
確

認
し

行
か

な
い

よ
う

に
目

印
を

置
く
。

（
三

角
コ

ー
ン

、
コ

ー
ン

バ
ー

等
）

遊
び

が
楽

し
め

る
よ

う
に

、
防

寒
具

の
準

備
を

保
護

者
に

お
願

い
す

る
。

（
防

水
の

手
袋

、
ジ

ャ
ン

バ
ー

、
ブ

ー
ツ

等
）

〇 〇 〇

［
遊

具
］

〇
 複

合
遊

具

・
 遊

具
か

ら
転

落
す

る
。

・
 手

を
滑

ら
せ

た
り

、
足

を
踏

み
外

し
た

り
す

る
。

・
 遊

具
の

ま
わ

り
で

鬼
ご

っ
こ

を
す

る
。

〇
 ブ

ラ
ン

コ
・
 危

険
な

乗
り

方
を

す
る

。

  
（
立

ち
乗

り
、

ス
ピ

ー
ド

の
出

し
す

ぎ
）

［
プ

ー
ル

遊
び

］

・
 滑

っ
て

転
倒

す
る

。
　

  
・
 プ

ー
ル

サ
イ

ド
を

走
る

。
・
 友

達
を

押
す

、
引

っ
張

る
。

・
 プ

ー
ル

に
飛

び
込

む
。

・
 コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

暑
さ

で
足

の
裏

を
痛

め
る

。

〇
 三

輪
車

・
ス

ク
ー

タ
ー

・
 ス

ピ
ー

ド
を

出
し

過
ぎ

て
転

倒
す

る
。

・
 前

方
を

確
認

せ
ず

走
り

、
友

達
に

ぶ
つ

か
る

。

・
 遊

具
の

取
り

合
い

を
す

る
。

〇
 す

べ
り

台

・
 逆

か
ら

登
る

。

〇
 鉄

棒

・
 手

を
離

し
て

落
下

す
る

。
　

・
ぶ

つ
か

る
。

〇
 ボ

ー
ル

遊
び

・
 ボ

ー
ル

が
当

た
る

。
  

・
 転

倒
す

る
。

［
自

由
遊

び
］

〇
 探

索
活

動
・
 草

花
や

虫
を

見
つ

け
て

収
集

す
る

。

・
 死

角
で

遊
ぶ

。
　

  
・
 石

や
泥

、
玩

具
を

投
げ

る
。

・
 体

調
が

悪
く
な

る
。

　
 （

顔
の

赤
み

、
の

ど
の

渇
き

、
息

切
れ

、
汗

）
・
 活

動
中

に
室

内
に

戻
る

。
（
ト

イ
レ

、
水

飲
み

）

遊
ぶ

前
に

安
全

点
検

を
行

う
。

雨
上

が
り

に
は

雑
巾

で
濡

れ
て

い
る

箇
所

を
拭

く
。

暑
い

日
は

遊
具

が
熱

く
な

っ
て

い
な

い
か

確
認

す
る

。

〇 〇 〇

〇
 ジ

ャ
ン

グ
ル

ジ
ム

・
 高

い
所

か
ら

飛
び

降
り

る
。

・
 遊

具
か

ら
手

を
離

し
て

立
つ

。

４
・
５

歳
児

戸
外

保
育

の
確

認
事

項
・
配

慮
事

項

戸
外

保
育

の
確

認
事

項
（４

・５
歳

児
）

予
想

さ
れ

る
子

ど
も

の
行

動
配

慮
事

項

１ ・ ・ ２ ・ ・ ・ ３ ４ ・ ・ ・ ５ ・ ・ ・ ６ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ７ ・ ・ ・ ・ ・ ・

準
備

物
帽

子
を

か
ぶ

る
。

テ
ィ

ッ
シ

ュ
、

ゴ
ミ

箱
、

雑
巾

、
避

難
袋

天
候

と
気

温
の

確
認

、
体

調
の

確
認

気
象

状
況

を
確

認
す

る
。

登
所

（
園

）
時

に
視

診
、

保
護

者
へ

の
聞

き
取

り
を

す
る

。

必
要

な
時

は
検

温
を

す
る

。
身

支
度

の
確

認

保
育

者
の

配
慮

、
確

認
活

動
前

後
や

活
動

中
な

ど
常

に
人

数
を

確
認

す
る

。

子
ど

も
の

遊
ん

で
い

る
位

置
を

確
認

す
る

。
水

分
補

給
を

こ
ま

め
に

行
う

。

保
育

者
間

の
連

携
保

育
者

同
士

が
声

を
か

け
合

い
、

死
角

を
作

ら
な

い
よ

う
に

す
る

。

そ
の

場
を

離
れ

る
時

に
は

、
声

を
か

け
合

う
。

保
育

者
同

士
で

遊
び

方
、

遊
具

の
使

い
方

を
確

認
し

同
じ

意
識

を
持

つ
。

環
境

整
備

・
設

定
遊

具
の

使
い

方
が

発
達

に
合

う
よ

う
に

工
夫

す
る

。

固
定

遊
具

の
点

検
を

す
る

。
　

遊
具

・
・
・
ね

じ
の

緩
み

、
歪

み
、

破
損

、
腐

食
な

ど
。

　
玩

具
・
・
・
破

損
、

危
険

な
使

い
方

を
し

て
い

な
い

か
。

　
鉄

棒
、

す
べ

り
台

、
ブ

ラ
ン

コ
下

の
マ

ッ
ト

・
・
・
砂

で
滑

ら
な

い

　
よ

う
に

し
て

お
く
。

　
雨

天
、

積
雪

後
は

濡
れ

て
い

る
遊

具
を

拭
く
。

　
積

雪
、

凍
結

時
は

段
差

に
注

意
す

る
。

所
（
園

）
庭

に
穴

（
凹

凸
）
は

な
い

か
確

認
す

る
。

危
険

な
物

が
な

い
か

よ
く
見

て
お

き
、

安
全

を
確

認
す

る
。

猫
の

糞
は

な
い

か
、

蜂
や

害
虫

は
い

な
い

か
確

認
す

る
。

季
節

に
合

っ
た

場
所

や
時

間
帯

を
設

定
す

る
。

門
扉

は
閉

め
る

。
そ

の
他

応
急

処
置

、
救

命
処

置
の

確
認

を
す

る
。

不
審

者
情

報
を

確
認

す
る

。

フ
ェ

ン
ス

越
し

に
声

を
か

け
て

く
る

通
行

人
と

は
、

一
定

の
距

離
を

取
る

よ
う

に
伝

え
て

お
く
。

（
大

人
が

手
を

伸
ば

し
て

届
か

な
い

程
度

）
所

（
園

）
庭

周
囲

に
駐

停
車

し
て

い
る

車
に

は
、

近
付

か
な

い
よ

う
知

ら
せ

る
。

サ
ン

ダ
ル

や
長

靴
（
晴

天
時

）
で

登
所

（
園

）
し

な
い

よ
う

周
知

す
る

。

何
か

あ
っ

た
ら

自
己

判
断

せ
ず

、
施

設
長

、
主

任
に

速
や

か
に

伝
え

る
。

《
プ

ー
ル

遊
び

》
①

準
備

物

　
 水

着
、

足
拭

き
タ

オ
ル

、
個

人
用

タ
オ

ル
、

水
遊

び
道

具
②

天
候

と
気

温
、

体
調

の
確

認
を

す
る

。

③
破

損
箇

所
は

な
い

か
確

認
す

る
。

④
玩

具
の

点
検

を
す

る
。

　
⑤

水
温

、
水

深
、

水
質

の
調

節
を

す
る

。
⑥

指
導

役
と

監
視

役
の

役
割

を
明

確
に

す
る

。

⑦
シ

ャ
ワ

ー
の

使
用

法
　

１
）
脚

の
部

分
、

水
着

を
開

い
て

局
部

に
水

を
注

ぐ
よ

う
に

し
て

洗
う

。

　
２

）
水

泳
帽

を
取

っ
て

頭
を

十
分

に
洗

う
。

　
３

）
最

後
に

全
身

に
水

が
当

た
る

よ
う

に
す

る
。

⑧
プ

ー
ル

サ
イ

ド
や

水
の

中
で

走
ら

な
い

よ
う

伝
え

る
。

⑨
プ

ー
ル

、
た

ら
い

の
水

は
、

使
用

後
す

ぐ
に

排
水

す
る

。

⑩
着

替
え

の
仕

方
に

配
慮

す
る

。
（
着

替
え

や
シ

ャ
ワ

ー
 を

浴
び

る
時

は
、

　
周

囲
か

ら
見

え
な

い
よ

う
に

す
る

）

⑪
水

遊
び

の
終

了
後

は
、

体
温

が
低

下
し

て
い

る
の

で
、

冷
房

を
消

し
て

　
お

く
。

人
的

物
的

［
砂

遊
び

］

・
 砂

を
か

け
る

。
　

  
・
 砂

が
か

か
る

。

［
雪

遊
び

］
・
 滑

っ
て

転
倒

す
る

。

・
 氷

を
投

げ
る

。

〇
 縄

跳
び

・
 縄

を
振

り
回

す
。

・
 縄

を
縄

跳
び

以
外

の
目

的
に

使
う

。

［
ル

ー
ル

の
あ

る
遊

び
］

〇
 鬼

ご
っ

こ
・
 固

定
遊

具
の

周
り

を
走

る
。

・
 転

倒
や

衝
突

す
る

。

〇
 か

く
れ

ん
ぼ

・
 危

険
な

箇
所

に
入

り
込

む
。

正
し

い
遊

具
の

使
い

方
や

遊
び

方
を

皆
で

確
認

す
る

。

危
険

な
箇

所
に

は
保

育
者

が
付

く
。

全
体

で
の

確
認

後
は

見
守

り
、

自
分

た
ち

で
遊

び
を

進
め

て
い

け
る

よ
う

に
す

る
。
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1
準

備
物

携
帯

電
話

、
ホ

イ
ッ

ス
ル

（防
犯

ブ
ザ

ー
）、

テ
ィ

ッ
シ

ュ
、

タ
オ

ル
、

ビ
ニ

ー
ル

袋
、

水
（消

毒
、

水
分

補
給

用
）、

着
替

え
、

救
急

用
品

、
・

首
が

す
わ

る
。

・
ベ

ビ
ー

カ
ー

か
ら

手
を

出
す

。
・

興
味

の
あ

る
物

を
指

差
し

す
る

。
・

散
歩

カ
ー

か
ら

身
を

乗
り

出
す

。

お
ん

ぶ
紐

、
バ

ス
タ

オ
ル

、
レ

ジ
ャ

ー
シ

ー
ト
等

・
目

に
入

る
も

の
を

じ
っ

と
見

る
。

・
ベ

ビ
ー

カ
ー

に
乗

り
た

が
ら

な
い

。
・

散
歩

カ
ー

を
嫌

が
る

。
・

散
歩

カ
ー

内
で

、
友

達
を

ひ
っ

か
く
、

・
外

気
に

ふ
れ

る
。

・
友

達
が

気
に

な
り

手
を

出
す

。
・

散
歩

カ
ー

内
で

、
友

達
を

ひ
っ

か
く
、

噛
む

。

2
天

候
と

気
温

の
確

認
、

体
調

の
確

認
・

眠
る

。
・

眠
く
て

泣
く
。

噛
む

。
・

興
味

の
あ

る
方

へ
向

か
っ

て
い

く
。

・
気

象
情

報
を

確
認

す
る

。
・

泣
く
。

・
乗

っ
た

ま
ま

眠
る

。
・

探
索

行
動

を
す

る
。

・

・
登

所
（園

）時
に

視
診

を
す

る
。

で
き

る
範

囲
で

保
護

者
に

確
認

す
る

。
・

普
段

と
違

う
風

景
に

興
味

を
も

っ
て

見
る

。

3
目

的
地

の
報

告
・

途
中

で
座

り
込

む
。

・
目

的
地

、
人

数
、

引
率

者
、

帰
っ

て
く
る

時
間

等
を

施
設

長
、

主
任

に
伝

え
る

。
・

靴
、

帽
子

が
脱

げ
る

。

・
拾

っ
た

物
を

投
げ

る
。

4
身

支
度

の
確

認

・
帽

子
、

靴
下

、
靴

（左
右

、
マ

ジ
ッ

ク
テ

ー
プ

で
固

定
さ

れ
て

い
る

か
等

）

・
気

温
に

合
っ

た
服

装
か

確
認

す
る

。

・
散

歩
カ

ー
の

準
備

、
点

検
（出

発
前

）を
す

る
。

・正
確

に
組

み
立

て
て

あ
る

か
・

首
が

す
わ

っ
て

か
ら

出
か

け
る

。
・

・
・

・ネ
ジ

の
緩

み
は

な
い

か
　

　
　

・ブ
レ

ー
キ

が
利

く
か

・ベ
ル

ト
の

緩
み

や
ロ

ッ
ク

が
か

か
る

か
・

・
・

障
害

物
に

気
を

付
け

て
散

歩
カ

ー
を

押
す

。
・

・タ
イ

ヤ
の

空
気

状
態

を
確

認

5
人

数
確

認
・

・

・
・

・

6
引

率
の

仕
方

〇
保

育
者

の
配

置
と

役
割

分
担

・
・

・
・

・
先

導
保

育
者

は
、

前
方

の
安

全
を

確
保

す
る

。

・
最

後
尾

の
保

育
者

は
、

後
方

の
安

全
確

認
と

列
全

体
を

見
る

。
・

・

・
保

育
者

間
で

役
割

分
担

を
す

る
。

・
車

が
来

た
ら

声
を

か
け

合
い

、
車

が
通

過
す

る
ま

で
一

旦
停

止
し

て
、

端
に

寄
る

。
・

・
交

差
点

、
横

断
歩

道
で

待
つ

時
は

、
車

道
か

ら
で

き
る

だ
け

離
れ

る
。

・
目

的
地

で
全

体
を

把
握

す
る

保
育

者
を

決
め

る
。

〇
散

歩
カ

ー
、

ベ
ビ

ー
カ

ー

・
散

歩
カ

ー
内

で
の

転
倒

や
ト
ラ

ブ
ル

、
転

落
に

注
意

す
る

。

・
段

差
で

の
衝

撃
に

注
意

す
る

。

・
保

育
者

が
道

路
側

に
つ

き
、

安
全

を
確

保
す

る
。

・
・

・
散

歩
カ

ー
使

用
前

の
安

全
点

検
を

す
る

。
・

散
歩

カ
ー

使
用

前
の

安
全

点
検

を
す

る
。

7
目

的
地

の
安

全
確

認

・
危

険
物

を
目

視
で

確
認

す
る

。
（ガ

ラ
ス

、
ゴ

ミ
等

）
・

・
・

・

・
遊

具
を

さ
わ

っ
て

安
全

確
認

を
す

る
。

・
不

審
者

が
い

な
い

こ
と

を
確

認
す

る
。

・
背

も
た

れ
を

倒
す

。
・

ベ
ル

ト
を

調
節

し
、

し
っ

か
り

留
め

る
。

8
そ

の
他

・
応

急
処

置
、

救
命

処
置

を
確

認
す

る
。

・

・
何

か
あ

っ
た

ら
自

己
判

断
せ

ず
、

保
育

施
設

に
連

絡
す

る
。

散
歩

時
の

確
認

事
項

（０
歳

児
）

第
３

期
（９

～
１
１
か

月
）

第
４

期
（１

２
～

１
４

か
月

）

そ の 他予 想 さ れ る 子 ど も の 行 動

・け
が

を
し

た
り

、
具

合
が

悪
く
な

る
。

　
　

・事
故

、
不

審
者

に
遭

う
。

第
１
期

（２
～

４
か

月
）

第
２

期
（５

～
８

か
月

）

落
ち

て
い

る
物

を
口

に
入

れ
な

い
よ

う
に

注

意
す

る
。

・応
急

処
置

、
救

命
処

置
を

す
る

。
　

　
・状

況
に

応
じ

て
、

保
育

施
設

に
戻

る
。

　
　

・応
援

を
頼

む
。

帽
子

な
ど

で
日

差
し

が
直

接
当

た
ら

な
い

よ
う

に
す

る
。

ベ
ビ

ー
カ

ー
を

押
す

保
育

者
は

、
速

度
や

障

害
物

に
気

を
付

け
る

。

機
嫌

が
悪

か
っ

た
り

、
泣

い
た

り
し

た
時

に
は

お

ん
ぶ

や
抱

っ
こ

に
切

り
替

え
る

。

帽
子

な
ど

で
日

差
し

が
直

接
当

た
ら

な
い

よ
う

に
す

る
。

０
歳

児
　

散
歩

時
の

確
認

事
項

・配
慮

事
項

ベ
ビ

ー
カ

ー
使

用
前

の
安

全
点

検
を

す
る

。
ベ

ビ
ー

カ
ー

使
用

前
の

安
全

点
検

を
す

る
。

出
発

前
、

移
動

時
、

到
着

後
、

活
動

中
、

保
育

施
設

に
戻

っ
た

後
な

ど
常

に
確

認
す

る
。

そ の 他

お
ん

ぶ
や

背
も

た
れ

が
調

整
で

き
る

ベ
ビ

ー

カ
ー

等
そ

の
子

に
応

じ
た

物
で

出
か

け
る

。

ベ
ビ

ー
カ

ー
を

押
す

保
育

者
は

、
速

度
や

障

害
物

に
気

を
付

け
る

。

状
況

に
応

じ
て

話
か

け
た

り
、

子
ど

も
の

声
に

応
え

た
り

す
る

。

配 慮 事 項

人 的 物 的

日
よ

け
カ

バ
ー

を
調

節
し

て
日

差
し

が
直

接

当
た

ら
な

い
よ

う
に

す
る

。

ベ
ル

ト
を

調
節

し
、

タ
オ

ル
や

ク
ッ

シ
ョ

ン
な

ど

で
体

が
安

定
す

る
よ

う
に

す
る

。

散
歩

カ
ー

内
の

子
ど

も
の

位
置

に
気

を
付

け

る
。

散
歩

カ
ー

内
の

子
ど

も
の

様
子

に
目

を
配

り
、

危
険

行
為

(噛
み

つ
き

、
ひ

っ
か

き
）に

気

を
付

け
て

い
く
。

子
ど

も
の

興
味

、
関

心
の

あ
る

事
を

把
握

し
、

危
険

の
な

い
よ

う
に

様
子

を
見

守
る

。

機
嫌

が
悪

か
っ

た
り

、
泣

い
た

り
し

た
時

に
は

お
ん

ぶ
や

抱
っ

こ
に

切
り

替
え

る
。

虫
、

草
花

等
に

さ
わ

っ
た

り
、

口
に

入
れ

た
り

す
る

。

日
よ

け
カ

バ
ー

を
調

節
し

て
日

差
し

が
直

接

当
た

ら
な

い
よ

う
に

す
る

。

子
ど

も
の

指
が

挟
ま

ら
な

い
よ

う
に

、
す

き
間

を
埋

め
る

。

サ
イ

ズ
の

合
う

物
の

準
備

（靴
、

帽
子

）を
保

護
者

に
依

頼
す

る
。

散
歩

カ
ー

内
の

子
ど

も
の

位
置

に
気

を
付

け

る
。

言
葉

か
け

を
し

な
が

ら
保

育
者

と
手

を
つ

な

ぐ
よ

う
促

し
て

歩
く
。

虫
、

草
花

は
一

緒
に

観
察

し
、

子
ど

も
の

様

子
、

対
象

物
の

状
態

を
見

な
が

ら
、

触
れ

た

り
ち

ぎ
っ

た
り

と
感

覚
を

楽
し

ん
で

い
く
。

帽
子

な
ど

で
日

差
し

が
直

接
当

た
ら

な
い

よ

う
に

す
る

。

状
況

に
応

じ
て

子
ど

も
の

声
に

応
え

て
い

く
。
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1
準

備
物

携
帯

電
話

、
ホ

イ
ッ

ス
ル

（
防

犯
ブ

ザ
ー

）
、

〇
散

歩
カ

ー
で

の
行

動

テ
ィ
ッ

シ
ュ

、
タ

オ
ル

、
ビ

ニ
ー

ル
袋

、
救

急
用

品
、

・
散

歩
カ

ー
か

ら
手

を
出

す
、

身
を

乗
り

出
す

、
落

下
・

散
歩

カ
ー

を
押

す
保

育
者

は
速

度
や

障
害

物
に

気
を

付
け・

使
用

前
に

散
歩

カ
ー

の
安

全
点

検
を

す
る

。

水
（
消

毒
、

水
分

補
給

用
）
、

着
替

え
、

お
ん

ぶ
紐

、
誘

導
ロ

ー
プ

す
る

。
る

。

・
散

歩
カ

ー
に

つ
か

ま
る

よ
う

促
す

。
・

子
ど

も
の

指
が

挟
ま

ら
な

い
よ

う
に

す
き

間
を

埋
め

る
。

2
天

候
と

気
温

の
確

認
、

体
調

の
確

認

・
気

象
情

報
を

確
認

す
る

。
・

・

・
登

所
(園

）
時

に
視

診
を

す
る

。
で

き
る

範
囲

で
保

護
者

に
確

認
す

る
。

3
目

的
地

の
報

告
・

散
歩

カ
ー

内
で

友
達

を
ひ

っ
か

く
、

噛
む

。
・

子
ど

も
の

位
置

に
気

を
付

け
る

。

・
目

的
地

、
人

数
、

引
率

者
、

帰
っ

て
く
る

時
間

等
を

施
設

長
、

主
任

に

伝
え

る
。

4
身

支
度

の
確

認
・

散
歩

カ
ー

に
乗

り
た

が
ら

な
い

、
降

り
た

が
る

。
・

機
嫌

が
悪

か
っ

た
り

、
泣

い
た

り
し

た
と

き
に

は
、

・
帽

子
、

靴
下

、
靴

（
左

右
、

マ
ジ

ッ
ク

テ
ー

プ
で

固
定

さ
れ

て
い

る
か

等
）

お
ん

ぶ
や

抱
っ

こ
に

切
り

替
え

る
。

・
気

温
に

合
っ

た
服

装
か

確
認

す
る

。
・

保
育

者
と

手
を

つ
な

い
で

歩
い

て
み

る
。

・
散

歩
カ

ー
の

準
備

、
点

検
（
出

発
前

）
・

散
歩

カ
ー

に
乗

っ
た

ま
ま

眠
る

。
・

・
正

確
に

組
み

立
て

て
あ

る
か

　
　

・
ネ

ジ
の

緩
み

は
な

い
か

・
ブ

レ
ー

キ
が

利
く
か

　
　

・
ベ

ル
ト
の

緩
み

や
ロ

ッ
ク

が
か

か
る

か
〇

歩
行

中

・
タ

イ
ヤ

の
空

気
状

態
を

確
認

5
人

数
確

認
・

歩
い

て
い

る
途

中
に

立
ち

止
ま

る
、

急
に

し
ゃ

が
み

こ
む

。
・

・
出

発
前

、
移

動
時

、
到

着
後

、
活

動
中

、
保

育
施

設
に

戻
っ

た
後

な
ど

常
に

確
認

す
る

。
・

歩
か

な
く
な

る
。

・
状

況
に

応
じ

て
散

歩
カ

ー
や

お
ん

ぶ
紐

で
対

応
す

る
。

・
泣

く
。

6
引

率
の

仕
方

・
抱

っ
こ

を
求

め
る

。

〇
保

育
者

の
配

置
と

役
割

分
担

・
興

味
の

あ
る

方
に

行
く
。

（
道

路
、

草
む

ら
）

・
周

囲
の

安
全

を
確

認
し

な
が

ら
誘

導
す

る
。

・
先

導
保

育
者

は
、

前
方

の
安

全
を

確
保

す
る

。
・

手
を

離
す

、
誘

導
ロ

ー
プ

を
離

す
。

・
最

後
尾

の
保

育
者

は
、

後
方

の
安

全
確

認
と

列
全

体
を

見
る

。
・

靴
が

脱
げ

る
。

・
靴

が
き

ち
ん

と
履

け
て

い
る

か
確

認
す

る
。

・
保

育
者

間
で

役
割

分
担

を
す

る
。

・
帽

子
が

ず
れ

た
り

、
脱

げ
た

り
す

る
。

・
帽

子
が

き
ち

ん
と

か
ぶ

れ
て

い
る

か
確

認
す

る
。

・

・ ・
交

差
点

、
横

断
歩

道
で

待
つ

時
は

、
車

道
か

ら
で

き
る

だ
け

離
れ

る
。

〇目
的

地
の

行
動

・
目

的
地

で
全

体
を

把
握

す
る

保
育

者
を

決
め

る
。

・
固

定
遊

具
で

遊
ぶ

。
・

・
固

定
遊

具
の

点
検

を
す

る
。

・
草

花
や

虫
を

見
つ

け
る

。

〇
散

歩
カ

ー
、

ベ
ビ

ー
カ

ー
・

高
い

所
に

上
が

り
、

降
り

ら
れ

な
く
な

る
。

・
危

険
と

思
わ

れ
る

と
こ

ろ
に

は
必

ず
保

育
者

が
付

く
。

・
散

歩
カ

ー
内

で
の

転
倒

や
ト
ラ

ブ
ル

、
転

落
に

注
意

す
る

。
・

道
路

に
飛

び
出

す
。

・
子

ど
も

の
発

見
や

喜
び

に
共

感
す

る
。

・
段

差
で

の
衝

撃
に

注
意

す
る

。
・

人
数

確
認

（
到

着
時

、
活

動
中

、
出

発
時

）
を

す
る

。

・
保

育
者

が
道

路
側

に
つ

き
、

安
全

を
確

保
す

る
。

7
目

的
地

の
安

全
確

認

・
危

険
物

を
目

視
で

確
認

す
る

。
（
ガ

ラ
ス

、
ゴ

ミ
等

）
〇そ

の
他

・
遊

具
を

さ
わ

っ
て

安
全

確
認

を
す

る
。

・
具

合
が

悪
く
な

る
。

・
不

審
者

が
い

な
い

こ
と

を
確

認
す

る
。

・
け

が
を

す
る

。
・

応
急

処
置

、
救

命
処

置
を

す
る

。

8
そ

の
他

・
虫

に
刺

さ
れ

る
。

・
状

況
に

応
じ

て
保

育
施

設
に

戻
る

。

・
応

急
処

置
、

救
命

処
置

を
確

認
す

る
。

・
事

故
に

遭
う

。
・

応
援

を
頼

む
。

・
何

か
あ

っ
た

ら
自

己
判

断
せ

ず
、

保
育

施
設

に
連

絡
す

る
。

・
不

審
者

に
遭

う
。

探
索

行
動

を
見

守
り

な
が

ら
、

危
険

な
場

所
に

は
近

付
か

な
い

よ
う

知
ら

せ
る

。

日
頃

か
ら

靴
の

サ
イ

ズ
や

帽
子

の
ゴ

ム
が

合
っ

て
い

る
か

確
認

し
、

合
っ

て
い

な
い

場
合

は
保

護
者

へ
連

絡
す

る
。

興
味

の
あ

る
物

に
指

差
し

を
し

た
り

、
声

を
発

し
た

り
す

る
。

１
歳

児
　

散
歩

時
の

確
認

事
項

・
配

慮
事

項

子
ど

も
の

話
に

耳
を

傾
け

た
り

、
共

感
し

た
り

し
な

が
ら

、
子

ど
も

の
安

全
に

配
慮

す
る

。

散
歩

時
の

確
認

事
項

（
１

歳
児

）
予

想
さ

れ
る

子
ど

も
の

行
動

配
慮

事
項

人
的

物
的

気
分

が
変

わ
る

よ
う

に
声

を
か

け
た

り
、

歌
っ

た
り

す
る

。

車
が

来
た

ら
声

を
か

け
合

い
、

車
が

通
過

す
る

ま
で

一
旦

停
止

し
て

、
端

に
寄

る
。

子
ど

も
の

興
味

に
共

感
し

な
が

ら
、

安
全

に
歩

け
る

よ
う

に
促

す
。



85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
準

備
物

携
帯

電
話

、
ホ

イ
ッ

ス
ル

（
防

犯
ブ

ザ
ー

）
、

テ
ィ

ッ
シ

ュ
、

タ
オ

ル
、

ビ
ニ

ー
ル

袋
〇

歩
道

を
歩

く
。

水
（
消

毒
、

水
分

補
給

用
）
、

着
替

え
、

救
急

用
品

、
誘

導
ロ

ー
プ

・
手

を
離

す
。

・
道

路
側

の
子

ど
も

と
手

を
繋

ぐ
。

（
保

育
者

が
車

道
側

に
付

く
）

・
動

物
や

危
険

物
と

距
離

を
と

る
よ

う
に

す
る

。

2
天

候
と

気
温

の
確

認
、

体
調

の
確

認
・

ま
っ

す
ぐ

歩
く
こ

と
が

難
し

い
。

（
道

路
の

方
へ

行
く
）

・
先

導
の

保
育

者
が

手
を

引
い

て
い

く
こ

と
で

ペ
ー

ス
を

作
る

。
・

気
象

情
報

を
確

認
す

る
。

・
指

差
し

を
す

る
。

・

・
登

所
（
園

）
時

に
視

診
を

す
る

。
出

来
る

範
囲

で
保

護
者

に
確

認
す

る
。

・
気

に
な

っ
た

物
に

さ
わ

っ
て

み
よ

う
と

す
る

。

3
目

的
地

の
報

告
・

下
に

あ
る

物
が

気
に

な
り

、
し

ゃ
が

む
、

止
ま

る
。

・
列

の
前

、
真

ん
中

、
後

ろ
に

保
育

者
を

配
置

す
る

。

・
目

的
地

、
人

数
、

引
率

者
、

帰
っ

て
く
る

時
間

等
を

施
設

長
、

主
任

に
伝

え
る

。
・

し
ゃ

が
ん

だ
子

に
つ

ま
ず

き
、

後
ろ

の
子

が
転

ぶ
。

・
前

を
向

い
て

歩
く
よ

う
に

促
す

。

4
身

支
度

の
確

認
・

転
ぶ

。
・

白
線

内
を

歩
く
よ

う
に

繰
り

返
し

声
を

か
け

る
。

・
帽

子
、

靴
下

、
靴

（
左

右
、

マ
ジ

ッ
ク

テ
ー

プ
で

固
定

さ
れ

て
い

る
か

等
）

・

・
気

温
に

合
っ

た
服

装
か

確
認

す
る

。
・

歩
か

な
く
な

る
。

5
人

数
確

認
・

泣
く
。

・
励

ま
し

て
い

く
こ

と
で

歩
け

る
よ

う
に

促
す

。
・

誘
導

ロ
ー

プ
や

散
歩

カ
ー

を
使

用
す

る
。

・
・

抱
っ

こ
を

求
め

る
。

・
時

々
休

憩
し

て
、

気
持

ち
を

切
り

替
え

ら
れ

る
よ

う
に

す
る

。

・
見

通
し

を
持

て
る

よ
う

な
声

か
け

を
す

る
。

6
引

率
の

仕
方

（
目

標
と

な
る

も
の

、
目

印
等

）

［
先

導
保

育
者

］
・

靴
が

脱
げ

る
。

・
・

・
危

険
物

等
（
自

転
車

、
車

、
段

差
、

物
等

）
の

確
認

と
声

か
け

を
す

る
。

・
子

ど
も

達
の

手
を

引
き

、
歩

く
ペ

ー
ス

を
作

る
。

・

［
後

方
保

育
者

］

・
危

険
物

や
歩

行
者

の
確

認
と

声
か

け
を

す
る

。
・

帽
子

が
ず

れ
た

り
、

脱
げ

た
り

す
る

。
・

帽
子

が
き

ち
ん

と
か

ぶ
れ

て
い

る
か

確
認

す
る

。

・
全

体
の

安
全

確
認

を
す

る
。

※
〇

目
的

地
の

行
動

・
固

定
遊

具
で

遊
ぶ

。
・

・
固

定
遊

具
の

点
検

、
確

認
を

す
る

。

○
誘

導
ロ

ー
プ

の
場

合
・

道
路

に
飛

び
出

す
。

・
・

高
い

所
に

上
が

り
、

降
り

ら
れ

な
く
な

る
。

・
危

険
と

思
わ

れ
る

と
こ

ろ
に

は
必

ず
保

育
者

が
付

く
。

・
草

花
や

虫
を

見
つ

け
る

。
・

子
ど

も
の

発
見

や
喜

び
に

共
感

す
る

。

・
手

を
離

し
て

し
ま

う
子

、
月

齢
の

低
い

子
に

は
保

育
者

が
側

に
つ

く
。

・
人

数
確

認
（
到

着
時

、
活

動
中

、
出

発
時

）
を

す
る

。

○
徒

歩
、

散
歩

カ
ー

の
場

合

・
保

育
者

が
道

路
側

に
つ

き
、

一
緒

に
手

を
繋

ぐ
こ

と
で

安
全

を
確

保
す

る
。

〇
横

断
歩

道
を

渡
る

。
・

安
全

確
認

を
行

う
。

・
並

ぶ
順

番
や

手
を

つ
な

ぐ
相

手
に

配
慮

す
る

。
・

信
号

が
変

わ
り

そ
う

な
時

は
、

余
裕

を
も

っ
て

次
の

信
号

で

渡
る

よ
う

に
す

る
。

7
目

的
地

の
安

全
確

認
・

待
つ

時
は

車
道

か
ら

で
き

る
だ

け
離

れ
る

。

・
危

険
物

を
目

視
で

確
認

す
る

。
（
ガ

ラ
ス

、
ゴ

ミ
等

）

・
遊

具
を

さ
わ

っ
て

安
全

確
認

を
す

る
。

〇
そ

の
他

・
不

審
者

が
い

な
い

こ
と

を
確

認
す

る
。

・
具

合
が

悪
く
な

る
。

・
応

急
処

置
、

救
命

処
置

を
す

る
。

・
け

が
を

す
る

。
・

状
況

に
応

じ
て

保
育

施
設

に
戻

る
。

8
そ

の
他

・
虫

に
刺

さ
れ

る
。

・
応

援
を

頼
む

。

・
応

急
処

置
、

救
急

処
置

を
確

認
す

る
。

・
事

故
に

遭
う

。

・
何

か
あ

っ
た

ら
自

己
判

断
せ

ず
、

保
育

施
設

に
連

絡
す

る
。

・
不

審
者

に
遭

う
。

探
索

行
動

を
見

守
り

な
が

ら
、

危
険

な
場

所
に

は
近

付
か

な
い

よ
う

知
ら

せ
る

。

出
発

前
、

移
動

時
、

到
着

後
、

活
動

中
、

保
育

施
設

に
戻

っ
た

後
な

ど
常

に
確

認
す

る
。

先
導

、
最

後
尾

の
保

育
者

は
、

ロ
ー

プ
の

緩
み

に
気

を
つ

け
な

が
ら

し
っ

か
り

持
つ

。

日
頃

か
ら

靴
の

サ
イ

ズ
や

帽
子

の
ゴ

ム
が

合
っ

て
い

る
か

確
認

し
、

合
っ

て
い

な
い

場
合

は
保

護
者

へ
連

絡
す

る
。

２
歳

児
　

散
歩

時
の

確
認

事
項

・
配

慮
事

項
散

歩
時

の
確

認
事

項
（２

歳
児

）
予

想
さ

れ
る

子
ど

も
の

行
動

配
慮

事
項

人
的

物
的

出
発

前
に

靴
が

き
ち

ん
と

履
け

て
い

る
か

を
確

認
す

る
。

（
左

右
、

マ
ジ

ッ
ク

テ
ー

プ
等

）

靴
が

脱
げ

た
子

ど
も

が
い

た
ら

、
知

ら
せ

て
全

員
そ

の
場

で
待

つ
よ

う
に

す
る

。

指
差

し
に

共
感

し
た

り
、

代
弁

し
た

り
し

な
が

ら
安

全
に

歩
け

る
よ

う
に

誘
導

す
る

。

前
後

の
保

育
者

で
車

や
自

転
車

を
確

認
し

な
が

ら
歩

き
、

見
つ

け
た

ら
お

互
い

に
声

を
か

け
る

。

先
導

、
後

方
の

保
育

者
共

に
危

険
物

に
注

意
し

、
見

つ
け

た
場

合
に

は
お

互
い

に
声

を
か

け
、

注
意

を
促

す
。

保
育

者 子
ど

道 路 側

散 歩 カ ー



86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1準
備

物

携
帯

電
話

、
ホ

イ
ッ

ス
ル

（
防

犯
ブ

ザ
ー

）
、

テ
ィ

ッ
シ

ュ
、

タ
オ

ル
、

ビ
ニ

ー
ル

袋
、

水
（
消

毒
、

水
分

補
給

用
）
、

着
替

え
、

救
急

用
品

〇
歩

行
中

・
つ

な
い

だ
手

を
離

す
。

・
出

発
前

に
約

束
事

を
話

す
。

2
天

候
と

気
温

の
確

認
、

体
調

の
確

認
・

歩
道

の
白

線
か

ら
は

み
出

す
。

・
手

を
つ

な
ぐ

相
手

を
考

慮
す

る
。

・
気

象
情

報
を

確
認

す
る

。
・

坂
道

で
勢

い
が

つ
く
。

・
坂

道
を

下
る

時
は

、
歩

く
ペ

ー
ス

を
お

と
す

。

・
登

所
（
園

）
時

に
視

診
を

す
る

。
で

き
る

範
囲

で
保

護
者

に
確

認
す

る
。

・
階

段
で

手
を

つ
な

い
だ

ま
ま

歩
い

て
行

く
。

・
道

路
の

状
況

を
常

に
把

握
す

る
。

3
目

的
地

の
報

告
・

友
達

に
引

っ
張

ら
れ

て
転

倒
す

る
。

・
白

線
の

中
を

歩
く
よ

う
に

伝
え

る
。

・
目

的
地

、
人

数
、

引
率

者
、

帰
っ

て
く

る
時

間
を

施
設

長
、

主
任

に
伝

え
る

。
・

下
に

あ
る

物
が

気
に

な
り

、
し

ゃ
が

む
、

止
ま

る
。

・
階

段
で

は
、

手
を

離
し

て
よ

い
こ

と
を

伝
え

る
。

・
階

段
の

手
す

り
を

つ
か

む
。

4
身

支
度

の
確

認
・

し
ゃ

が
ん

だ
子

に
つ

ま
ず

き
、

後
ろ

の
子

が
転

ぶ
。

・

・
帽

子
、

靴
下

、
靴

（
左

右
、

マ
ジ

ッ
ク

テ
ー

プ
で

固
定

さ
れ

て
い

る
か

等
）

・
間

が
空

い
た

り
、

列
が

乱
れ

た
り

す
る

。

・
気

温
に

合
っ

た
服

装
か

確
認

を
す

る
。

・

5
人

数
確

認
・

車
が

来
た

こ
と

に
気

付
か

ず
に

動
き

続
け

る
。

・
・

ホ
イ

ッ
ス

ル
を

使
用

し
、

車
が

来
て

い
る

こ
と

を
知

ら
せ

る
。

6
引

率
の

仕
方

（
２

人
担

任
）
　

（
３

人
担

任
）
※

子
ど

も
は

、
車

道
側

を
歩

か
せ

な
い

。
・

側
溝

に
落

る
。

・
道

路
の

端
に

寄
っ

て
止

ま
る

よ
う

に
声

か
け

し
、

誘
導

す
る

。

・
電

柱
、

停
車

中
の

車
、

バ
イ

ク
な

ど
に

ぶ
つ

か
る

。
・

障
害

物
が

あ
る

こ
と

を
知

ら
せ

る
。

・
靴

が
脱

げ
る

。
・

出
発

前
に

足
元

を
確

認
す

る
。

・
帽

子
が

と
ば

さ
れ

る
。

・
靴

が
脱

げ
た

ら
、

き
ち

ん
と

履
け

る
ま

で
全

体
で

待
つ

。

　 ［
先

導
保

育
者

］
〇

横
断

歩
道

を
渡

る
。

・
子

ど
も

を
誘

導
、

集
め

る
。

・
信

号
機

の
と

こ
ろ

で
は

交
通

ル
ー

ル
を

守
っ

て
道

路
を

渡
る

。
・

安
全

確
認

を
行

う
。

・
子

ど
も

達
の

様
子

を
見

な
が

ら
歩

く
ペ

ー
ス

を
調

節
す

る
。

・

・
周

囲
の

安
全

確
認

、
合

図
を

す
る

。

［
後

方
保

育
者

］
・

・
危

険
物

や
歩

行
者

の
確

認
と

声
か

け
を

す
る

。

・
全

体
の

安
全

確
認

を
す

る
。

・
待

つ
時

は
車

道
か

ら
で

き
る

だ
け

離
れ

る
。

〇
横

断
歩

道
の

渡
り

方

・
子

ど
も

が
全

員
揃

う
ま

で
待

つ
。

〇
目

的
地

で
の

行
動

［
先

導
保

育
者

］
・

固
定

遊
具

や
自

然
物

で
遊

ぶ
。

・
・

子
ど

も
が

遊
ぶ

前
に

点
検

、
確

認
を

す
る

。

先
頭

で
渡

り
、

安
全

な
場

所
に

誘
導

し
、

待
機

す
る

。
・

生
き

物
を

捕
ま

え
る

。

［
中

間
・
後

方
保

育
者

］
・

開
放

的
に

な
り

、
危

険
な

行
動

を
す

る
。

・
危

険
な

行
動

は
す

ぐ
に

止
め

、
遊

び
方

の
確

認
を

す
る

。

・
道

路
中

央
に

立
ち

、
先

導
保

育
者

の
元

へ
誘

導
す

る
。

・
道

路
に

飛
び

出
す

。
・
危
険
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
に
は
必
ず
保
育
者
が
付
く
。

7
目

的
地

の
安

全
確

認
・

危
険

な
生

き
物

を
把

握
し

、
さ

わ
ら

な
い

よ
う

に
伝

え
る

。

・
危

険
物

を
目

視
で

確
認

す
る

。
（
ガ

ラ
ス

、
ゴ

ミ
等

）
・

生
き

物
や

植
物

を
さ

わ
っ

た
後

は
、

よ
く
手

を
洗

わ
せ

る
。

・
遊

具
を

さ
わ

っ
て

安
全

確
認

を
す

る
。

〇
そ

の
他

・
遊

具
に

付
き

な
が

ら
も

、
全

体
の

子
ど

も
の

様
子

を
把

握
す

る
。

・
具

合
が

悪
く
な

る
。

・
応

急
処

置
、

救
命

処
置

を
す

る
。

・
不

審
者

が
い

な
い

こ
と

を
確

認
す

る
。

・
け

が
を

す
る

。
・

状
況

に
応

じ
て

、
保

育
施

設
に

戻
る

。

8
そ

の
他

・
虫

に
刺

さ
れ

る
。

・
応

援
を

頼
む

。

・
応

急
処

置
、

救
命

処
置

を
確

認
す

る
。

・
事

故
に

遭
う

。

・
何

か
あ

っ
た

ら
自

己
判

断
せ

ず
、

保
育

施
設

に
連

絡
す

る
。

・
不

審
者

に
遭

う
。

信
号

を
渡

る
時

は
列

を
短

く
し

、
安

全
に

渡
れ

る
よ

う
に

す
る

。

目
的

地
に

着
い

て
か

ら
、

遊
ぶ

エ
リ

ア
の

確
認

、
遊

び
の

約
束

を
す

る
。

３
歳

児
　

散
歩

時
の

確
認

事
項

・
配

慮
事

項

予
想

さ
れ

る
子

ど
も

の
行

動
配

慮
事

項

人
的

物
的

散
歩

時
の

確
認

事
項

（３
歳

児
）

前
後

の
保

育
者

で
車

や
自

転
車

を
確

認
し

な
が

ら
歩

き
、

見
つ

け
た

ら
お

互
い

に
声

を
か

け
る

。

「
○

○
の

後
ろ

だ
よ

」
「
間

が
空

い
て

い
る

よ
」
と

分
か

り
や

す
く
声

を
か

け
る

。

日
頃

か
ら

靴
の

サ
イ

ズ
や

帽
子

の
ゴ

ム
が

合
っ

て
い

る
か

確
認

し
、

合
っ

て
い

な
い

場
合

は
保

護
者

へ
連

絡
す

る
。

・

出
発

前
、

移
動

時
、

到
着

後
、

活
動

中
、

保
育

施
設

に
戻

っ
た

後
な

ど
常

に
確

認
す

る
。

信
号

が
変

わ
り

そ
う

な
時

は
、

余
裕

を
も

っ
て

次
の

信
号

で
渡

る
よ

う
に

す
る

。

横
断

歩
道

等
担

当
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 1
準

備
物

携
帯

電
話

、
ホ

イ
ッ

ス
ル

（
防

犯
ブ

ザ
ー

）
、
テ

ィ
ッ

シ
ュ

、
タ

オ
ル

、
ビ

ニ
ー

ル
袋

、
〇

歩
行

中

水
（
消

毒
、

水
分

補
給

用
）
、

着
替

え
、

救
急

用
品

・
つ

な
い

だ
手

を
離

す
。

・
出

発
前

に
約

束
事

を
話

す
。

2
天

候
と

気
温

の
確

認
、

体
調

の
確

認
・

歩
道

の
白

線
か

ら
は

み
出

す
。

・
道

路
の

状
況

を
常

に
把

握
し

な
が

ら
歩

く
。

・
気

象
情

報
を

確
認

す
る

。
・

坂
道

で
勢

い
が

つ
く
。

・
同

じ
ペ

ー
ス

で
歩

け
る

よ
う

声
を

か
け

る
。

・
登

所
（
園

）
時

に
視

診
を

す
る

。
で

き
る

範
囲

で
保

護
者

に
確

認
す

る
。

・
階

段
で

手
を

つ
な

い
だ

ま
ま

歩
く
。

・
必

要
に

応
じ

て
、

手
を

離
し

て
よ

い
こ

と
を

伝
え

る
。

・
階

段
の

手
す

り
を

つ
か

む
。

3
目

的
地

の
報

告
・

友
達

に
引

っ
張

ら
れ

て
転

倒
す

る
。

・
手

を
つ

な
ぐ

相
手

を
考

慮
す

る
。

目
的

地
、
人

数
、
引

率
者

、
帰

っ
て

く
る

時
間

等
を

施
設

長
、
主

任
に

伝
え

る
。

・
下

に
あ

る
物

が
気

に
な

り
、

し
ゃ

が
む

、
止

ま
る

。
・

車
道

で
は

収
集

活
動

は
し

な
い

。

4
身

支
度

の
確

認
・

し
ゃ

が
ん

だ
子

に
つ

ま
ず

き
、

後
ろ

の
子

が
転

ぶ
。

・
歩

く
ペ

ー
ス

を
調

節
す

る
。

・
帽

子
、

靴
下

、
靴

（
左

右
、

マ
ジ

ッ
ク

テ
ー

プ
で

固
定

さ
れ

て
い

る
か

等
）

・
間

が
空

い
た

り
、

列
が

乱
れ

た
り

す
る

。
・

・
気

温
に

合
っ

た
服

装
か

確
認

す
る

。
・

前
の

友
達

を
抜

か
し

て
歩

く
。

5
人

数
確

認
・

車
が

来
た

こ
と

に
気

付
か

ず
に

動
き

続
け

る
。

・

・
・

側
溝

に
落

ち
る

。

・
電

柱
、

停
車

中
の

車
、

バ
イ

ク
な

ど
に

ぶ
つ

か
る

。

6
引

率
の

仕
方

・
他

の
歩

行
者

の
迷

惑
に

な
ら

な
い

よ
う

に
す

る
。

（
２

人
担

任
）
　

（
３

人
担

任
）
※

子
ど

も
は

、
車

道
側

を
歩

か
せ

な
い

。
・

靴
が

脱
げ

る
。

・
出

発
前

に
足

元
を

確
認

す
る

。

・
靴

が
脱

げ
た

ら
、

き
ち

ん
と

履
け

る
ま

で
全

体
で

待
つ

。

・
帽

子
が

と
ば

さ
れ

る
。

〇
横

断
歩

道
を

渡
る

。

［
先

導
保

育
者

］
・

・
安

全
確

認
を

行
う

。

・
子

ど
も

を
誘

導
、

集
め

る
。

・

・
子

ど
も

達
の

様
子

を
見

な
が

ら
歩

く
ペ

ー
ス

を
調

節
す

る
。

・
周

囲
の

安
全

確
認

、
合

図
を

す
る

。
・

［
後

方
保

育
者

］

・
全

体
や

周
囲

の
安

全
確

認
、

合
図

を
す

る
。

・
待

つ
時

は
車

道
か

ら
で

き
る

だ
け

離
れ

る
。

※
先

導
、

後
方

の
保

育
者

共
に

危
険

物
に

注
意

し
、

見
つ

け
た

時
に

は
お

互
い

に
声

を
か

け
、

注
意

を
促

す
。

〇
目

的
地

で
の

行
動

○
横

断
歩

道
の

渡
り

方
・

固
定

遊
具

や
自

然
物

で
遊

ぶ
。

・
・

子
ど

も
が

遊
ぶ

前
に

点
検

、
確

認
を

す
る

。

・
子

ど
も

が
全

員
揃

う
ま

で
待

つ
。

・
道

路
に

飛
び

出
す

。

［
先

導
保

育
者

］
・

開
放

的
に

な
り

、
危

険
な

行
動

を
す

る
。

・
危

険
な

行
動

は
す

ぐ
に

止
め

、
遊

び
方

の
確

認
を

す
る

。
・

先
頭

で
渡

り
、

安
全

な
場

所
に

誘
導

し
、

待
機

す
る

。
・

危
険

な
生

き
物

に
さ

わ
る

。
・

危
険

と
思

わ
れ

る
と

こ
ろ

に
は

必
ず

保
育

者
が

付
く
。

［
中

間
・
後

方
保

育
者

］
・

生
き

物
を

捕
ま

え
る

。
・

危
険

な
生

き
物

を
把

握
し

、
さ

わ
ら

な
い

よ
う

に
伝

え
る

。

・
道

路
中

央
に

立
ち

、
先

導
保

育
者

の
元

へ
誘

導
す

る
。

・
生

き
物

や
植

物
を

さ
わ

っ
た

後
は

、
よ

く
手

を
洗

わ
せ

る
。

7
目

的
地

の
安

全
確

認

・
危

険
物

を
目

視
で

確
認

す
る

。
（
ガ

ラ
ス

、
ゴ

ミ
等

）

・
遊

具
を

さ
わ

っ
て

安
全

確
認

を
す

る
。

・
遊

具
に

付
き

な
が

ら
も

、
全

体
の

子
ど

も
の

様
子

を
把

握
す

る
。

・
具

合
が

悪
く
な

る
。

・
応

急
処

置
、

救
命

処
置

を
す

る
。

・
不

審
者

が
い

な
い

こ
と

を
確

認
す

る
。

・
け

が
を

す
る

。
・

状
況

に
応

じ
て

、
保

育
施

設
に

戻
る

。

8
そ

の
他

・
虫

に
刺

さ
れ

る
。

・
応

援
を

頼
む

。

・
応

急
処

置
、

救
命

処
置

を
確

認
す

る
。

・
事

故
に

遭
う

。

・
何

か
あ

っ
た

ら
自

己
判

断
せ

ず
、

保
育

施
設

に
連

絡
す

る
。

・
不

審
者

に
遭

う
。

信
号

を
渡

る
時

は
列

を
短

く
し

、
安

全
に

渡
れ

る
よ

う
に

す
る

。

信
号

が
変

わ
り

そ
う

な
時

は
、

余
裕

を
も

っ
て

次
の

信
号

で
渡

る
よ

う
に

す
る

。

目
的

地
に

着
い

て
か

ら
、

遊
ぶ

エ
リ

ア
の

確
認

、
遊

び
の

約
束

を
す

る
。

予
想

さ
れ

る
子

ど
も

の
行

動

４
・
５

歳
児

　
散

歩
時

の
確

認
事

項
・
配

慮
事

項
配

慮
事

項

人
的

物
的

そ
の

都
度

「
○

○
ち

ゃ
ん

の
後

ろ
ね

」
と

具
体

的
に

声
を

か
け

る
。

散
歩

時
の

確
認

事
項

（
４

・
５

歳
児

）

列
の

長
さ

や
状

況
に

合
わ

せ
て

、
ホ

イ
ッ

ス
ル

を
使

用
し

、
車

が
来

て
い

る
こ

と
を

知
ら

せ
る

。

道
路

の
端

に
寄

っ
て

止
ま

る
よ

う
に

声
か

け
し

、
誘

導
す

る
。

・

信
号

機
の

と
こ

ろ
で

は
交

通
ル

ー
ル

を
守

っ
て

道
路

を
渡

る
。

日
頃

か
ら

靴
の

サ
イ

ズ
や

帽
子

の
ゴ

ム
が

合
っ

て
い

る
か

確
認

し
、

合
っ

て
い

な
い

場
合

は
保

護
者

へ
連

絡
す

る
。

・

〇
 そ

の
他

出
発

前
、

移
動

時
、

到
着

後
、

活
動

中
、

保
育

施
設

に
戻

っ
た

後
な

ど
常

に
確

認
す

る
。

横
断

歩
道

等
担

当
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５．延長保育の安全管理について 

 

・ 職員は、必ず複数（２名以上）配置する。 

 

・ 保育所・認定こども園内への出入り口は、原則として１箇所とし、施錠する。そ

の後は、できる限りインターフォン等を使用し、来所（園）者を確認してからド

アを開ける。 

 

・ 人数確認を行い、連絡事項は、伝達ノートやボードを活用し漏れの無いよう

に伝える。 

 

・ 使用しない部屋は、子どもが入らないようにする。 

 

・ 事故発生時に、正職職員が迅速に対応できるよう、連絡体制を整えておく。 

 

・ 連絡がなく迎えが変わった場合、保護者に確認して引き渡す。 

 

６．土曜保育の安全管理について 

 

・ 土曜保育の申し込みを受け、登降所（園）名簿に記入する。保育時間・送迎者・

緊急連絡先をきちんと把握する。 

 

・ 職員は、必ず複数（２名以上）配置する。 

 

・ 保育所・認定こども園内への出入り口は、原則として１箇所とし、施錠する。 

 

・ 全員が登所（園）したら、原則玄関の施錠を行う。その後は、できる限りインタ

ーフォン等を使用し、来所（園）者を確認してからドアを開ける。 

 

・ 人数確認を行い、連絡事項は、伝達ノートやボードを活用し漏れの無いように

伝える。 

 

・ 使用しない部屋は、子どもが入らないようにする。 

 

・ 事故発生時に、正職職員が迅速に対応できるよう、連絡体制を整えておく。 
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６．異物混入発見時の対応について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食材納品・検品時の異物混入を見逃さないために

　　✔　温度・鮮度等に異常がないかしっかり確認しましょう。

調理室での異物混入をしないために

　　✔　髪の毛　　　・・・髪の毛は帽子から出ていませんか？

　　✔　手袋　　　　・・・破れていないかはずす前に必ず確認しましょう。はさみの使用時は特に注意しましょう。

　　✔　調理器具　・・・調理前・調理後に破損がないか必ず確認しましょう。器具は布たわしなど決められたもので洗いましょう。

　　✔　キャップ付きのペン・シャープペン・鉛筆・消しゴム・輪ゴム・クリップ・ホッチキス等

　　　　・・・持ち込まないようにしましょう。使用する場合は、調理動線にかからない決められた場所に

　　　　　　 決められたものをおきましょう。

  業者からの納品時に発見   調理中・検食時（喫食前）に発見            喫食中に発見

　　各施設での判断に迷ったときは、幼保支援課と協議の上決定します。

　　給食の提供が遅くなることや、献立の大幅な変更を恐れず、

　安心・安全を最優先に対応しましょう。

異物混入の防止

異物混入発見時の対応

異物混入の発見

状態がわかる写真を撮るとともに
施設長へ報告

幼保支援課へ一報

返品・交換

業者に（原因の特定・改善策・
再発防止策）報告書の提出を依頼

施設長へ報告

確実に
取り除くこと
ができる

確実に取り除く
ことができない
（発見したもの
以外にも混入の
可能性あり）

調理の継続

調理の中止
代替食(非常食）
の検討
再開の判断

返品・交換
できる

返品・交換
できない

代替食（非常食）
の検討

幼保支援課に報告 ヒヤリハット・事故報告等状況に応じて提出

確実に

取り除くこと

ができる

施設長へ報告

喫食の中止

それ以上の

拡大なし

代替食
（非常食）
の検討喫食の再開

の判断

喫食済みの児童の有無確認

ありなし

経過観察と
ともに代替食
（非常食）の
検討

確実に取り除く
ことができない
（発見したもの以外にも
混入の可能性あり

幼保支援課へ一報

※基本納品時のまま返品する
※個包装のものは単体でも可
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第７章．食物アレルギーについて 

 

１ 保育所・認定こども園における基本的な対応 

 

保育所長・認定こども園長をはじめ、保育士、調理員はもちろん全職員が入所

（園）時点で給食開始前に食物アレルギーに関して共通の情報を持ち、対応でき

るように努める必要がある。このことは、アナフィラキシーショックなど強い反応

を起こしうる子どもについて、特に重要である。 

また、公立保育所・認定こども園給食におけるアレルギー除去食の対応として

は、アレルギー食品の完全除去食提供とする。 

 

（１）保育所・認定こども園申し込み時の説明 

 

幼保企画課にて保育所・認定こども園申し込みの際に、入所（園）が決定した

際には医師の「保育施設におけるアレルギー疾患生活管理指導表（食物アレル

ギー・アナフィラキシー）」を提出してもらうようになる旨を伝えておく。（「保育

施設におけるアレルギー疾患生活管理指導表（食物アレルギー・アナフィラキシ

ー）」は保育所・認定こども園入所（園）説明会に持参してもらう。） 

 

（２）緊急時の備え 

 

医師の「保育施設におけるアレルギー疾患生活管理指導表（食物アレルギー・ア

ナフィラキシー）」、「与薬のお願い」、「アレルギーに関する調査」、対応方法等い

つでも職員が状況を把握し対応できるように準備して緊急時に備える。 

 

（３） 医療機関との連携 

 

主治医とは常に連携を密にしておくことが大切である。ことに、主治医が遠方

の場合は、アレルギー症状への対応を早くするため、事前に「保育施設における

アレルギー疾患生活管理指導表（食物アレルギー・アナフィラキシー）」、「与薬の

お願い」の内容を嘱託医に伝えその対応を依頼しておく。 
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（４） 献立表のチェック 

 

保護者には毎月配布される予定献立表のアレルギー食品をチェックし、給

食実施前に保育所・認定こども園に提出してもらう。その後、保育所・認定こど

も園側（保育所長・認定こども園長、保育者、調理員）で献立を確認し、給食を

実施する。 

 

（５） 保護者との連携 

 

保護者とは常に情報交換を行い、子どもの健康状態を把握しておく必要が

ある。保育所・認定こども園におけるアレルギー別での指導の方法・方針を理

解していただき、お互いに協力・連携していくことを確認することが大切であ

る。 

 

（６） プライバシーの保護 

 

アレルギーの情報は、プライバシーの保護に十分留意しなければならない。

しかしこれらの情報は、保育所・認定こども園内で共有し、退所（園）後の機関

へ正しく引き継いでいく必要がある。その際に、保護者が考えているプライバ

シーと保育所・認定こども園で考えるプライバシーの意識差がないように十分

な意思の疎通を図ることが大切である。 

 

（７） その他 

  

所（園）外の遊びや体験学習等を伴う場合は事前に保護者に連絡する。 

 

２ 保育所・認定こども園全体での食物アレルギー対応の基本的な手順 

 

（１）入所（園）申し込み    

 

    

 

（２）①面談        

(保育所・認定こども園入所（園）説明会)  

保育所長・認定こども園長、担任、調理員で行う。 

保護者は「アレルギー疾患に関する調査」、「保育施設に

おけるアレルギー疾患生活管理指導表（食物アレルギ

ー・アナフィラキシー）」、「与薬のお願い」及び「食物アレ

ルギー用給食「実施」申請書」を保育所・認定こども園に

提出する。 

（幼保企画課）  

「保育施設におけるアレルギー疾患生活管理指

導表（食物アレルギー・アナフィラキシー）」 

「与薬のお願い」の提出依頼 
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         保育所・認定こども園給食でのアレルギー対応方法を説

明する。 

              ・保護者の要望 

・家庭で対応していること 

・アレルギー症状が出現した際の対応方法 

・指定の医療機関 

等の意見を聞き保育所・認定こども園での対応方法を

協議する。 

                    保育所・認定こども園での対応が困難な場合、また除去

により食事内容が不足な場合は代用食の持参となるこ

と等について事前に保護者に伝える。  

※対応が調味料にまでおよぶ場合や除去食品の数が多

い場合など） 

 

②面談後         関係職員間（保育所長・認定こども園長・調理員・保育者）

で対応方法について確認、周知する。 

 

③献立チェック    保護者には毎月配布される予定献立表のアレルギー食

品を、給食実施前にチェックし保育所・認定こども園に

提出してもらう。 

保護者から提出された予定献立表を担任、調理員  

が確認する。 

 

④当日          保育者が出欠確認し調理員に伝え、食物アレルギー用

給食を提供する。提供の際は、食札を使用しながら調

理員、保育者共に複数名でチェックを行う。 

担任保育士・担任保育教諭と調理員は連絡を密にする。 

当日体調等で変化のある時は調理員に連絡を入れる。 

 

（３） 対応児の病状変化を確認する等、日頃から保護者と十分連絡をとる。症状の

変化があればその都度主治医から新たな「保育施設におけるアレルギー疾患

生活管理指導表（食物アレルギー・アナフィラキシー）」を提出してもらう。 

また、食物アレルギー用給食の実施が必要なくなった際には、「食物アレルギー

用給食「解除」申請書」を提出してもらう。（解除の場合「保育施設におけるアレ

ルギー疾患生活管理指導表（食物アレルギー・アナフィラキシー）」提出の必要

はない。） 
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（４） 幼保支援課は必要に応じて対象児への栄養指導・栄養相談を受ける。 

また、対象児以外の子どもへの指導も行う。 

 

（５） 毎年保護者と面談、「アレルギー疾患に関する調査」、「保育施設におけるアレ

ルギー疾患生活管理指導表（食物アレルギー・アナフィラキシー）」「与薬のお願

い」、を必要とする。子どもの年齢があがれば症状が改善されることもあるの

で除去食品を再確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　食　　札
（食器：　　　　）

　クラス・氏名：

　原因食物：

給食① 給食② 給→保 保育

・無 ・無

主食 ・無 ・無

主菜 ・無 ・無

副菜 ・無 ・無

汁物 ・無 ・無

デザート ・無 ・無

午後おやつ ・無 ・無

飲み物 ・無 ・無

・無 ・無

午前おやつ

昼食

延長おやつ

提供日：令和　　　年　　　月　　　日（　　）

提供する食事 献立名 代替食品名
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① 保育所入所受付
認定こども園入園受付

【幼保企画課】

② 入所・入園説明会

【保育所・認定こども園】

③

④

〔保育者〕 〔調理室〕
⑤ ⑧

⑥ ⑨

⑩ 食品の確認をしながら、調理作業をする。

⑦

⑪ 食物アレルギー用給食の盛り付けをする。

（誤食がないように、他児と区別する）

〔保育者〕
⑫

⑬

⑭

⑮ 喫食の状況を把握する。

⑯

アレルギー児の献立を確認しクラス内での情報を共
有し、役割の確認をする。

食物アレルギー用給食についての作業の打合
せをする。

食物アレルギー用給食を確認し、調理室から保育室
に運ぶ。

食物アレルギー用給食を確認し、児童に配膳する。

食物アレルギー用給食を確認しながら食事介助をす
る。

他児の食べこぼしをアレルギー児が食べないように
注意しながら片付け、下膳する。

クラス担任が不在になる時の引継ぎの確認を行う。

３　保育所・認定こども園全体での食物アレルギーの基本的な対応手順　フローチャート

幼保企画課にて入所申し込みの際、食物アレルギーの対応が必要な場合は保護者からの申
請を受け、保育所・認定こども園に「保育施設におけるアレルギー疾患生活管理表（食物
アレルギー・アナフィラキシー）」及び「与薬のお願い」の提出が必要である旨を伝え
る。

保護者に「アレルギー疾患に関する調査」を記入してもらい、「保育施設におけるアレル
ギー疾患生活管理表（食物アレルギー・アナフィラキシー）」及び「予約のお願い」をも
とに保護者と面談をする。保育所・認定こども園での対応内容について話し合う。

保護者に「食物アレルギー用給食「実施」申請書」を提出してもらい、食物アレルギー児
の食事について、職員会議等にて保育所・認定こども園の全職員に周知徹底する。

保護者に毎月予定献立表のアレルギー食品をチェックしてもらい、保育所・認定こども園
側と保護者側で、給食の対応について確認する。

保育士より食物アレルギー児の出欠受け、確
認する。

子どもの日々の健康状態、喫食状況を把握する。 食札

チェック

食札

チェック
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① 食物アレルギー児の登所（園）を確認 
① アレルギー児の出席、欠席の連絡を受 

する。出席簿に記入する。 
ける。 

② 食物アレルギー児の出席、欠席を調理 
② 食札、ホワイトボードに記入する。 

室に連絡する。 ③ 食物アレルギー用給食の作業打ち合わ 

③ 食物アレルギー用給食を確認し、食札 
せをする。 

と共に保育室に運ぶ。 
・調理の仕方と工夫の確認 
・作業手順の確認 

④ 食物アレルギー用給食と献立表と食札 ・器具機材の確認 

を確認し、声を掛け合いながら児童に 
配膳する。 

④ 食品の確認をしながら調理作業をする。 
・作業打ち合わせに基づいての調理 

⑤ 食物アレルギー用給食を確認しながら、 
・食物アレルギー用給食に対しての声 

食事介助をする。 
 かけ確認 

⑥ 喫食状況を確認する。 

⑤ 食物アレルギー用給食を盛り付けする。 
・個々の名前を確認しながらの盛り付け 

⑦ 他児の食べこぼしをアレルギー児が食 
◎クラス内で誤配のないような工夫 

べないように注意しながら片付けをし、 ・ラップをして名前を書く 
下膳する。 

・食器の色を変える 

・名札をつける (児童の名前、写真、 

除去食品名等記載） 

◎専用のトレーを使用する 

⑥ 食物アレルギー用給食を保育者が保育室 
に運ぶ際に、声かけ確認し、食札と共に 

① 保育所・認定こども園申し込みの際に ① 「支給認定申請書」により食物アレルギー 

「支給認定申請書」に食物アレルギーの の有無を確認。 

② 

② 「保育施設におけるアレルギー疾患生活管理 

ラキシー）」（「与薬のお願い」）を 
ー）」（「与薬のお願い」）を提出しても 
らう。 

③ 「アレルギー疾患に関する調査」及び 

③ 「アレルギー疾患に関する調査」及び「保育 

「保育施設におけるアレルギー疾患生活 

施設におけるアレルギー疾患生活管理指導 

キシー）」（「与薬のお願い」）をもと 
育所・認定こども園での対応内容について 
話し合う。 

対応内容について話し合う。 

ラキシー）」を提出してもらう。概ね年に 

「食物アレルギー用給食「実施」申請 

「食物アレルギー用給食「実施」申請書」を 

書」を提出する。 

提出してもらう。 

④ 予定献立表にて食事内容を確認し、ア 

④ 予定献立表を用いて、保護者と提供する食 

レルギー食品及び献立をチェックする。 

品について確認する。 

⑤ 医師の指示により食事内容に変更が生 

⑤ アレルギーの状況に変化があった際には、 

じた場合、また概ね年に一度医師の「保 

医師の「保育施設におけるアレルギー疾患 

育所・認定こども園に提出し、アレルギ 

生活管理指導表（食物アレルギー・アナフィ 

ーの状況や健康状態について話し合い、 

ー疾患生活管理指導表（食物アレルギー・ 

確認する。 

アレルギーの状況や健康状態について保護 
アナフィラキシー）」を提出してもらい、 

者と話し合い、確認する。 

 

４ 保育室と調理室の連携（日々の作業確認） 

５ 保護者との連携 

調理室 保育室 

保育所・認定こども園 保護者 

連 携 

連 携 

育施設における生活管理指導表（食物 

渡す。 

一度、医師の「保育施設におけるアレルギ 

「保育施設におけるアレルギー疾患生活 

提出する。 

管理指導表（食物アレルギー・アナフィラ 

に面談し、保育所・認定こども園での 

アレルギー・アナフィラキシー）」を保 

指導表（食物アレルギー・アナフィラキシ 

表（食物アレルギー・アナフィラキシ―）」 
（与薬のお願い）を確認し、それをもとに保 

有無を記入。 

管理指導表（食物アレルギー・アナフィ 
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６　除去食品とその代替食品

代用食品

①生卵 マヨネーズ 卵不使用のマヨネーズ

卵不使用のドレッシング

（和風ドレッシング、イタリアン

ドレッシング）

カスタードクリーム 除去

②卵を用いた料理 卵焼き、オムレツ 豆腐、魚、鶏肉、豚肉

パン 米粉パン

フライ（唐揚げ、カツ） 小麦粉のみで衣をつくる

③卵が入った菓子 ケーキ、ビスケット 米粉、ホットケーキミックス

プリン ゼリー

アイスクリーム（卵使用のもの） 卵不使用のアイス

（棒アイス、パピコ、パナップ）

かまぼこ、ちくわ、さつま 　卵不使用のハム、魚肉ハム、

揚げ、ハム、ソーセージ、 　卵不使用のソーセージ

ベーコン

⑤卵黄が入った食品 天ぷら粉 小麦粉、片栗粉

①牛乳 牛乳 豆乳、お茶

②乳製品 チーズ、バター 除去

ヨーグルト ゼリー

飲むヨーグルト 豆乳、お茶

粉ミルク 牛乳アレルギー用ミルク、大豆乳

練乳 除去

③牛乳や脱脂粉乳 グラタン、ポタージュ 除去

を用いた料理

④牛乳や脱脂粉乳 マーガリン、チョ

が入った菓子や食品 コレート、生クリーム

パン、ケーキ 卵不使用のパン、卵不使用のケーキ

パン粉 除去

シャーベット 牛乳や乳製品不使用のシャーベット

カレールー カレー粉

①小麦 薄力粉、中力粉、強力粉、 米粉

デュラムセモリナ小麦

②小麦製品 パン、うどん、スパゲティー ご飯

マカロニ、麩 除去

③小麦が入った食品 洋菓子類 せんべい

ルウ 小麦不使用のルウ

①大豆 黄大豆、黒大豆（黒豆）、青大豆（枝豆） 魚、鶏肉、豚肉

②大豆加工品 納豆、豆腐、おから、

厚揚げ、油揚げ、がんも

豆乳 牛乳、水

きな粉 ごま

醤油、味噌 塩、ダイズノン醤油、ダイズノン味噌

③大豆が入った食品 大豆由来の乳化剤を使った食品 除去

除去すべき食物（代表例）

　　除去

大
豆
ア
レ
ル
ギ
ー

④つなぎなどに卵を用
いた食品

卵
ア
レ
ル
ギ
ー

牛
乳
ア
レ
ル
ギ
ー

小
麦
ア
レ
ル
ギ
ー

　　魚、鶏肉、豚肉
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７ アレルギー関係様式 

 アレルギー疾患に関する調査 
記入日：令和   年  月  日 

施設名： 組： 

児童名： 年齢：     歳    か月 男 ・ 女 

 

１ アレルギー疾患はありますか。 

       □ ない・まだわからない      調査は以上になります。ありがとうございました。 

□ ある        

 

  「ある」と答えた方は、以下の質問にお答えください 

 

２ アレルギー疾患は何ですか。 

 

・医療機関でアレルギー検査等を受けたことがありますか。  → □ ない  □ ある  

    ※「ある」と答えた方は、その時期と医療機関名、結果を記入してください。 

   年   月頃  医療機関名： 

結果：                           

   

 

 

 

 

３ 現在、食物アレルギーが原因で起こる症状と家庭での除去について記入してください。 

食品名 具体的な症状 
除去している

か（○・×） 

   

   

   

 

 裏面へ 

食物アレルギー以外に該当する方は、質問５にお進みください。 

□ 食物アレルギー     □ 気管支喘息       □ アレルギー性鼻炎 

□ アレルギー性皮膚炎    □ アレルギー性結膜炎 

□ その他（                       ） 



98 

 

４ 食物が原因で、アナフィラキシーを起したことはありますか。 

    □ ない    □ ある →回数（   回）最終発病年月（    年    月） 

原因食物： 

 

症状： 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 現在、アレルギー治療のために使用している薬はありますか。 

   □ ない    □ ある→薬剤名（                          ） 

         

６ アレルギー症状が現れた場合、受診する医療機関を記入してください。 

（※主治医の了承を得るようお願いします。） 

医療機関名  主治医名  

医療機関住所  電話番号  

医療機関名  主治医名  

医療機関住所  電話番号  

 

７ 緊急時（アレルギー症状が強く現れた時）に、必ず連絡がとれる連絡先を記入してください。 

優先順

位 
氏名 続柄 電話番号 連絡先 特記事項 

１ 
   

 
自宅 ・ 職場 ・ 携帯 

 

２ 
   

 
自宅 ・ 職場 ・ 携帯 

 

３ 
   

 
自宅 ・ 職場 ・ 携帯 

 

 

８ 主治医よりアレルギーについて日常生活で注意を受けていることがあれば、記載してください。 

 

 

 

 

 
ご協力ありがとうございました。 福島市幼保支援課 

＊保育所（園）・認定こども園で与薬する可能性がある薬剤に関しては別紙「与薬のお願い」の提出が必要になります。 

【アナフィラキシーとは】 

じんましんなどの皮膚症状、腹痛や嘔吐などの消化器症状、ゼーゼー、呼吸困難などの呼吸器

症状が、複数同時にかつ急激に出現した状態をアナフィラキシーと言います。その中でも、血

圧が低下して意識の低下や脱力を来たすような場合を、特にアナフィラキシーショックと呼

び、直ちに対応しないと生命にかかわる重篤なアレルギー反応です。 
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・食物アレルギー用給食「実施」申請書 

 

様式１ 

食物アレルギー用給食「実施」申請書 

 

  年  月  日 

 

（園）長 様 

 

〔依頼者〕保護者氏名              

  

本児は、下記により食物アレルギー用給食（完全除去）の実施を申請します。 

 

記 

 

 

対 象 児 童 氏 名 

 

 

（生年月日：     年   月  日） 

開 始 年 月 日       年     月   日 

主  治  医 

 

 

【                  病院・医院】 

指 示 事 項 

様式２「保育施設におけるアレルギー疾患生活管理指導表

（食物アレルギー・アナフィラキシー）」に記載 

※様式２を添付してください。 

※費用は医療機関により異なります。 

保 育 所 （ 園 ） 

印 

受領者 

（施設長） 

 

 

 

 

 

調理担当者  

 

保育担当者 
 

 

福島市幼保支援課 
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・保育施設におけるアレルギー疾患生活管理指導表（食物アレルギー・アナフィラキ

シー） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様
式

２

保
育

施
設

に
お

け
る

ア
レ

ル
ギ

ー
疾

患
生

活
管

理
指

導
表

（
食

物
ア

レ
ル

ギ
ー

・
ア

ナ
フ

ィ
ラ

キ
シ

ー
）

提
出

日
　

　
　

　
　

　
　

　
年

　
　

　
　

月
　

　
　

　
日

名
前

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

男
　

・
　

女
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
年

　
　

　
　

月
　

　
　

　
日

生
（　

　
　

　
　

歳
　

　
　

　
　

ヶ
月

）
施

設
名

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

こ
の

生
活

管
理

指
導

表
は

保
育

施
設

や
幼

稚
園

の
生

活
に

お
い

て
特

別
な

配
慮

や
管

理
が

必
要

と
な

っ
た

場
合

に
限

っ
て

作
成

す
る

も
の

で
す

。

★
保

護
者

A
．

　
食

物
ア

レ
ル

ギ
ー

病
型

（
食

物
ア

レ
ル

ギ
ー

あ
り

の
場

合
の

み
記

載
）

A
．

　
給

食
・
離

乳
食

氏
名

：

　
１

．
　

食
物

ア
レ

ル
ギ

ー
の

関
与

す
る

乳
児

ア
ト

ピ
ー

性
皮

膚
炎

　
１

．
　

管
理

不
要

　
　

　
２

．
　

即
時

型
　

２
．

　
管

理
必

要

　
３

．
　

そ
の

他
（
　

□
　

新
生

児
・
乳

児
消

化
管

ア
レ

ル
ギ

ー
　

　
　

　
　

□
　

口
腔

ア
レ

ル
ギ

ー
症

候
群

B
．

　
ア

レ
ル

ギ
ー

用
調

整
粉

乳
電

話
（
続

柄
）

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

□
　

食
物

依
存

性
運

動
誘

発
ア

ナ
フ

ィ
ラ

キ
シ

ー
　

□
　

そ
の

他
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

１
．

　
不

要
　

　
①

B
．

　
ア

ナ
フ

ィ
ラ

キ
シ

ー
病

型
（
ア

ナ
フ

ィ
ラ

キ
シ

ー
の

既
往

あ
り

の
場

合
の

み
記

載
）

　
２

．
　

必
要

　
  

  
 (

　
）
内

に
記

入

　
１

．
　

食
物

　
（
原

因
：
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

( 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 )
②

　
２

．
　

そ
の

他
　

（
医

薬
品

・
食

物
依

存
性

運
動

誘
発

ア
ナ

フ
ィ

ラ
キ

シ
ー

・
ラ

テ
ッ

ク
ス

ア
レ

ル
ギ

ー
・
　

　
　

　
　

）
　

C
．

　
原

因
食

物
　

・
　

除
去

根
拠

　
該

当
す

る
食

品
の

番
号

に
○

を
し

、
か

つ
《
　

》
内

に
除

去
根

拠
を

記
載

★
連

絡
医

療
機

関

　
１

．
　

鶏
卵

　
　

　
　

　
　

《
　

　
　

　
　

　
》

C
．

　
食

物
・
食

材
を

扱
う

活
動

　
医

療
機

関
名

：

　
２

．
　

牛
乳

・
乳

製
品

　
　

《
　

　
　

　
　

　
》

　
１

．
　

管
理

不
要

　
　

　
３

．
　

小
麦

　
　

　
　

　
　

《
　

　
　

　
　

　
》

　
２

．
　

管
理

必
要

　
４

．
　

ソ
バ

　
　

　
　

　
　

　
《
　

　
　

　
　

　
》

D
．

　
病

型
・
治

療
の

た
め

除
去

食
品

で

　
５

．
　

ピ
ー

ナ
ッ

ツ
　

　
《
　

　
　

　
　

　
》

　
　

　
摂

取
不

可
能

な
も

の

　
６

．
　

大
豆

《
　

　
　

　
　

　
》

　
　

※
該

当
す

る
場

合
、

給
食

対
応

が
困

難
に

な
る

電
話

：

　
７

．
　

ゴ
マ

《
　

　
　

　
　

　
》

　
　

　
場

合
が

あ
り

ま
す

　
８

．
　

ナ
ッ

ツ
類

＊
《
　

　
　

　
　

　
》

（
す

べ
て

　
・
　

ク
ル

ミ
　

・
　

ア
ー

モ
ン

ド
　

・
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

　
１

．
鶏

卵
：
　

　
　

　
　

　
卵

殻
カ

ル
シ

ウ
ム

　
９

．
　

甲
殻

類
＊

《
　

　
　

　
　

　
》

（
す

べ
て

　
・
　

エ
ビ

　
・
　

カ
ニ

　
・
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

２
．

牛
乳

・
乳

製
品

：
　

乳
糖

記
載

日

　
１

０
．

軟
体

類
・
貝

類
＊

《
　

　
　

　
　

　
》

（
す

べ
て

　
・
　

イ
カ

　
・
　

タ
コ

　
・
　

ホ
タ

テ
　

・
　

ア
サ

リ
　

・
　

　
　

　
）
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
３

．
小

麦
：
　

　
　

　
　

　
醤

油
　

・
　

酢
　

・
  

麦
茶

　
　

　
　

年
　

　
　

　
月

　
　

　
　

日

　
１

１
．

　
魚

卵
《
　

　
　

　
　

　
》

（
す

べ
て

　
・
　

イ
ク

ラ
　

・
　

タ
ラ

コ
　

・
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
　

６
．

大
豆

：
　

　
　

　
　

　
大

豆
油

　
・
　

醤
油

　
・
　

味
噌

　
１

２
．

　
魚

類
＊

《
　

　
　

　
　

　
》

（
す

べ
て

　
・
　

サ
バ

　
・
　

サ
ケ

　
・
　

　
 　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

　
７

．
ゴ

マ
：
　

　
　

　
　

　
ゴ

マ
油

医
師

名

　
１

３
．

　
肉

類
＊

《
　

　
　

　
　

　
》

（
鶏
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・
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○
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D
．

　
緊
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方

薬

　
１

．
　

内
服

薬
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抗
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ス

タ
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ン
薬

、
ス

テ
ロ

イ
ド

薬
　

　
　

　
　

　
　

　
　

  
  

  
  

 　
　

  
  

  
  

  
 　

　
　

　
　

　
　

）

　
２

．
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ド
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ン

自
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注
射

薬
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エ

ピ
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®

0
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5
ｍ

ｇ
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３

．
　

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

　
・
保

管
：
　

室
温

　
・
　

冷
蔵

庫
　

・
　

そ
の

他
（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

※
保

育
施

設
に

お
け

る
ア

レ
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ギ
ー

疾
患

生
活

管
理

指
導

表
は

年
に

１
回

保
護

者
が

施
設

に
提

出
す

る
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の
で

す
。

◎
保

育
施

設
等

に
お

け
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日
常

の
取

り
組

み
及

び
緊

急
時

の
対

応
に

活
用

す
る

た
め

、
本

表
に

記
載

さ
れ

た
内

容
を

関
係

者
全

体
で

共
有

す
る

こ
と

に
同

意
し

ま
す

。
保

護
者

名
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

福
島

市
幼

保
支

援
課

食 物 ア レ ル ギ ー （ 　 あ り 　 ・ 　 な し 　 ）

ア ナ フ ィ ラ キ シ ー （ 　 あ り 　 ・ 　 な し 　 ）

【 　 緊 急 連 絡 先 　 】

病
型

・
治

療
保

育
施

設
や

幼
稚

園
で

の
生

活
上

の
留

意
点

〔
除

去
根

拠
〕

該
当

す
る

全
て

の
番

号
を

《
》
内

に
記

載
し

て
く
だ

さ
い

。
①

明
ら

か
な

症
状

の
既

往
②

食
物

負
荷

試
験

陽
性

③
Ig

E
抗

体
等

検
査

結
果

陽
性

④
未

摂
取
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・与薬のお願い 
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・食物アレルギー用給食「解除」申請書  

 

様式３ 

 

食物アレルギー用給食「解除」申請書 

 

  年  月  日 

 

保育所（園）長 様 

 

〔依頼者〕保護者氏名               

  

 

本児は、保育所（園）において完全除去していた 

（食物名：                      ）に関して、 

医師の指導のもと、これまでに複数回食べて症状が誘発されていない 

ことを確認したので、保育所（園）における完全解除をお願いします。 

 

記 

 

対 象 児 童 氏 名 

 

 

（生年月日：     年   月   日） 

取 消 年 月 日      年   月   日 

保 育 所 （ 園 ） 

印 

受領者 

（施設長） 

 

 

 

 

 

調理担当者 

 

保育担当者 

 

福島市幼保支援課 
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８ 食物アレルギー以外の給食食材除去の基本手順（宗教食等の対応） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保育施設全体での食物アレルギー以外の給食食材除去の基本的な対応手順 フローチャート 

保育所入所受付 
認定こども園入園受付 
【幼保企画課】 

①  幼保企画課にて入所申し込みの際、食物アレルギー以外の食材除去の対応が必要な

場合は保護者からの申請を受け、保育施設に「給食食材除去申請書（食物アレルギー

以外の理由）」、疾病等の場合は加えて「医師の診断書」の提出が必要である旨を伝え

る。 

② 
入所・入園説明会 
【保育所・認定こども園】 

保護者に「給食食材除去申請書（食物アレルギー以外の理由）」を記入してもらい、

「給食食材除去申請書」、疾病等の場合は合わせて「医師の診断書」をもとに保護者と

面談をする。保育施設での対応内容について話し合う。 

保護者に「給食食材除去申請書」を提出してもらい、食材除去の給食について、職員

会議等にて保育施設の全職員に周知徹底する。 
③ 

保護者に毎月予定献立表の食材をチェックしてもらい、保育施設側と保護者側で、給

食の対応について確認する。 
④ 

〔保育者〕 

⑤ 子どもの日々の健康状態、喫食状況を把握

する。 

〔調理室〕 

⑧ 保育者より給食食材除去児の出欠を受け、確

認する。 

給食食材除去の献立を確認しクラス内での

情報を共有し、役割の確認をする。 

クラス担任が不在になる時の引継ぎの確認

を行う。 

給食食材除去給食についての作業の打合せを

する。 

食品の確認をしながら、調理作業をする。 

給食食材除去の盛り付けをする。 

（誤食がないように、他児と区別する） 

〔保育者〕 

食材除去給食を確認し、調理室から保育室に運ぶ。 

食材除去給食を確認し、児童に配膳する。 

食材除去給食を確認しながら、食事介助をする。 

喫食の状況を把握する。 

他児の食べこぼしを給食食材除去児が食べないよ

うに注意しながら片付け、下膳する。 

⑥ 

⑦ 

⑨ 

⑩ 

⑪ 

⑫ 

⑮ 

⑭ 

⑯ 

⑬ 

食札 
チェック 

食札 

チェック 
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① 食材除去対象児の登所を確認する。 ① 食材除去対象児の出席、欠席の連絡を受 
出席簿に記入する。 ける。 

② 食材除去対象児の出席、欠席を調理室に ② 食札、ホワイトボードに記入する。 
連絡する。 

③ 食事財除去給食の作業打ち合わせをする。 
③ 食材除去用給食を確認し、食札と共に保育 

室に運ぶ。 ・調理の仕方と工夫の確認 
・作業手順の確認 

④ 食材除去の給食と献立表と食札を確認し、 ・器具機材の確認 
声を掛け合いながら児童に配膳する。 

④ 食品の確認をしながら調理作業をする。 
・作業打ち合わせに基づいての調理 

⑤ 食材除去給食を確認しながら、 ・食材除去給食に対しての声かけ確認 
食事介助をする。 

⑥ 喫食状況を確認する。 
⑤ 食材除去給食を盛り付けする。 

・個々の名前を確認しながらの盛り付け 

⑦ 他児の食べこぼしを本児が食べないように 
◎クラス内で誤配のないような工夫 

注意しながら片付けをし、下膳する。 ・ラップをして名前を書く 
・食器の色を変える 

・名札をつける 

◎専用のトレーを使用する 

⑥ 食材除去給食を保育者が保育室に運ぶ際に、 
声かけ確認し、食札と共に渡す。 

  

① 保育所・認定こども園申し込みの際に「支給 ① 「支給認定申請書」により食材除去に 
認定申請書」に給食食材除去の有無を記入。 ついて確認。 

② 「給食食材除去申請書(食物アレルギー以外の ② 「給食食材除去申請書(食物アレルギー 
理由）」を提出する。 以外の理由）」を提出してもらう。 

③ 「給食食材除去申請書」、 ③ 「給食食材除去申請書」、 
疾病等による場合は加えて 疾病等による場合は加えて「医師の 
「医師の診断書」をもとに面談し、 診断書」を確認し、それをもとに 
保育所・認定こども園での対応内容に 保育施設での対応について話し合う。 
ついて話し合う。 「給食食材除去申請書」を提出してもらう。 

④ 予定献立表にて食事内容を確認し、 ④ 予定献立表を用いて、保護者と提供する 
食材除去食品及び献立をチェックする。 食品について確認する。 

⑤ 医師の指示により食事内容に変更が生じた ⑤ 食材除去について、状況に変化があった 
場合、「医師の診断書」を保育施設に提出し、 場合、「医師の診断書」を提出してもらう。 
アレルギーの状況や健康状態について 健康状態について保護者と話し合い、 
話し合い、確認する。 確認する。 

 

 

９ アレルギー以外の除去食における保育室と調理室の連携（日々の作業確認） 

10 保護者との連携 

調理室 保育室 

保育施設 保護者 

連 携 

連 携 
「給食食材除去申請書」を提出する。 

(児童の名前、写真、 
除去食品名等記載） 
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・給食食材除去申請書（食物アレルギー以外の理由） 

 

給食食材除去申請書(食物アレルギー以外の理由） 

 

年  月  日 

 

（園）長 様 

 

〔依頼者〕保護者氏名 

 

 

本児は、下記により給食食材の一部除去の実施を申請します。 

 

記 

 

 

対象児童氏名 

           （生年月日    年  月  日） 

開始年月日 年        月         日 

除去する食材  

理    由   

受領者（印） 施設長    

調理担当者   

保育担当者   

福島市幼保支援課 
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・給食食材除去「解除」申請書（食物アレルギー以外の理由） 

 

給食食材除去「解除」申請書(食物アレルギー以外の理由） 

 

年  月  日 

 

（園）長 様 

 

〔依頼者〕保護者氏名 

 

 

本児は、下記により給食食材除去の解除を申請します。 

 

記 

 

 

対象児童氏名 

           （生年月日    年  月  日） 

取消年月日 年        月         日 

解除する食材          

理    由   

受領者（印） 施設長    

調理担当者   

保育担当者   

福島市幼保支援課 
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第８章．児童虐待対応について 

１．虐待とは 

 

（１） 児童虐待の定義（児童虐待の防止等に関する法律第二条より） 

 

   「児童虐待」とは、保護者（親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を

現に監護するものをいう。以下同じ。）がその監護する児童（18 歳に満たない

者をいう。以下同じ。）について行う次に掲げる行為をいう。 

  

 一 児童の身体に外傷が生じ、又は生じる恐れのある暴行を加えること。 

     （身体的虐待） 

 二 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせるこ

と。                                      （性的虐待） 

 

 三 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保

護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置

その他の保護者としての監護を著しく怠ること。        （ネグレクト） 

 

 四 児童に著しい暴言又は著しく拒絶的な反応、児童が同居する家庭における配

偶者に対する暴力（配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と

同様の事情にあるものを含む。）の身体に対する不法な攻撃であって生命又

は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言

動をいう。）その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。  

                                       （心理的虐待） 
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＜人格形成への影響＞ 

 大切に育てられている実感がな

いため、自尊心が育たず、自己否

定的で、自暴自棄になり自傷や自

殺未遂などの行動に結びつくこ

とがあります。また、ちょっとした

注意や叱責でも、虐待された場面

がよみがえってパニックになった

り、すぐに興奮して暴れたり、う

つ状態や、無感動・無反応になっ

てしまうなどの精神症状が現れ

たりする子どももいます。 

（２） 児童虐待の防止等に関する法律で定めた虐待の種類とその影響 

 

 

 

 

【身体的虐待】                   

 殴る、蹴る、熱湯をかける、溺れさせる、 

逆さづりにする、タバコの火を押しつける、 

頭部を激しく揺さぶる、冬に戸外に閉め出 

すなど身体に傷を負わせたり、生命に危険 

を及ぼす行為 

 

 

【性的虐待】   

  子どもに性的行為を行うこと、性器や 

性交を子どもに見せること、また、強要して 

子どもの裸を写真やビデオに撮影すること    

  

 

【ネグレクト(養育の怠慢・放棄)】 

 十分な食事を与えない、衣服や下着など 

を長期間ひどく不潔なままにする、おむつ 

を替えない、病気やけがをしても病院に連 

れて行かない、乳幼児を車内に放置したり、 

家に残したままたびたび外出する、子ども 

が求めているのにスキンシップをしない・ 

抱っこしないなど 

 

 

【心理的虐待】 

脅したりおびえさせたりする、甘えてき 

ても無視するなどの拒否的な態度、きょう 

だい間の極端な差別など、子どもの心に 

著しい傷を与える言動を行うこと。 

また、子どもをＤＶ（ﾄﾞﾒｽﾃｨｯｸ・ﾊﾞｲｵﾚﾝｽ 

＝夫婦(恋人)間暴力）に曝すことも当て 

はまる。 

 

 

 

＜身体への影響＞ 

 頭部外傷、頭蓋内出血、骨折、

火傷、溺水による障がい、妊娠、

性器の外傷、性感染症などがあ

ります。また、愛情が遮断される

ことによる発育不全などが生じ

ることもあります。 

＜知的発達への影響＞ 

 身体的虐待の後遺症や、情緒的

な関わりの欠如によって知的障

がいが生じたり、ネグレクトによ

って子どもに必要な社会的刺激

を与えないことから、知的発達が

妨げられることがあります。 

＜行動への影響＞ 

 不安や孤独、虐待を受けたこと

への怒りなどを様々な行動で表

します。集中力の欠如、落ち着き

のなさ、衝動的な行動などが特徴

として指摘されています。さら

に、家に帰りたがらない、家出を

繰り返す、万引きを繰り返した

り、過度に性的な興味や関心を示

すなどの非行の背景に虐待があ

る場合があります。 
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２ 虐待における保育所・認定こども園の役割 

 

 

 

（１）早期発見の義務 

 

○ 幼稚園や学校、保育所・認定こども園や児童福祉施設、病院その他 

○ 保育関係者、幼稚園・小・中・高等学校・特別支援学校の教職員、児童 

福祉施設の職員、医師、保健師、弁護士その他 
 

児童の福祉に職務上関係のある団体（機関）や職員には、児童虐待を発見し 

やすい立場にあることを自覚し、児童虐待の早期発見に努める義務がある。 

                  ●児童虐待の防止に関する法律第 5 条 
                           

（２） 早期発見のポイント 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

① 「不自然さ」こそ最も重要なサイン 

 

不自然な傷・あざ 

   子どもの頃にはよくけがをしますが、不自然な傷・あざとは、遊んでいてけが

をしないようなところにある傷・あざや、ちょっとした事故ではありえないよ

うな火傷といったものです。このような傷・あざが多くあったり、頻繁に傷・あ

ざができたりする場合は注意が必要です。 

 

  不自然な説明 

   これは虐待している大人にも、虐待を受けている子どもにも見られます。子ど

もの傷の原因について聞いても、傷の状況からありえない説明をしたり、話が

ころころ変わったりします。子どもの方も、打ち明けたい気持ちと、打ち明け

ることへの不安が入り交り、不自然な説明が多くなります。 

 

  不自然な表情 

   無表情であったり、変に大人の機嫌を取るような表情をしたり、ちょっとした

ことでおびえるような表情をしたり、落ち着きなくキョロキョロして周囲をう

かがうような表情をしたりします。 

 

  不自然な行動・関係 

   親が現れると急にそわそわしたり、初めての人にも馴れ馴れしくしたり、年齢

にそぐわない言動を見せたりすることがあります。また、虐待している大人も、

子どものことを非常に心配していると言いながら子どもの様子に無頓着だっ

たり、平気で子どもを一人にして遊びに行ってしまったりするなど、不自然な

行動が見られることがあります。 

保育所・認定こども園・幼稚園・学校関係者には、児童虐待の早期発見に努

める義務がある。 
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※ チェックリストの複数に該当するからといって、必ず虐待が行われているということではありません。 

チェックリストの複数に該当し、繰り返しているようなら虐待を疑い、ＳＯＳのサインが他にもないか、

子どもや保護者に対して、これまで以上に十分に注意して関わる必要があります。 

② 早期発見のためのチェックリスト 

（「保育従事者・教職員のための児童虐待対応の手引き（改訂版」福島県・福島県教育 

委員会より引用） 

 

 

 

子どもの様子 

● 乳児（１歳未満児） 

□ 不自然な打撲によるあざや火傷などがよく見られる 

□ 特別な病気もないのに、身長の伸びが悪い、体重の増加が悪かったり、次第に

低下したりしている 

□ 表情や反応が乏しく、語りかけ、あやしにも無表情である 

□ 抱かれると異常に離れたがらなかったり、おびえたような様子が見られたりする 

□ お尻がただれていたり、身体、衣類が極端に汚れたままで登所（園）する 

□ 母子健康手帳の記入が極端に少ない 

● 幼児（１歳から就学前）…乳児に見られる特徴の他に、 

□ 原因不明の不自然な傷やあざが多く見られ、手当も十分でない 

□ おびえた泣き方をしたり、かんしゃくが激しい 

□ 親が迎えに来ても帰りたがらない 

□ 職員を試したり、独占しようとまとわりついて離れない 

□ 転んだりけがをしても泣かない、助けを求めない 

□ おやつや給食などをむさぼり食べる、おかわりを何度も要求する 

□ 身体、衣類が極端に汚れたままで登所（園）することがよくある 

□ 予防接種や健診を受けていない 

□ 理由のはっきりしない、または連絡のない遅刻や欠席が多い 

□ ささいなことでカーッとなり、他の子への乱暴な言動がある 

□ 小動物に残虐な行為をする 

□ いつもおどおどしていて、何気なく手をあげても身構える 

□ 親の前ではおびえた態度になる 

□ 年齢不相応な性的な言葉や、性的な行動が見られる 

□ 原因不明の不自然な傷やあざが多く見られ、手当も十分でない 
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保護者の様子 

□ 子どもの扱いがハラハラするほど乱暴である 

□ 子どもとの関わりが乏しかったり、冷たい態度をとったりする 

□ 子どもの要求をくみ取ることができない（要求を予想したり理解したりできな

い、なぜ泣くのかわからない） 

□ 予防接種や健康診断を受けさせない 

□ 感情的になったり、イライラしていてよく怒る 

□ 子どもが自分の思いどおりにならないとすぐに叩いたり、蹴ったりする 

□ 子どもに能力以上のことを無理矢理教えよう（させよう）とする 

□ きょうだいと著しく差別したり、他の子どもと比較ばかりしている 

□ 無断で欠席させることが多い 

□ 理由がないのに、長時間、保育所・認定こども園や幼稚園におきたがる 

□ 保育士や教職員との面談を拒む 

□ 夫婦関係や経済状態が悪く、生活上のストレスになっている 

□ 母親にも暴力を受けた傷がある※DVが疑われる 

 

★ 緊急性が高い場合→ 早急に児童相談所（警察あるいは医療機関）へ通告する 

 

□ 子ども自身あるいは保護者が保護や救済を求めており、訴える内容が切迫し

ている 

□ 確認には至らないものの、性的虐待が強く疑われる 

□ 頭部や顔面、腹部のあざや傷が繰り返されている 

□ 慢性的にあざや火傷（タバコや線香、熱湯など）がみられる 

□ 親が子どもにとって必要な医療処置をとらない（必要な薬を与えない、大きい

けがや重病を放置するなど） 

□ 子どもにすでに重大な結果が生じている（性的虐待、致死的な外傷、栄養失

調、衰弱、医療放棄等） 
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（３）保育所・認定こども園での対応の仕方 

 

○ 児童虐待を発見あるいは疑い（担任等） 

日常的な観察による気付き、不自然なけがをしての登所、子ども本人か

らの相談、他の子どもからの虐待の噂、他の保護者や近隣住人からの情報

などにより、虐待されている子どもの発見あるいは疑いにつながる事例が

ある。情報があったにもかかわらず、それを放置して、虐待を見逃していた

ということがないようにしなければならない。 

 

○ ひとりで抱えこまず相談・報告する 

児童虐待を発見したり、疑ったりしたら、職場の同僚や主任保育士、主任

保育教諭、保育所長、認定こども園長に必ず相談する。児童虐待を、ひとり

で解決することは極めて困難である。組織内で話し合える体制をつくって

おく、児童虐待の担当を明確にしておくなど、職員がひとりで抱え込まない

ようにするための工夫が必要である。 

 

 

 

ポイント  記録を残しましょう 

 

虐待を疑った時から、記録を残しておくことが重要です。 

1) いつ、どこで、誰が、誰に、何を、どのようにということを、できるだけ正

確に詳しく記録します。 

「子どもに落ち着きがなかった」等の印象だけよりも、どんな言葉を使っ

ていて、どんな様子を見てそう感じたかを事実をもとに具体的に記して

おきます。 

２）子どもの傷やあざは、治りやすいので、気付いたときに、写真や絵など

で残しておくようにします。 

カメラの場合は、傷と正対するようにかまえ、大きさが分かるよう手元

の物体も一緒に撮るとよいでしょう。日付を入れるのを忘れないように

してください。なお、撮影者がしゃがむなど、子どもに不安を与えないよ

うな十分な配慮が必要です。 

 

 

○ 情報の収集 

報告を受けた主任保育士・主任保育教諭や保育所長・認定こども園長

は、担任やその子どもに関係する職員に現時点での情報を収集するよう

指示、あるいは協力して情報収集に当たる。 
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生命の危機 

結果重大 

緊急性あり 

 

児童虐待対応のフローチャート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通告・報告 

虐待の発見・疑い 

報告・相談 

管理職（保育所長・認定こども園長、 

            主任保育士・主任保育教諭） 

 

◇記録を残す（傷がある場合は写真や絵で記録する） 

◇緊急性の判断 

幼保支援課 幼保支援係 

５７２－３１２２ 

警察  １１０番 

救急車 １１９番 

① 「おかしい」と感じたら、迷わず相談・報告・通告 

② 「しつけのつもり・・・」は言い訳 

③ ひとりで抱え込まない 

④ 親の立場よりこどもの立場 

⑤ 虐待はあなたの周りでも起こり得る 

こども家庭課 こども家庭係 

５２５－３７８０ 

 

すみやかに！ 

必ず 
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（４）通告 

 

児童虐待を発見した者は、速やかに市町村、福祉事務所または児童相談所に

通告する義務がある。 

  

児童福祉法 第二十五条  

要保護児童を発見した者は、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所 

若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事

務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。ただし、罪を犯した満十四

歳以上の児童については、この限りでない。この場合においては、これを家庭裁

判所に通告しなければならない。 

 

児童虐待の防止等に関する法律 第六条 

児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町

村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して

市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければ

ならない。  

 

（５）（児童虐待ケースの）家庭への支援 

  

① 子どもへの対応 

○ 安心感と自信を持たせる 

    誰からも危害を加えられない、何を話しても責められないといった安心

感を感じることによって、素直に自分の気持ちを出すようになっていく。 

全職員で見守る体制を整え、子どもに愛情を注ぎながら子どもが安心で

きる環境作りに努める。 

○ 自尊感情を育てる関わり方を 

自信を無くしていることが多い。認められることで自信を持ち、変わって

いく。 

子どもが得意なことをさせたり、簡単な役割を与えて、それができたと

きには大いに褒めてやるなど、すべての保育活動において、自尊感情を育

むことができるような言葉かけ、関わり方を心がける。 

○ 子どもとのふれあいを 

“自分が悪いからこうなった”という思いを持っている。日常の生活の中

で、子どもとふれあう機会を多くとり、そのような思いは誤解であるとわか

るように、“自分らしく振る舞うこと、自分の気持ちを素直に出すこと” の

大切さを伝えていく。 
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○ コミュニケーションのとり方を教える 

保護者との間に暴力的なコミュニケーションを身に付けてしまっている

ことがある。その結果、保育所・認定こども園でも友だち同士、職員に対し

ての暴力的なコミュニケーションが目立つかもしれない。そのような子ども

に対しては、もっと違ったコミュニケーションのとり方があることを伝える。 

 

② 保護者への対応 

○ 責めない 

保護者を責めても良い方向には進まない。責任を追及するのではなく、

保護者の話にしっかり耳を傾けることで、保護者が自分の気持ちや悩みを

話しやすくなる。毎日の送迎時に保護者に声掛けをしたリ、時には保育所

長・認定こども園長等が個別の面談に誘って養育の大変さに共感するなど、

受容的な対応をすることが虐待の防止には有効。 

○ 時間をかけて話し合いを 

親への支援で大切なことは、親の「愛情」を否定するのではなく、「愛情の

示し方」に問題があることを伝えることである。理屈が正しくても伝え方（伝

わり方）を間違えば、“しつけ”ではなく“虐待になってしまうことを、機会を

とらえて時間をかけて話し合っていくことが大切である。 

○ できていることにも注目を 

虐待が 24 時間、365 日絶えず起きているわけではない。親として子ど

もと上手に関わることができている時間があることも忘れず、積極的に注

目するようにする。ただし、過信はせず、バランスよく見てゆくことが大切で

ある。 

○ プライバシーの保護 

保護者が話してくれたことは、みだりに他人に漏らさないことを約束する。 

 

（６）虐待の発生予防 

 

○ 保育を通じて保護者の育児負担を軽減する。 

○ 職員や保護者同士の交流を通じて育児負担を和らげる。 

○ 保育の専門家として、子育ての悩みについて助言・援助を行う。 

○ 地域活動を通して、地域子育て家庭の孤立を防ぐ等の支援を行う。 
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３ 保育所等の職員による虐待に関する通報義務等について 

 

（１） 保育所等における虐待について 

① 虐待について 

○保育所等における虐待とは、職員がこどもに行う次の行為をいう。 

 （改正児童福祉法台３３条の１０第 1 項） 

※③ネグレクトについて、幼保連携型認定こども園、幼稚園及び特別支援学校幼稚部は、短時間の

利用も生じるため、当該利用日に食事が提供されないことや、職員との触れ合いの時間がないこと

等をもってただちに虐待に該当するものではない。認定こども園法においては、①②及び④に相当

する行為に加えて、「園児の心身に重大な危険が生じ、又は生じるおそれがある場合において、業

務上必要な注意を怠り、当該危険を防止するための必要な措置を講じないこと」を虐待と定めてい

る。（改正認定こども園法大 27 条の２第 1 項） 

 

○保育所等の職員はこれらの虐待行為を含め、「児童の心身に有害な影響

を与える行為」をしてはならないこととされている。（改正児童福祉法台

33 条の１１） 

 

○改正児童福祉法により、これらの虐待を受けたと思われるこどもを発見

した者は、速やかに、これを都道府県又は市町村に通報しなければなら

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 身体的虐待：保育所等に通うこどもの身体に外傷が生じ、又は生じる 

おそれのある暴行を加えること。 

② 性的虐待  ：保育所等に通うこどもにわいせつな行為をすること又は保育所等に 

通うこどもをしてわいせつな行為をさせること。 

③ ネグレクト ：保育所等に通うこどもの心身正常な発達を妨げるような著しい減食 

又は長時間の放置、当該保育所等に通う他のこどもによる①②又は

④までに掲げる行為の放置その他の保育所等の職員としての業務を 

著しく怠ること。 

④ 心理的虐待：保育所等に通うこどもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応 

その他の保育所等に通うこどもに著しい心理的外傷を与える言動を 

行うこと。 
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各行為類型の具体例としては下記のとおりである。なお、これらはあくまで例であり、ま

た、明らかに虐待と判断できるものばかりでなく、個別の行為等について考えたとき、虐

待であるかどうかの判断しづらい場合もある。そうした場合には、保育所等に通うこども

の状況、保育所等の職員の状況等から総合的に判断すべきだが、その際にも、当該こども

の立場に立って判断すべきことに特に留意する必要がある。 

 

行為類型 具体例 

身体的虐待 ・首を絞める、殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、熱湯をか

ける、布団蒸しにする、溺れさせる、逆さ吊りにする、異物を飲ませる、ご

飯を押し込む、食事を与えない、戸外に閉め出す、縄などにより身体的に

拘束するなどの外傷を生じさせるおそれのある行為及び意図的にこど

もを病気にさせる行為 

・打撲傷、あざ（内出血）、骨折、頭蓋骨内出血などの頭部外傷、内臓損

傷、刺傷など外見的に明らかな傷害を生じさせる行為 など 

性的虐待 ・下着のままで放置する 

・必要のない場面で裸や下着の状態にする 

・こどもの性器を触るまたはこどもに性器を触らせる性的行為（教唆も

含む） 

・性器を見せる 

・本人の前でわいせつな言葉を発する、又は会話する。性的な話を強要

する。（無理やり聞かせる、無理やり話させる） 

・こどもへの性交、性的暴行、性的行為の強要・教唆を行う 

・ポルノグラフィーの被写体などを強要する又はポルノグラフィーを見せ

る 

・わいせつな目的で裸や下着の状態を撮影する など 

ネグレクト ・こどもの健康・安全への配慮を怠っているなど。例えば、体調を崩して

いるこどもに必要な看護等を行わない、こどもを故意に車の中に放置す

る 

・こどもにとって必要な情緒的欲求に応えていない（愛情遮断など） 

・おむつを替えない、汚れている服を替えないなど長時間ひどく不潔な

ままにする 

・泣き続けるこどもに長時間関わらず放置する 

・視線を合わせ、声をかけ、抱き上げるなどのコミュニケーションをとら

ず保育を行う 

・適切な食事を与えない 

・別室などに閉じ込める、部屋の外に締め出す 

・虐待等を行う他の保育士・保育教諭などの第三者、他のこどもによる身

体的虐待や性的虐待を放置する 

・他の職員等がこどもに対し不適切な指導を行っている状況を放置する 

・その他職務上の業務を著しく怠る など 
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心理的虐待 ・ことばや態度による脅かし、脅迫を行うなど 

・他のこどもとは著しく差別的な扱いをする 

・こどもを無視したり、拒否的な態度を示したりするなど 

・こどもの心を傷つけることを繰り返し言うなど（例えば、日常的にから

かう、「バカ」「あほ」など侮蔑的なことを言う、こどもの失敗を執拗に責

めるなど） 

・こどもの自尊心を傷つけるような言動を行うなど（例えば、食べこぼし

などを嘲笑する、「どうしてこんなことができないの」などと言う、こども

の大切にしているものを乱暴に扱う、壊す、捨てるなど） 

・他のこどもと接触させないなどの孤立的な扱いを行う 

・感情のままに、大声で指示したり、叱責したりする など 

※上記具体例は、「被措置児童等虐待対応ガイドライン」や「障害者福祉施設等における障害者

虐待の防止と対応の手引き」等で示す例を参照し、保育所等向けの例を記載したもの。 

 

②「不適切な保育」について 

○日々の保育の現場において行われる行為は、仮にその１つ１つが虐待に

は該当しないものであったとしても、日々の振り返りの中で改善が図ら

れなければ、そうした行為の繰り返し等によって虐待になり得るもので

ある、すなわち、日々の行為の延長に虐待があると解するべきである。 

 

○今般の改正法において、身体的虐待・性的虐待・ネグレクト・心理的虐待の

４つを「虐待」と定義し、虐待が疑われる場合の通報義務を設けたことも

踏まえ、ガイドラインにおいては、「不適切な保育」や「こどもの人権擁護

の観点から望ましくないと考えられるかかわり」という概念は用いず、

「虐待」の概念を軸に講ずるべき対応等を再整理することとする。 

 

○この再整理は、「虐待」に該当しないものについて、未然防止や改善の取

組を要しないことを意味するものではない。日々の行為の延長に虐待が

あるものであり、日々の保育実践において、より良い保育に向けた振り

返りを実施され、改善につながる一連の「流れ」をつくる、そうした不断

の取組が重要である。 
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（２）保育所等における対応 

 ①より良い保育に向けた日々の保育実践の振り返り等 

 

 １）こどもの権利擁護について 

○まず、保育所等はこどもの最善の利益を第一に考慮し、こども一人ひとりに

とって心身ともに健やかに育つために最もふさわしい生活の場であることが

求められる。 

 

○保育所保育指針（平成 29 年校正労働省告示第１１７号）や幼保連携型認定こ

ども園教育・保育要領（平成 29 年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第 1

号）においては、こどもの生命の保持や情緒の安定を図ることを求めており、

こどもの安全・安心が最も配慮されるべき保育所等において、虐待はあっては

ならず、虐待の発生を未然に防がなければならない。 

 

○保育所等における虐待の未然防止に当たっては、 

・各職員や施設単位で、日々の保育実践における振り返りを行うこと 

・職員一人一人がこどもの人権・人格を尊重する意識を共有すること 

が重要である。 

 

２）各職員や施設単位で、日々の保育実践における振り返りを行うこと 

○保育所保育指針解説において「子どもの人権に配慮した保育となっているか、

常に全職員で確認することが必要である」と示されているとおり、日々の保育

実践の振り返りに当たっては、常に「こどもにとってどうなのか」という視点か

ら考えていくことが何より大切である。自らのかかわりや施設の保育が「こど

もへの人権への配慮」や「一人ひとりの人格を尊重」したものとなっているかを

振り返る際には、例えば、保育士会チェックリスト等を活用することが考えられ

る。 

 

○チェックリスト等を活用して、言葉でうまく伝えられないこどもの気持ちを汲

み取り、こどもの人権擁護の観点から「望ましい」と考えられるかかわりができ

ているかどうか振り返り、「望ましくない」と考えられるかかわりをしていた場

合もしていなかった場合も、個々の振り返りや職員間のミーティング等におけ

る対話を通じて保育の実践をとらえなおし、保育の専門職としてさらなる保育

の質の向上を目指すことが重要である。 

 

○こうした振り返りに当たって、日々の保育に不安等があれば、巡回支援の場

面などで、積極的に市町村等に相談を行う等、市町村とのコミュニケーション

を密にしていくことも重要である。 

 

○日々の振り返りを行ってもなお、こどもの人権擁護の観点から「望ましくない」
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と考えられるかかわりに改善が見られない場合や事態が悪化している場合な

どには、保育所等の会議の場などで共有し、保育所として、虐待と疑われる事

案かどうか確認する。 

 

○対応にあたっては、ガイドラインや保育士会のチェックリスト等を活用するな

ど、行政担当者と保育関係者が連携し、地域の実情に合わせた対応を検討・実

施する。 

 

○こうした振り返りに当たっては、保育士・保育教諭等同士による振り返りの場

や、施設での話し合いの場を定期的に持つことが求められるため、保育所等の

施設長など管理責任者におかれては、こうした機会の確保、組織内で相談しや

すい職場環境づくり等の対応が求められる。 

 

３）職員一人ひとりがこどもの人権・人格を尊重する意識の共有をすること 

○職員一人ひとりが、こどもの人権や人格尊重に関する理解を充分に深めた上

で、こどもの人権・人格を尊重する保育や、それに抵触する接し方等について

認識し、職員間でそうした意識を共有することが重要である。 

 このような意識を持つことは、保育士・保育教諭等一人ひとりの責務であると

同時に、施設長及びリーダー層は、施設内での研修を実施するなど、そうした

意識を共有するための学びの機会を設ける必要がある。 

 

○日々の保育について、定期的に振り返りを行い、こどもに対する接し方が適

切であったか、より望ましい対応はあったのか等、保育士・保育教諭同士で率

直に話すことができる場を設けること等も全職員がこどもの人権・人格を尊重

する保育を行うための意識を共有する上で、非常に重要な取組である。 

 

○施設内の研修にとどまらず、保育内容等に関する自己評価を行うことが重要

である。 

 

○第三者評価や公開保育、地域の合同研修等の活用を通じて、日々の保育につ

いて施設外部からより多様な視点を得ながら、保育士・保育教諭等の気づきを

促すことも考えられる。 

 

②市町村への相談 

 

１）虐待と疑われる事案を発見した場合 

○虐待と疑われる事案を保育所等で発見した場合には、保育所等は状況を正確

に把握するとともに市町村や都道府県に設置されている相談窓口や担当部署

に対して、把握した状況等を速やかに情報提供・相談し、今後の対応について

協議数必要がある。 
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○その際に基本となるのが、「隠さない」「嘘をつかない」という誠実な対応であ

る。そうした誠実な対応は、管理者等が日頃から行うべきことであり、こども

や保護者への適切なケアを含め、そのような対応が早期に行われないことは、

改善の機会を遅らせ、こどもに対して大きな不利益を与え続けることになる。 

 

○保育所等が組織として適切な対応を行わない場合、虐待と疑われる事案の発

見者は一人で抱え込まずに速やかに市町村や都道府県に設置されている相談

窓口や担当部署に相談することが重要である。 

 なお、公益通報者保護法（平成 16 年法律第 122 号）第 5 条には、公益通報

をしたことを理由として、降格、減給その他不利益な取扱いをしてはならない

と規定されている。 

 加えて、改正児童福祉法第 33 条の１２第 6 項においても、虐待を通報した職

員は、通報をしたことを理由に解雇その他不利益な取扱いを受けないことが

規定されている。 

 

 ２）虐待と疑われる事案に該当しないが、対応が必要な場合 

○日々の保育の現場において行われる行為は、仮にその１つ１つが虐待には該

当しないものであったとしても、日々の振り返りの中で改善が図られなければ、

そうした行為の繰り返し等によって虐待になり得るものが存在する。こうした

行為が認められた場合、引き続き①（より良い保育に向けた日々の保育実践の

振り返り等）の対応を進めていくとともに、保育の専門職としてさらなる保育

の質の向上を目指していくことが重要である。 

 また、巡回支援の場面など、指導監査等の場面に限らず、自治体への相談をす

る機会を活用し、相談を行うことが重要である。 

 

 ③市町村等の指導等を踏まえた対応 

 

○当該事案が、市町村等において虐待と判断されたかどうかにかかわらず、今

後のより良い保育の実施を目指し、同様の事案が生じないための環境を整備

することが重要である。 

そのため、個別の事案だけに焦点を当てた改善の検討を行うのではなく、その

背景にある原因を理解した上で、保育所等の組織全体として改善するための

方法を市町村とともに探ることが重要である。保育所等は虐待と疑われる事

案が確認された場合、施設長等が中心となり、改善に向けた行動計画を策定

し、保育所等全体で改善に取り組むことが求められる。 

 

○市町村等において虐待と判断された場合、その対象となったこどものみなら

ず、その他の保育所等を利用するこども、虐待に関わっていない職員も含め、

十分な心のケアを行う必要がある。その際には、専門人材を活用することも含

め、適切な対応を検討し、併せて、虐待が行われた経緯や今後の保育所等とし
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ての対応方針等について、保育所等を利用するこどもの保護者に対して、丁寧

に説明し、理解を得ることが重要である。その際、虐待を受けたこどもの保護

者から、他の保護者に対して事案の経緯当を説明することの同意を得る必要

が生じる場合があることに留意する必要がある。 

 

 ④さらにより良い保育を目指す 

 

○③（市町村等の指導等を踏まえた対応）において、市町村に虐待に該当しない

と判断された場合においても、引き続き①（より良い保育に向けた日々の保育

実践の振り返り等）の対応を進め、どうすればより良い保育を行うことができ

るのか保育所等として検討を行うとともに、保育の専門職としてさらなる保育

の質の向上を目指していくことが重要である。 
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保育所・認定こども園の情報資産って何？ 

 

 

 

 

 

第９章．情報管理について 

保育所・認定こども園における危機は情報管理の不手際からも起こり得る。 

情報化社会といわれる現代社会では、「情報」は守るべき重要な資産の一つとし

て「情報資産」と呼ぶことができる。情報の電子化が進む中で、情報の入手やコピ

ー、消去等が容易になった反面、不正行為や操作ミス、機器の故障や自然災害等の

脅威が情報資産を脅かすようになり、企業や自治体による「個人情報流出」等のニ

ュースも珍しいものではなくなってきた。 

この重要な「情報資産」を様々な脅威から保護していくことを「情報セキュリティ」

と呼び、個人情報が流出するといった不祥事を引き起こさないためにも、市の職

員として守らなければならないルールはもちろん、情報を扱う上でも守らなければ

ならないルール、その両者を守りながら業務を遂行する必要がある。 

 

 

 

情報資産とはパソコンや記憶媒体（フロッピーディスク、ＣＤ－Ｒ等）に格納さ

れた情報ばかりでなく、プリンタで印刷した文書や手書きの書類も含む。 

※ 参照（Ｐ1２７～1２８） 公立保育所・認定こども園文書保存年限 
 

１ 情報を取り扱う上での確認事項 

                  

① 私たちが業務上作成し又は取得する様々な情報は、情報資産として福島市

に帰属し、市民福祉向上のために使用される。 

 

② 私たちが業務上知り得た「秘密」は、許可なく漏らしてはならない。 

 

③ 私たちが使用するパソコン等の機器類は、業務で使用するために配置され

ている。これら  機器類の配置費用、稼働させるための電気料、通信料等は、

「税」でまかなわれている。 

 

④ 私たちが使用している様々なソフトウエア等は、業務に使用するために配置

されている。また、ソフトウエアやこれにより作成された電子データ等（情報

資産）は、「人」の異動等があっても、だれもが使えるものであることが必要

である。 

 

⑤ 私たちは、勤務時間中は職務に専念しなければならない。 
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セキュリティポリシーの対象範囲 

２ 情報セキュリティポリシーとは 

 

福島市として情報セキュリティを確保するための方針等をまとめた規範が

『福島市情報セキュリティポリシー』である。 

  私たちは職務の特性上、様々な個人情報を取り扱う機会が数多くあり、個人

情報保護を確保しながら、市民サービスを充実させなければならない。その向上

を図るため情報セキュリティポリシーを理解し、一人一人が主体的に取り組んで

いく必要がある。 

 

 

 

非常勤職員・臨時職員含む全職員 

※ （福島市情報セキュリティポリシー 第 2 章 5） 

 

３ 保育所・認定こども園職員として遵守すべきこと 

                   

○ 「情報資産」を持ち出してはいけない 
 

 ×家で仕事をするために持ち帰る。 

 ×自分のメールアドレスへ送る。 

 ×業者へデータを渡す際に、不要なデータも入っていた。 

 「持ち出す」ことは、情報資産を紛失したり、あるいは盗難に遭ったりする可能性を増大

させ、また、紛失や盗難は、情報漏洩や情報流出の可能性を高める。 

「情報資産」を持ち出すときは、情報セキュリティ管理者の許可が必要になる。 

 

○ 書類の整理・整頓をする 

×事務室・保育室の机の上が乱雑になっている。 

×業務に必要だからと書類を多数保管している。 

「福島市個人情報保護条例第１０条」では「個人情報の漏えい、滅失防止の措置」「必要

がなくなった情報の確実で速やかな廃棄」が定められている。机上に積まれた書類は、

持ち去られても、職場以外の人に見られても分からないので大変危険である。 

また、机の引き出しの中に重要な書類や CD・DVD などの記憶媒体を保管しない。 

 

○ 仕事上知り得た情報を他人に話さない  

家族に何気ない会話のつもりで仕事のことを話したり、知人から「あなた市役所なら

こっそり調べてちょうだい」などと秘密情報を聞き出そうとされた等どちらも情報漏え

いにつながることがある。 

  実習生やボランティア、職場体験の学生を受け入れる際にも必ず周知すること。 
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○ ＳＮＳ（ｿｰｼｬﾙ･ﾈｯﾄﾜｰｸﾝｸﾞ･ｻｰﾋﾞｽ）の書き込み内容に注意する 

 Facebook や X などの SNS は誰かと繋がり、情報交換や会話を楽しむことができる

サービスだが、福島市職員であることを考えた場合、特に注意する必要がある。 

 仕事の愚痴や抗議の書き込み等をすることにより、本人の Facebook や X などが炎上

することになるだけでなく、福島市が批判の対象となることも考えられる。 

 また、保育所・認定こども園の行事等の写真を個人が特定できる形で投稿することは、

個人情報保護の観点から問題であるので、保護者にもそのようなことが無いように周知

する必要がある。 

 

〇 職員個人のスマートフォン等でこどもを撮影してはならない 

 職員が個人で所有しているスマートフォン等で、施設のこどもの姿を撮影してはならな

い。また、職員個人のアカウントにて SNS 等に投稿することもしてはいけない。 

 こどもの姿を記録する際には、許可されている機器（タブレット、デジタルカメラ等）で撮

影をする。 

 

○ マスコミ等に児童の情報を提供する場合は、肖像権の取り扱いに十分注意する 

 入所（園）時及び年度当初に保護者から「肖像権同意書」を提出してもらい確認する。 

 

○ 許可されていない機器等をシステムに接続してはならない 

業務上必要があるときは、定められた手順に従って必ず許可を得る 

 

 ×私物 USB メモリ、ハードディスク、デジカメなどを接続する。 

 ×スマートフォンなどの充電のために、USB 充電ケーブルをパソコンへ挿す。 

  

○ 許可されていないソフトウエアを使用してはならない 

業務上必要があるときは、定められた手順に従って必ず許可を得る 

 

 ×インターネットからダウンロードしたソフトウエアを使用する。 

 ×ゲームをする。 

  

○ パソコンにデータを読み込む前にウイルスチェックを必ず行う 

コンピュータウイルスが検出されたときは、ネットワークから切り離し、す

みやかに情報企画課に連絡する 

 

 ×面倒なのでウイルスチェックはしない。 

 ×ウイルスが入っていたが、土日だったので情報企画課への連絡はしなかった。 

 ×インターネットに接続していないパソコンで作成したデータなので、ウイルスチェックを

しない。 
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○ 業務以外の目的で、電子メールを使用したり、インターネット閲覧をしない 

 

 ×友達と個人的なメールのやりとりをする。 

 ×趣味でインターネット閲覧をする。 

 

○ パスワードの扱いには細心の注意をはらう 

 

 ×パスワードのメモをデスクマットに挟んだり、パソコンの画面脇に貼り付ける。 

 ×電話でパスワードの照会に応じる。 

 ×権限ない他課からのデータ照会に応じる。 

 ×興味本位で知人の個人情報を閲覧する。 

その情報を扱う権限のない者が、その情報に触れることのないようにするためのパス

ワードなので、相手が知っている人だからという安易な考えで教えてはいけない。 

 

○ パソコンの画面を整理・整頓する 

作成したデータはネットワークのサーバーにあるフォルダ（課、係、マイドキュメント）に

保存する。 

デスクトップに置かれた電子ファイルもサーバーに保存されるが、デスクトップのデー

タが大きいとネットワークに大きな負荷をかけることになり、行政情報ネットワークシス

テムの動作遅延などにつながることになる。 

 

○ 席を離れるときは、パソコンをロックし、退庁時はパソコンの電源を切る 

 少しの間でも席を離れるときは、パソコン画面や電子ファイルを自分以外の人が操作した

り、見たりすることができないよう、画面をロックをする、退庁時は必ずパソコンをシャット

ダウンし、プリンタのスイッチもオフにする。 

 

 

 ウイルスが検出されたり、不具合が生じたときは必ず情報企画課に連絡すること。 

 

【平日・日中】 

 情報企画課 （直通電話）５２５－３７０９ 

 

【休日・時間外】 

  市役所本庁宿直へ電話をし、連絡網で情報企画課へ伝えるよう依頼する。 

          （直通電話） ５３５－１１１１ 

 

 


